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[実践報告］

ホームレス患者へのソーシャルワーク実践

一退院までのパターン分析からの一考察一

山本啓太．

長竹教夫。

Keywords：ホームレス、ソーシャルワーク、パターン分析

Ｉ．はじめに

市川市は千葉県内で最もホームレスが多い地域

である。市川市福祉事務所と市川保健所によって

発表された「平成13年度ホームレス実態調査報告

書」は「公園、駐輪場、高架下など49地点に141

名のホームレスの存在を確認した」と報告してい

る。このような地域に立地する国府台病院に入院

となったホームレス患者は生活困窮に加え、怪我

や病気により入院となり、今後の生活を再設計す

る必要があると予想される。そのため、医療ス

タッフからソーシャルワーカーに紹介される。

ソーシャルワーカーとして入院時から退院後ま

で、ほぼ全例にチーム医療の一環として関わって

きた。そこで、ソーシャルワーカーが関わった

ホームレス患者の概要及び援助の方法と結果を報

告し、より有効な援助方法について仮説を提示し

たいと思う。なお、ホームレスとは路上生活者な

どに代表される、入院時に定まった住所を有しな

いものと定義した。

Ⅱ．研究の目的と方法

第１に、平成13年10月から平成15年３月末までの

1年６ヶ月間に3名のソーシャルワーカー（山本、

薬師寺、長竹）が関わった39名のホームレス入院

患者を対象とし、ソーシャルワーク記録ないし、

診療録を点検、分析した。分析項目は、表1のご

とく、今後の生活に関連する可能性が高い項目や

援助方法に関連する項目についてである。

表１調査項目

①年齢 ②性別 ③最終学歴 ④職歴

⑤来院経路 ⑥病名･障害名 ⑦診療科 ③入院日数

⑨援助期間 ⑩援助内容 ⑪入院中の課題 ⑫結果

第２に、援助方法について検討した。平成１５年３

月末までに退院したホームレス患者33名を、住居

確保群、転院・施設入所群、路上生活戻り群の３

群に分類した。３群それぞれの特徴を、３名のソー

シャルワーカーが共同して、住居を確保して退院

することができた条件について、できる限り客観

的に比較法を用いて検討した。比較法は、５～５０

ケース以下のデータ数を対象として、各ケースに

ついて詳細に理解、及び、分析し、それらの類似

性や異質性のパターンに焦点を当てて理論化する

研究方法であるといわれている。

Ⅲ、結果

1．概要

男女別は図1が示すように男性95％、女性5％で

男性が圧倒的に多かったが、女性も少数であるが

見られた。

.KeitaYamamoto,NorioNagatake：国立精神・神経センター国府台病院
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年齢別は図2が示すように、５０歳代が最も多く

28％を占めている。ついで40歳代（24％)、６０歳

代（24％）が多い。４０～60歳代までの中高年齢層

が全体の76％を占めている。平均年齢は51歳で、

他のホームレス調査において50歳代の男性が多い

という結果と一致していた。

最終学歴は図3に示したように、中学校卒業が

全体の44％（17名）を占め、高校中退も10％と多

70～不明

3％３％

図４来院経路別

－２－
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精神科
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<全体的に学歴は低い。

来院経路は、図4に示すように救急車による来

院が全体の66％を占めている。起居している場所

などで行き倒れになったところを、通行人に発見

され、連絡してもらうというケースが多かった。

これは健康保険を持たないホームレス患者が、症

状が悪化して倒れるまで病院へ行けなかったとい

う結果といっても良いだろう。

診療科別は、図5に示したように、一般科疾患

のみを抱えていた患者が70％（26名）を占めてい

る。精神科疾患のみを抱えていた患者は15％（６

名)。また、精神・身体の合併症をもつ患者は同

じ１５％（6名）で何らかの精神疾患を持つ患者は、

合計で30％を占めており、当院の専門的特徴の一

つを現していると思われる。

また、一般科のなかでは低栄養、糖尿病などの

内科疾患、ついで胃潰癌などの消化器科・外科疾

患、骨折、凍傷、壊痘などの整形外科疾患が目

立っていた。

禰
認

図３最終学歴別



表２分類条件項目

－ ３－

表３分類パターン一覧

群
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群
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①判断能力の有無：今後の生活について自ら考え、具体的に行動する能力があったか。

②身体・精神障害の有無：退院後、就労不可と判断できうる持続する障害があったか。

③入院期間の確保の有無：医学的治療は終了したが､社会的入院を是認する期間があったか。

④サポートの有無：知人・支援者などからのサポートが得られていたか。

⑤ＳＷとの信頼関係保持の有無：ＳＷと良好な信頼関係を構築できていたか。



2．ホームレス患者の援助結果

「医学中央雑誌』でホームレスをキーワードに

検索した結果、過去5年間のホームレス研究は検

診などを含んだ実態調査と症例報告が代表的な報

告で、ソーシャルワーカーの援助について報告し

た研究はなかった。ここでは、平成15年４月１日現

在入院継続していた患者3名および死亡2名、結核

が判明し転院した1名を除く３３名を対象に退院先

別に3群に分類し、援助プロセスにおいてどのよ

うな条件が住居を確保し得た要因になっていたか

を検討した。３群は次のような特徴を持っていた。

第１群の路上生活者に戻ったケース群は１１名で、

退院時には就労可能と判断される状態で、生活保

護が継続できないため、住み込み就労を目標にせ

ざるを得なかったり、「元の生活に戻りたい」「自

ら退院先を見つける」と述べて退院したケースで

ある。これらのケースの問題は、医療でカバーで

きる問題ではなかったが、いずれも短期間で症状

が改善したこともあり、ソーシャルワーカーの早

期の介入にもかかわらず関係が築けず、援助がで

きなかったという共通性を持っていた。

第２群の住居を確保できたケース群は１２名で、

すべてのクライエントが「少なくとも路上生活に

戻りたくない」という意志を持っていた。また、

慢性・難治性の疾患を有するために、就労不可と

なって、退院後も生活保護が継続できたケースが

9例。病状安定後に、住居確保のために活動でき

る期間が確保されたケースが10例と多かった。知

人、支援者などのサポートを得られたケースが９

例、ソーシャルワーカーと信頼関係が構築できた

ケースも10例で、多くの社会資源を活用できる状

況にあるケースが多いという特徴があった。

第３群の転院・施設入所となったケース群は１０

名で、最高齢は71歳と高齢であり、平均年齢は５６

歳と比較的高齢という特徴があった。第３群はさ

らに3つのグループに分けられる。第１は高齢で身

体障害や痴呆､知的障害などを合併していたため、

路上に戻っての生活が不可能と考えざるを得ず、

保護的な環境を必要とするケース4例。第２は、入

院中にクライエントが社会復帰を目指したいとい

うモチベーションを高めて救護施設・福祉ホーム

に入所するために転院して待機したケース2例。

第３は比較的年齢が若くソーシャルワーカーとの

関係を基盤に、路上には戻りたくないと考え、宿

泊施設に入所した4例である。

これら3群の特徴を踏まえて、退院時に住居を

持つことができた条件についてソーシャルワー

カー3名で議論しあい縦'、表2に示す条件項目（以

下項目）を設定した。判断能力の有無、身体・精

神障害の有無、入院期間の有無、サポートの有無、

ソーシャルワーカーとの信頼関係の有無の5項目

について、全ケースにおいて援助記録を検討した

結果が表3であ。この表に基づいて図６－①～④の

パターン類型を構成した。

判断能力があり、身体あるいは精神障害がある

ため退院後も生活保護を継続でき、環境が整備さ

れるまで入院期間を確保され、知人・支援者のサ

ポートがあり、ソーシャルワーカーとの信頼関係

を構築できたという5項目すべてを満たすパター

ンを示したケースは、すべて住居を確保していた

(図６－①オ)。この5項目の中で1項目を欠くパ

ターンでも住居を確保できていた（図６－①ア、

ウ、エ、図６－②エ)。同様のパターンを示しなが

らも、結果が住居と施設というように分かれてい

るものがあった（図６－①イ)。それは、精神障害

という障害特性から社会復帰施設へ入所、または

その待機のために転院したものであった。また、

2つの項目が無くとも、住居確保が可能になって

いた（図６－②ウ)。ただし、この場合には、いず

れも入院期間を確保しなければならなかった。３

項目を欠きながらも、住居確保できた1ケースが

ある（図６－③オ)。これは、身体症状が軽減し、

ソーシャルワーカーとの信頼関係も築けず、即退

院となった。結果的に以前お世話になった会社社

長が住居を貸してくれたという特別の事情による

ものであった。

さらに、障害がなく、入院期間が確保されず、

サポートもないというパターンでは、ソーシャル

ワーカーとの面接において、「路上には戻りたく

ない」という患者本人の意思を確認し、ソーシャ

ルワーカーと共に退院後の生活の場を検討した結

果、施設入所になった。（図６－③ウ)。また、初

回面接時、ソーシャルワーカーに対して丁寧で、

礼儀正しい印象を受けた2ケースは、早期から良

－４－
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図６－①「判断能力あり／身体・精神障害あり」のパターン
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図６－②「判断能力あり／身体・精神障害なし／入院期間あり」のパターン
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図６－③「判断能力あり／身体・精神障害なし／入院期間なし」のパターン
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蛾

好な相互交流ができ、ソーシャルワーカーとの信

頼関係が築けた。このため、患者本人が「路上生

活はしたくない。自分で退院先を見つける」とい

う意思表示を尊重し、住み込み就労を目標に掲げ

て退院したケースが2例あった（図６－③イ)。同

様なパターンでソーシャルワーカーとの信頼関係

が築けないパターンで、患者本人も「元の自由な

生活がよい」と主張し続けた際には路上に戻って

いった（図６－③ア)。そこにはアルコール．薬物

依存の特性といわれている依存の病理、対他関係

を築けないといった要因があった。

判断能力がなく、障害があり、入院期間が確保

されるパターンでは、サポートの有無やｓｗとの

信頼関係とは別に施設入所になっていた（図６－

④イ、ウ、エ)。５項目すべてに該当しないパター

ンが路上になっている（図６－④ア)。このケース

は退院時には「出ていくのは寂しいね。突然だか

らね」と、今一つ現実認識が乏しく、自らの身の

安全確保さえ疑わしい高齢の患者であった。「入

院中には廊下で寝る、放尿等の行為」があり、痴

呆が疑われたため、ソーシャルワーカーから主治

医に精神科受診を提案するも「難しいだろう」と

のことで退院になった。その後、川でおぼれて保

表４路上戻り群の細分化

護され、また路上から救急搬送されるということ

を繰り返した。最終的に当院に再入院となった。

真夏であったにもかかわらず、雨合羽やウインド

ブレーカーを何枚も着込み、糞尿にまみれて救急

搬送されるという状況であった。他１名も他院に

再入院するという結果であり、課題を残すケース

であった。

Ⅳ、考察

住居確保を指標にしたパターン分析からソー

シャルワークの過程で、改めて留意しなければな

らないことについて、表4のように路上生活戻り

群11例に焦点をあてて考察したい。

第１に、判断能力を含めて5項目すべてを欠き路

上に戻った2ケースが存在している（表4,Ｎｏｌ／

NO2)。ここでの判断能力の有無は、裁判所に

よって宣告された判定でも精神医学的鑑定に基づ

く診断でもなく、ソーシャルワーカーの判断で

あった。ソーシャルワーカーは、看護師より病棟

内日常生活の状態の情報を得、ソーシャルワー

カー独自の面接と支援者からの情報を総合的にア

セスメントした。その結果、ホームレス患者自身

が自らの意志選択が確保できない状況にあると考
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えて、ソーシャルワーカー役割の一つであるアド

ボカシー機能として、担当医に報告し、精神科受

診を提案した。

インフォームド・コンセントや自己決定の原則

が叫ばれているが、自己決定ができる能力や環境

はチーム医療の中で整えられていくことが必要で

あると考える。一般的に「判断能力がないという

確信を抱くに足る証拠がないときには、判断能力

があると推定される」’)ので従来は医師・患者関

係の中で判断能力を評価しインフォームド・コン

セントや自己決定のプロセスが行われてきた。し

かし、本ケースでも明らかなように、重大なリス

クが予測される場合には、少なくとも医療チー

ム・患者関係の中で判断能力を評価しインフォー

ムド・コンセントや自己決定のプロセスが行われ

ていく必要があると考える。このことは、いわゆ

るチーム医療の質が問われる時代になってきてい

る現代において必要不可欠なプロセスになってい

くと思われる。

第２に、判断能力はあるがその他の項目を欠い

たパターンを示した4例（表4、No3／No4／No6／

No7）は、アルコール・薬物依存があった。その

障害特性から依存と逃避の心理機制をを持ちやす

いケースである。「入院してからお酒は飲んでい

ないから大丈夫。お祝いの時に一杯くらいは飲む

かもしれないけど」「酔わない程度に飲みます」

と述べるクライエントの、その生き方を変えなけ

ればならないという意志や動機に働きかける機会

を病棟生活の中でつくっておきたい。当院におい

てアルコール・薬物依存の克服へのモチベーショ

ンを培う教育プログラムの構築が必要であろう。

その上で、クライエント自らが迷い、揺れ、決心

していくというクライエントにとっての「時間」

を保証することが重要であると思われる。しかし、

社会参加までの期間を入院継続することは困難な

ことであり、退院後も生活保護を継続し、生活を

支えるために医療機関と福祉関係機関や援助者と

が継続的な連携をすすめていくことが大切である

と思われる。

今後、地域においてホームレス者を対象とした

自立支援ホームなどでの援助方法を考える際にも

医療機関との連携や継続性は重要な概念になって

くると思われる。

第３にソーシャルワーカーはもとより治療ス

タッフや支援者、及びホームレス仲間などとの対

他関係が全く築けず、居場所も転々としていた２

例（表４，No5／NolO）は、当初から「名前も、

住所もいいたくない」とソーシャルワーカーの接

触に拒絶的であった。一方で、「パジャマ・ス

リッパを用意してよ」「乞食だとバカにされた！

退院する１金を用意しろ」と一方的に自らの要求

のみを訴えていた。そのような関係性の中では、

｢退院する」というクライエントの要求を、ソー

シャルワーカーはニーズとして認識できず、その

｢身勝手さ」ゆえにソーシャルワーカーは陰性感

情を抱きやすく、距離をとってしまうことがあっ

た。限られた入院期間中に、専門援助関係を構築

することは極めて困難であった。何とかぎりぎり

のところでバランスをとり、厳しい路上において

生活してきたクライエントがおり、そのクライエ

ントがあえて厳しい社会の中で、困難であるが克

服しなければならない現実の生活に直面すること

を恐れ、援助から逃避、抵抗するというクライエ

ントの特性もあると思われる。そこで、地域で支

援を行っている市役所や支援団体がクライエント

と関係を築けていた時には、キーパーソンとなっ

て積極的に病院に出向いてもらう。また、地域に

おいて支援者、支援団体とつながっていないまさ

に孤立無援状態にあるクライエントの場合には、

病院のソーシャルワーカーがクライエントヘの支

援関係を退院後も築けるように努めることが必要

になってくるだろう。市川市においては炊き出し

ボランティアなどの機会があり、それらへの参加

を利用して地域の支援団体に橋渡しする役割が必

要であると考えられた。

Ｖ･おわりに

平成15年４月現在、一部の病院ではホームレス

患者の診療拒否もあり、市川市のホームレス自立

支援施策が軌道に乗っていない段階で、当院は

ホームレス患者の入院治療を受け入れていた。そ

こで、本調査研究の第１の意義は、１年6ヶ月間に

援助終了したホームレス入院患者33名の実態を明

－８－



らかにしたことである。ホームレスときくと“入

院期間が長い”‘‘手がかかる”というイメージが

先行するが、入院治療・援助をきっかけとし、

2/3のホームレス患者が生き方を変え、新たな生

活を歩み出すことができた。

第２に、ホームレス患者へのソーシャルワーク

援助方法について住居確保を指標に検討した縦2．

路上に戻ったホームレス患者との関わりから①判

断能力については、医療チーム・患者関係の中で

判断していくことが必要になっていることを考察

し、ソーシャルワーカーのアドボカシー機能につ

いて言及した。②アルコール薬物依存のホームレ

ス患者への援助方法について検討した。クライエ

ントにとっての「時間｣、継続的な「連携｣、モチ

ベーションをつけるための「教育」の必要性を指

摘した。これは、今後の地域における自立支援

ホームでの援助方法に示唆を与えることができる

と考えられた。③一部のクライエントに対する

ソーシャルワーカーの陰性感情についてふれ、

ソーシャルワーカーの専門的援助関係構築の有無

が、退院後の療養生活を左右する事例を明らかに

することができた。

注l):各々のソーシャルワーカーには担当病棟

（受け持ち病棟）があるが、日常的なケース

カンファレンスにおいてどのようなプロセ

スで入院してきたホームレス患者かについ

てなど、一定の共通認識を持っていた。

注2):ソーシャワークは住居を確保すればケース

が終結したとは考えていない。慢性疾患を

持つクライエントには、退院後住居を確保

したあとの生活支援も必要である。例えば、

精神科へ入院したホームレス患者の中で精

神科への継続的な受診が必要と判断されて

いるケース６例中3例は、ソーシャルワー

カーが直接自宅訪問を行っている。精神障

害を持つホームレス患者は、様々な要因か

ら社会関係を構築できず、帰属性を喪失し

た「社会的孤立」や「恥」などの心理的要

因から援助者が対面的に関わることの必要

性を指摘している報告もあり、ソーシャル

ワーカー側からのアウトリーチすることが

医療社会福祉研究Vol､１３．Ｖ０１．１４．Vol､152007.3
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[論文］

｢脳損傷」という出来事への家族の主観的認識と

その精神的ストレスの関連

赤松昭＊

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：脳損傷，高次脳機能障害，主観的認識

１．背景と目的

1990年代の半ば以降，我が国では脳損傷による

高次脳機能障害，遷延性意識障害をもつ者への支

援の気運が高まり，近年ではその対抗施策が徐々

に実施されつつある。しかしそのひとつである高

次脳機能障害者支援モデル事業も，障害当事者を

対象とした訓練プログラムの開発，試行実施をそ

の柱として実施されているものであり!'，家族支

援を主たる目的としたものではない。また，脳損

傷を対象にした他の研究も，本人の障害特性（特

に認知行動障害)，あるいはソーシャルサポート

の欠如によってもたらされる「ストレス反応」

｢介護負担感」をどう軽減するか，という観点に

基づくものが多い。しかしながら，脳損傷という

体験,すなわち本人と家族を襲った突然の事故や，

脳疾患の発病をめぐる一連の出来事を家族がどの

ように認識し，そしてそれが現在の家族の心理社

会的側面に及ぼす影響について着目した調査研究

は我が国ではまだない。一方，我が国に先立って

研究が行われてきた海外においても，この枠組み

で家族の精神的ストレスの検討が重ねられてき

た。例えば家族は受傷後，何年にもわたって，ス

トレス症状，抑うつ症状，不安，そして社会適応

能力の低下などの影響を受ける，等という報告が

なされている2)3'４６そして，そうした心因反応，

適応能力の低下は本人の障害特性や受傷前の家族

､AkiraAkamatsu：種智院大学

機能，あるいは介護者との続柄，等に起因してい

るとされている５１６もこのように，我が国，及び海

外においても脳損傷という体験を家族がどう捉

え，そしてそれが心理社会面にどのような影響を

与えたのか，という観点に立った研究は極めて少

ない。ところが，当事者家族が自らの体験を語っ

たセルフレポートの多くには，こうした経験とそ

れをどう家族が受け止めたのか，に関わる記述が

多くみられる。例えば，息子が交通事故に遭遇し

た後,急迩駆けつけた病院救急処置室での体験を，

ある母親は次のように記している。

寒い処置室で血だらけの頭にビニール袋をか

ぶり横たわっている。Ａ君の両親が「すみませ

ん，すみません」と言う。「いいです，いいで

す」と私達は言う。絶望的な医者の言葉。三時

から手術…。朝九時に集中治療室へ。これが○

○（息子）？あの○○？頭から額にかけて包帯

がグルグル巻きに，鼻，口いっぱいの管，横で

黒い袋がブクブク，まわりは器具だらけ７１。

こうした光景が家族に外傷体験として認知され

ることは想像に難くない。事実，医療保健領域で

関して見れば，ガン患者，臓器移植レシピエント

とその家族がみせるPTSD症状についての研究が

内外でなされており，例えば，「生命が脅かされ
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る病気であると診断された事」８)「子どもの生命

が危機に晒されたという体験」，'等が家族の抑う

つ症状の悪化やPTSD発症等に関連しているとの

結果が報告されている。さらに，TaXebら!｡)はこ

うした治療体験をめぐる家族の主観的認識が家族

の心理社会面に与える影響を検討した先行研究を

レビューし，「患児の年齢や発症からの経過時間，

及び客観的な医学データは家族のストレス症状と

は関連がなく，ガンという診断から始まる一連の

治療体験が，外傷体験として家族に認識され，そ

してそれが現在のＰＴＳＤ症状と強く関連してい

る」という知見を導きだしている。以上のような

背景と先行研究の結果から，本研究では，脳損傷

者の家族が「受傷（発病）・治療をめぐる体験｣，

すなわち「出来事としての脳損傷」をどのように

認識し，そしてそれが家族の精神的ストレスにど

のような影響を与えているのかを明らかにするこ

とを目的とする。

Ⅱ、研究方法

1．対象者と調査方法

対象は関西を拠点に活動する脳損傷者の当事者

団体Ｑの会員（脳損傷当事者家族）計213名であ

る。調査方法は郵送による自記式質問票を用いた

横断的調査法である（調査期間2004年５月～６月．

有効回収票122．有効回収率は57.3％)。なお，調

査票発送は調査対象団体に委託したうえ，返送は

匿名として調査者が対象者の氏名・住所を把握す

ることのないようにした。さらに，調査票に同封

した添書きには，本調査への協力は任意であるこ

と，及びプライバシーの保持には万全を期すこと

を明記した。

2．測定尺度と調査項目

(1)従属変数：本研究では対象者の「脳損傷とい

う出来事への主観的認識」が家族の精神的ストレ

スにどのような影響を与えているのかを検討する

ため，以下の三つの尺度を設定した。すなわち，

外傷体験に感応性の高い尺度（IES-R)，現在の精

神健康に感応性の高い尺度（GHQ-12)，そして介

護負担感に感応性の高い尺度（J-ZBL8）である。

a）IES-R（ImpactofEventScale-Revised）「改

訂出来事インパクト尺度日本語版」

IES-RはHorowitzらのオリジナルバージョンの

改訂版として，Weissら'１'によって心的外傷性ス

トレス症候を測定するために開発された自記式質

問用紙である。本研究では飛鳥井らによって邦訳

された「改訂出来事インパクト尺度日本語版｣'2’

(以下IESPR）を用いた。採点方法は，各項目につ

いて，それぞれ最近1週間の間に「全くなかった」

｢少しあった」「中くらいあった」「かなりあった」

｢非常にあった」の五件法で尋ね，０～4点で単純

加算し（最小値0～最大値88)，得点が高いほど

PTSDの疑いが高いとみなされる。なお，本研究

では，PTSDが疑われる得点の基準値（カットオ

フ値）をPTSDのスクリーニング目的で使用する

際の24/25点に設定した'2)。

b）GHQ-12（GeneralHealthQuestionnarie）「精

神健康測定尺度-12項目版」

ＧＨＱの初版は非精神病性の軽度な精神障害の

スクリーニングを目的にGoldberg13lが開発した

スケールで，得点が高いほど精神健康に問題があ

るとみなされる。今回使用したGHQ-12は12の質

問項目で構成される簡便版だが，本田'４'の邦訳版

はその信頼性と妥当性の確認も行われている。本

研究では，精神健康に問題があると疑われる者の

スクリーニングの際にはGHQ法（０，０，１，１）に

よって得点を算出し，他の要因との関連をみる場

合には四件法によって合計得点を算出した｡なお，

本尺度のカットオフ値は3/4点に設定した('5)。

c）J-ZBI-8（TheshortvaersionoftheJapanese

vｅｒｉｏｓｏｎｏｆｔｈｅＺａｒｉｔＣａｒｅｇｉｖｅｒＢｕｒｄen

lnterview）「Zarit介護負担測定尺度短縮版」

Zaritが開発したオリジナルバージョンの邦訳'６１

(全22項目）の項目を，さらに検討して8項目で構

成したうえ，その妥当性と信頼性が確認された

｢Zarit介護負担測定尺度短縮版」’7)を採用した

(以下J-ZBI-8)。それぞれの項目ついては「思わ

ない」「たまに思う」「時々思う」「よく思う」「い

つも思う」の五件法で尋ね，０～4点で単純加算し

(最小値O～最大値32)，全項目の合計得点が高い

ほど，介護負担度が高いとみなすものである。

(2)独立変数

a）基本属性

本人の基礎属性（性別，年齢，事故・発症日か
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らの経過年数，傷害の原因）のほか，「ＡＤＬ」

(移動能力を五段階で尋ねた）「意識レベル」（遷

延性意識障害から意識レベルは清明ながら高次脳

機能障害がある状態までを四段階で尋ねた）「高

次脳機能障害のレベル(行動障害・認知障害)」'8)，

及び回答者の続柄を設定した。

b）家族の脳損傷という出来事への主観的認識

家族が事故，発病をめぐって体験した出来事を

どのように認識しているか，すなわち「脳損傷と

いう出来事」への主観的認識について尋ねる七つ

の項目，すなわち①加害者への想い,②後悔の念，

③医療者からの差別体験，④親戚・親族の対応，

⑤以前の本人の姿へのこだわり，⑥周囲の視線が

気になる，⑦回復への望み，を設定した（質問文

は表4参照)。項目設定にあたっては，公刊されて

る脳損傷者家族の体験集７１'９１２０１の中から，事故や

発病に関して家族が精神的苦痛に感じたとする記

述を参考にして原案を作成した。さらに設定した

項目について，調査対象当事者団体Ｑの役員らと

検討を重ねて最終案を決定した。それぞれの項目

について，「強くそう思う」「そう思う」「そうは

思わない」の三つの選択肢を用意して回答を求め

た。

3．分析の枠組みと方法

以下の手順に従って分析を行う。①独立変数，

従属変数の基礎統計量を算出して対象者の全体的

傾向と，精神健康状態の概要を把握する。②家族

の主観的認識の項目の単純集計を検討して，脳損

傷という出来事への家族の主観的認識の傾向を明

らかにする。③対象者の基礎属性と障害特性，及

び主観的認識と家族の精神的ストレスの関連をみ

るため，各尺度の合計得点を従属変数としたt検

定，あるいは一元配置の分散分析を行う。

Ⅲ、結果と考察

1．対象者の特性（表1）

(1)基本属性：集計の結果，性別は男性が八割以

上を占め，一方年齢は平均35.27（最小値10,最

大値66）歳。一番多い世代20歳代，次に30歳代と

なった。また，傷害原因は交通事故を含む事故が

約75％にのぼった。これらの結果から本調査の対

医療社会福祉研究Vol､１３・Vol,１４．Vol１５２００７．３

象は，男性の稼働世代である脳損傷者の家族が比

較的多いことがうかがえた。

(2)障害特性：障害特性をみるとＡＤＬでは全面

介助の者，一部介助の者，自立の者の割合がそれ

ぞれ1/４，１/４，１/2となり，また意識レベルは何

らかの意識障害を有する者が約25％，意識障害は

ないものの高次脳機能障害がある者が約75％で

あった。さらに，高次脳機能障害については，認

知障害・行動傷害共にとても強くなったという回

答が多数に及んだ。以上のことから，本研究の対

象者が抱える脳損傷者の障害特性は身体，意識レ

ベルとも重度から軽度に幅広く分布しているもの

の，身体障害は軽度だが高次脳機能障害のある者

が比較的多いことがうかがえた。受傷・発症から

の経過年月は平均88.29ケ月となり，１０年以上経

過した者が約25％に及ぶ等，受傷・発症後の経過

年数が長期化している傾向がうかがえた。回答者

の本人との続柄は母親が全体の55.9％と最も多く

を占め，続いて妻（27.1％)，父親（12.7％）の順

となり，夫や子，兄弟姉妹は極めて少数にとどま

り，脳損傷者をごく近親者で抱えている傾向がう

かがえた。

2．各尺度が示す脳損傷者家族の精神健康状態の

傾向（表2）

集計の結果，表2に示すように，IES-Rの合計得

点の平均は37.35点，PTSDが疑われるカットオフ

値25点を上回った回答者は65.8％に及んだ。この

結果は，本研究の対象者に非常に高い比率で

PTSD様症状が出現していることをうかがわせる

ものである。例えば，和歌山県毒入りカレー事件

の被害者（女性32名）でIESRの得点がカットオ

フ値を上回った者は46.9％１２１，薬害ＨＩＶ感染被害

者遺族の場合だと55.0％であったが２１)，本研究の

対象者はこのいずれをも超えている。もちろん，

カットオフ値を超えたからといって，直ちに対象

者のＰＴＳＤが疑われるわけではない。スクリーニ

ングを目的とした場合の本尺度の陽性的中率は，

阪神淡路大震災の被災者を対象とした研究では

0.44であったので空)，今回の研究結果も差し引い

て考えないといけないことは当然である。しかし，

このような点を考慮したとしても，脳損傷者家族
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9１（75.2）
3０（24.8）

本人・回答者基礎属性 (､=122）

ADL（移動）

人（％）

ほぼ護たきりで全面介助
車椅子常時使用で要介助
短距離なら歩行可
丈歩行可
自立

男性 １０３（84.4）
性別

女性 1９（15.6）

意識レベル

ほとんど意識なし
わずかに意識あり
努力すれば意思疎通可
意思疎通可だが高次脳機能障害あり

１０歳未満
１０歳代
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代以上

０（0.0）
７（5.7）

4１（33.6）
3２（26.2）
2１（17.2）
１２（9.8）
９（7.9）

年代

１０（8.2）
１４（１１．５）
８（6.6）

9０（73.8）

１年未満
３年未満
５年未満
10年未満
１０年以上

７（5.8）
2２（18.3）
2８（23.3）

話閉
経過年数

高次脳機能障害

認知障害

交通事故

零§鰯傷害原因
脳血管疾患
その他脳疾患

原因を事故と病気に事故
二分した場合病気

7１（58.2）
６（５．０）
1６（13.1）
2１（17.2）
９（7.3）

表１

３（3.5）
１２（14.1）
7０（82.4）

変わらない
少し強くなった
とても強くなった

注）欠損値を集計から除外しているので合計が122とならない場合がある

3１（25.8）
１１（9.2）
1０（8.3）
１２（１０．０）
5６（46.7）

妹姉
他

親
親
弟
の

母
父
妻
夫
子
兄
そ

回答者続柄
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６（7.1）
2２（26.2）
5６（66.7）

6６（55.9）
１５（12.3）
3２（27.1）
１（0.8）
２（1.7）
１（0.8）
１（0.8）

変わらない
少し強くなった
とても強くなった

行動障害
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表２各測定尺度記述統計

カットオフ値

ｍｅａｎＳＤｒａｎｇｅを上回る割合
IES-R

GHQ11I鯉）
37.35

20.37

６．６９

22.41

７．２２

４．１８

0-88

8-36

0-12

65.8％

73.7％

-ZＢＩ 15.51９．０４１－３２

表３基礎属性・障害特性と各尺度との関連（一元配置の分散分析、もしくはｔ検定）

項目

性別

年代

経過年数

傷害要因注I）

ＡＤＬ

意識レベル

認知障害
高次脳機能障害

行動障害

回答者続柄注2）

IES-R

有意差Ｆ値(t値）

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎｓ

●

２．１６

事故＞病気

↑ 2.29

高＞低

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

GHQ-l2

有意差Ｆ値(t値）

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

＊

2.55

高＞低

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

J-ZBI-8

有意差Ｆ値(t値）

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

ｎ.ｓ

●●

3.66

高＞低

申

高＞低３．９６
ｎ.ｓ

●牟本

強＞弱９．７９
ｎ.ｓ

↑ｐ<0.1,.p<0.05,..p<0.01,…p<0.001
注1）「事故」と「病気」を比較した

注2）「配偶者」「子」と「親」「兄弟姉妹」「その他」の続柄を比較した

が示すPTSD様症状は他集団より際だって高いと

言える。また，ＧＨＱ法により算出したGHQ-l2の

平均は6.69点，「精神健康面に問題あり」とみな

されるカットオフ値４点を上回った回答者は

73.7％であった。また平均点も一般成人の平均

1.80点231を大きく超えていることからも，本研究

対象者の多くが精神健康を損なっていることがう

かがえる。さらに，J-ZBI-8によって測定された

介護負担感に関しては，現在のところ短縮版ZI尺

度を使用した研究が他にまだないため，他集団と

の比較はできないが,得点の平均値が中央値（１４）

を超えていることからすると，脳損傷者家族は高

い介護負担感にさらされていると考えられる。

3．基礎属性・障害特性と各尺度との関連（表3）

分析の結果，IES-Rと関連を示したのは「事

故・発病の原因」であり（原因が事故の方が得点

が高い)，「ＡＤＬ」については有意傾向が示され

た。ＧＨＱ－ｌ２と関連を示したのは，「ＡＤＬ」で

あった（ＡＤＬが高い方が得点高い)。J-ZBI-8と

関連を示したのは，「ＡＤＬ」「意識レベル」「行動

傷害の程度」であった（ＡＤＬが高いほど，意識

レベルが高いほど，行動障害の程度が強いほど，

得点が高い)。本人の「性別」「年代」「受傷から

の経過年数」「認知障害の程度」「回答者の続柄」

はいずれの尺度とも有意な関係はみられなかっ

た。障害特性のうち，行動障害が介護負担感と関

－１５－



連したことは，前述の欧米での先行研究と一致す

る結果となり，家族が本人の介護に関して一番困

難に感じることが，行動障害であることが明らか

となった。ちなみにＡＤＬとの関連もみられるが，

これはＡＤＬが高い者の中に行動障害の強いもの

が含まれているため，このような結果になったと

考えられる。本人の性別，年齢，続柄，受傷から

の経過年数について関連がなかったが，この結果

は言い換えれば，本人がどのような属性をもって

いようとも関係なく，脳損傷者家族は精神的スト

レス症状に見舞われる可能性を示していると考え

られる。また傷病の原因が事故の場合，IES-Rの

得点が高くなったのは，病気の場合と比較して，

事故の相手側への感情，警察や司法機関等のやり

とりが介在することにより，医療現場以外の場面

でさらされるという外傷体験（二次被害）が影響

していることが推察される。

4.脳損傷という出来事への主観的認識(表４表5）

設定した七つの項目とも，「強くそう思う」「そ

う思う」という回答が併せて過半数以上を占めた。

従って，この七つの設問が脳損傷者家族の出来事

としての脳損傷への主観的認識を比較的よく反映

しているものと考えられるｄ特に「①加害者への

想い」と「⑦回復への望み」に関して強くそう思

う者の割合が高くなっているのは，傷病原因の約

75％が「事故」という本調査対象者の特性がその

背景にあるためと考えられる｡「②後悔の念」に

関しては，犯罪・災害被害者遺族が抱く「生存者

罪悪感」割)に相当するものと考えられる。倉石に

よれば，こうした感情がやがて家族の機能不全を

引き起こすと可能性があるので25)，援助者による

介入が必要となってくるが，その際には大和田が

示すように，罪悪感を軽減させるような受容・共

感の姿勢をもつことが必要だと考えられる261。

｢③医療者からの差別体験」については「そうは

思わない」という回答が三割以上あった。これは

長期にわたる療養を経験している場合は，関わっ

た医療関係者全てに一様に批判的なわけではな

く，特定の医療者には感謝の念を表している場合

もあり，家族は医療者にアンビバレンツな感慨を

もっていることが表れたためと考えられる。「④

親戚・親族の対応」については，得点分布がカー

ブリニアを描いているが（表5)，これは「強くそ

う思う」がネガティブなソーシャルサポートに反

応しており，「そう思わない」がサポートの欠如

表４「脳損傷という出来事」への主観的認識各項目別回答

項目

①本人が障害をもつことになる原因を作った事故や事件の
相手側（加害者）のことは今でも許せない

②事故や病気の責任は私にはないと分かっているが、それでも
「あの時、もし～していれば」と後悔することが今でもある

③入院中に医療者（医師や看護師，施設職員）から受けた
差別的な態度は今でも許せない

④本人の事故や発病後、親戚や親族はいろいろなことを
言ってきたが、結局、肝心な所では役に立たない

⑤障害者になった本人を受け入れないといけないと思うが、
どうしても事故・発病前の姿にこだわってしまう

⑥正直言って、障害をもった本人の姿を他人に見られるのは
つらいことだ

⑦医療者はこれ以上回復は望めないというが、何年経っても
あきらめずリハビリに取り組む姿勢が大事だ

上段度数下段は％（欠損値は除外）

－１６－

強くそうそう思うそうは思
思うわない

５０

(54.9％）

５３

(449％）

４５

(40.5％）

３９

(34.5％）

５０

(41.3％）

２９

(242％）

７３

(61.3％）

２６

(28.6％）

４９

(41.5％）

２９

(26.1％）

３２

(28.3％）

４９

(40.5％）

４３

(35.8％）

４０

(33.6％）

１５

(16.5％）

１６

(13.6％）

３７

(33.3％）

４１

(37.2％）

２２

(18.2％）

４８

(40.0％）

６

(5.0％）



医療社会福祉研究Vol､１３．Ｖo1.14．Vol､１５２００７．３

表５主観的認識と各尺度との関連（一元配置の分散分析）

項目

①受傷・発病の原因を作った
加害者のことが許せない

②今でも「あの時、もし～して
いれば」と後悔することがある

③医療者から受けた差別的な態度
は許せない

④親戚や親族は肝心な時には
役に立たない

⑤事故・発病前の「元気な時」の
本人の姿にこだわってしまう

⑥障害をもった本人への他人
の視線が気になる

⑦医療者が何と言おうとリハビリに
取り組む姿が大事

IEＳＲ

得点
多重
比較

F=2.82↑
自由度（2.81）
（１）44.40
(2)31.26、.ｓ

(3)36.31

F=5.39.・

自由度（2.105）

&)鍔：］
(3)２８．１３ ］
F=2.84↑
自由度（2,98）
(1)４３２１
(2)37.89、.ｓ

(3)30.75

Ｆ＝8.72…

自由度（2.103）

&)鍵］
(3)34.49

Ｆ=9.93…

自由度（2,108）

&)雛］
(3)25.90

Ｆ＝10.56…

自由度（2,107）

&)鍬］
(3)３０．１６

Ｆ=0.316、.ｓ

自由度（2.107）
（１）３８２３

(2)35.24、.ｓ
(3)32.83

］

］

］

GHQ-l2

得点
多重
比較

F=2.83↑

自由度（2,83）
(1)22.29

(2)19.09、.ｓ

(3)１７．７１

Ｆ＝3.67．

自由度（２，１１１）
（１）22.41
(2)１９．１３ｎｓ

(3)18.07

F=297↑

自由度（2,103）
（１）21.75

(2)22.04、.ｓ

(3)18.26

Ｆ＝12.45…

自由度（2.106）

鵬器］
(3)19.15 ］
Ｆ＝10.28…

自由度（2,113）

窃謡］
(3)16.18

Ｆ＝5.87..．

自由度（2,112）

脆霊］
(3)18.70

Ｆ=0.186、.ｓ

自由度（2,112）
(1)20.63
(2)19.73、.ｓ
(3)20.17

］

］

J-ZBL8

得点
多重
比較

F=2.62↑

自由度（2,82）
（１）17.56

(2)14.13ｎｓ
(3)１１．９２

Ｆ＝3.97寧

自由度（2,107）

&｝脇］
(3)13.93

Ｆ＝5.77蓮・

自由度（2,101）

蝿]卿。
Ｆ＝6.95.車

自由度（2.104）

&｝}謡］
(3)１３．１８ ］
Ｆ＝16.68…

自由度（2.110）

鯉差］］
Ｆ＝9.89…

自由度（2.109）

鵬器］
(3)11.89 ］
Ｆ=0.173、.ｓ

自由度（2,109）
（１）15.56

(2)14.92、.ｓ
(3)17.17

（１）強くそう思う（２）そう思う（３）そう思わない↑ｐ<0.1..p<0.05,..p<0.01.…p<0.001
多重比較は分散が等しい場合はscheffeの検定、等しくない場合はDunnetのＴ３検定を行った

に反応している（いわゆる大きなお世話か，全く

関わらないかのいずれか）ため，こうした得点分

布になったのだと考えられる。

5．主観的認識と各尺度との関連（表5）

分析の結果，「⑦回復への望み」を除いて，全

ての項目が各尺度と有意（P.<0.05）な関連，も

しくは有意傾向（p､<0.1）を示した。この結果は，

先に紹介したガン患者や臓器移植レシピエント等
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家族のストレス症状に関わる研究と一致すること

となり，他の傷病患者家族と同様，脳損傷者家族

の場合においても，受傷・発病からその後の治療

期に至る経過の中で体験が，その後に精神的ダ

メージを負わせるインパクトをもっていることを

示している。「親戚・親族との関わり」が全ての

尺度と関連をみせたが，これは「肝心な時には役

に立たない」という質問文を設定したため，こう

した近親者をネガティブな存在として捉えたがた

め,このような回答傾向が出たものと考えられる。

つまり，脳損傷者家族の場合は通常，ソーシャル

サポートはストレスの緩衝因子であることが知ら

れているが271281,脳損傷者家族は受傷・発病をめ

ぐって家族の機能不全を起こす場合がある29)30'こ

とを考慮すると，サポートがポジティブに働かな

ければ，近親者の存在もかえって家族のストレス

を高めることがこの結果からうかがえる。また

｢以前の姿へのこだわり」「周囲の視線気になる」

も同様に全ての尺度と関連を示し，本人の障害を

どう受け止めるかということについて，家族は大

きな葛藤を抱えていることがうかがえる結果と

なった。しかし一方で「回復への望み」がどの尺

度とも関連を示さなかったが，これは治療過程で

家族がこうした気持ちをもったとしても，それが

必ずしも家族のストレスの一因になるわけではな

いことを示していると考えられる。

Ｖ，まとめ

脳損傷者への援助プロセスがスタートするにあ

たって，一番身近な支え手である家族の精神的安

定は欠かせない要素である。特に，高次脳機能障

害が主たる障害である場合，家族の本人への対応

の仕方が極めて重要なキーポイントとなるが，そ

うしたステージに至る段階以前で，多くの家族が

精神的ストレスのためにそれどころではない，と

いう例も少なくない。しかしながら，そうしたス

トレスはこれまで多く「本人の行動障害によって

もたらされる心因反応」という捉え方をされ，ま

たそうした範鴎に入らないと思われるものは，例

えば「障害受容」というタームの中で捉えられる

傾向があった3'１。もちろん，本研究の結果もそう

した側面を支持しているが,それのみに止まらず，

事故直後の急性期医療において経験する出来事

が，その後長い期間にわたって家族の精神的スト

レスをもたらす可能性があることを明らかにした

点で，本研究の意義は大きいと言える。その意味

で，急性期医療における医療職の関わりは極めて

重要であるが，この点に関しては，例えば小児ガ

ン患児の家族が抱く急性心的外傷反応への介入の

例で，多職種による取り組みが有効であることが

確認されている321型)。ただ，同様の取り組みを，

多発する交通事故治療の現場で行うことは難し

く，どうしても事後の対応を余儀なくされること

になる。また，同じく家族が抱えるその他の多次

元的課題（裁判や補償問題，職場復帰，復学への
いち いも

対応等）の全てに一機関，一ソーシャルワーカー

だけの取り組みだけでは限界があるのは言うまで

もない。このような保健福祉の枠を越える脳損傷

者とその家族の籍籍する問題に対応するために

は，例えば仙台での取り組みのように鋼'，各職種

が横断的に糾合することが可能な支援組織が，地

域に存在することが望ましい。こうした支援組織

はまだ全国に数少ないが，こうした組織の設立，

及びその運営支援に，医療ソーシャルワーカーの

積極的な関与が期待されるところである。
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Relationbetweensubjectiverecognitionoffamibto"Braindamage”
asatraumaticeventandtheirstress．

AkimAkam2ts皿

ShuchiinUniversity,随cultyofBuddhism

ThepuIposeofthisstudytorevealrelationbetweensubjectiverecognitionoffamilyto"Braindam

age"asatmumaticeventandtheirstress・Allsampleswasaconvenientsample,andconsistedofcareglvb

er，sassociations､T11eresearchdesignwasacrossFsectionalsurveywithselfadministeredquestionnaire・

Thequestionnaireincludedasetofitemsthatassessedbasicdemographicsofcaretakems,(individualswith

hPaumaticbmininjury)andcareglvers,behavioralandcognitiveimpairmentsofcaretakers,andImpactof

EventScale-Revised(IESR),GHQ-12,andZaritBurdenlnterview(JapaneseShortVersion)ofcaretakers・

Thenndingssuggestedthatposttraumaticsymptomdevelopedwidelyinfamiliesandotherscalesshows

highscore､Moreover,family，ssubjectiverecognitiontoshowtherelationinthesescales・Thepractical

implicationisshouldtakeaccounttosubjectiverecognitionoffamilyto"Braindamage"asatraumatic

eventaswellasbehavioralimpalrmentofcaretakersfOrimproveiamily，sstress．
●
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１－１

長期療養中の人エ呼吸器装着者に対するソーシャルワーク実践の一考察

一茨城県内人エ呼吸器装着者受け入れ医療機関調査を通して－

水戸医療センター新保祐光

１．はじめに

ALS患者の深刻な問題の一つに人工呼吸器装着者を受け入れる医療機関が少な

いことが指摘されている。そして、医療・福祉体制の乏しさのために本人が生き

ることをあきらめたり、または家族が犠牲となっていると述べられている。

論者の実践のなかでも、利用者とそれぞれの家族が介護というバイアスを通した

家族関係のなかで､個々の自己実現を達成するのに遠慮しているように感じる場

面が多い。そしてそのような場面に遭遇すると、必要時の入院やレスパイトケア

の必要性を強く感じ、医療福祉体制の乏しさを再確認する。

ソーシャルワーカーは、人と環境の交互作用過程に関心を持ち、利用者本人に

はもちろんのこと環境にも働きかける専門職である。福祉サービス利用者の現在

の環境条件が利用者にとって主体的な生活を阻害していると感じる場合､社会的

条件や困難の解決のため知識や技術を駆使する責務がある。

本調査では､医療機関の人工呼吸器装着者の受け入れ状況という環境条件を医

療機関に対する質問紙調査という方法で評価し､今後の人工呼吸器装着者の長期

療養過程におけるソーシャルワーク実践の一方策を検討していく。

２．調査の概要

（１）対象

茨城県内の小児科、産婦人科、および精神科の専門病院、社会福祉関連法に

よる措置施設を除く有床病院１６０施設。医療施設政策研究会編『病院要覧

2003-2004年度版』医学書院、2003、pp61-68より抽出。

なお、対象の選定にあたっては、都道府県が実施主体として重症難病患者入

院施設確保事業行政などを行うことが難病特別対策推進事業に明記されてい

るため行政単位としての県を選択した。上記に規定した専門病院を除いて、病

床数や機能などを考慮せず全数調査を意図し全ての病院に調査票を送った。

（２）方法

ＦＡＸによる質問紙調査（平成16年３月実施)。

対象の欄で規定した県内の医療機関に対する全数調査

（160機関中６５機関回答、回答率40.6％)。
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３．結果

条件なしで受け入れる医療機関は県内全域で４医療機関しかなく、調査対象と

した医療機関全体からみるとわずか2.5％である｡全二次医療圏の数(１０医療圏）

の半数にも満たず、十分な数と接近性が保証されているとは言い難い。

条件付きで可能と回答した医療機関は２４医療機関であった。調査対象医療機

関全体からみた割合も１５％と､条件付きであればある程度受け入れる可能性があ

ることが分かったがやはりその割合は低い。二次医療圏での分布状況は回答のな

かったＥ医療圏と母数の少ないＩ医療圏以外に分布しており、条件付きであれば

少数であるがほとんどの生活圏に受け入れる医療機関があることが分かった。

条件の内容は、ほとんどが（２医療機関以外）入院期間か差額ベッド代のどち

らか（差額ベッドのみ７医療機関、期間のみ７医療機関）または両方（８医療機

関）をあげた。長期で入院するためには差額ベッド代が必要となり、反対に差額

ベッド代がない場合は入院期間の条件が付くということになる。またその条件の

内容も厳しく、差額ベッド代に関してはほとんどが１日３千円以上であり、国民

年金のみの場合には、一級でも年金収入のみでは利用できないことが分かった。

不可能､専門外と回答した医療機関は回答数の56.9％と６割近くを占めた。回

答のない医療期間をくわえるとこの割合はもっと高くなると考えられる。

４．まとめ

無条件で人工呼吸器装着者を受け入れる医療機関は非常に少ない。しかし条件

付きならば受け入れが可能な医療機関は二次医療圏ごとに分布している。つま

り、受け入れる能力と意志のある医療機関は各地域に存在しているといえる。し

かしながら、入院期間と差額ベッド代という条件が利用者にとって阻害要因とな

り、人工呼吸器装着者と医療機関の間に深い溝が出来ている状況である。この結

果から、以下の点が今後のソーシャルワーク実践の方向性として考えられる。

①利用者にとって医療機関を利用するのに阻害要因となっている入院期間や

差額ベッド代などの受け入れ条件がなぜ必要とされるのか､社会保障という視点

から診療報酬制度、病院の機能分化、障害者対策、難病対策などの医療機関を取

り巻くシステムの相互関連性を総体的に検討すること。

②長期目標として①があるが､現実の事例に対しても利用者にニーズがあり受

け入れ医療機関もある程度はあることが分かったので､利用者と医療機関のお

互いの意志がなるべく近づくようお互いの条件について､利用者の立場からソー

シャルワーカーが仲介し、医療機関と利用者のつなぎ役となること。
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１－２

亜急性期病棟担当ＳＷ業務を始めて

伊勢原協同病院医療相談室

川崎弘子

（はじめに）

当院では､2004.7.1より３６床の亜急性期病棟がスタートした｡正確には、

亜急性期入院医療管理料を算定する病室は､①急性期治療を経過した患者､②

在宅･介護施設等からの患者であって症状の急性憎悪した患者等にたいして、

在宅復帰支援機能を有し､効率的かつ密度の高い医療を提供する病室である。

これは､病室単位で届出可能である。

特徴としては､退院患者の転帰先が、在宅等(介護老人保健施設、介護老人

福祉施設などを含む)６割、転院先４割の比率をキープする必要があり、３ケ

月ごとに確認するシステムである。また亜急性期入院医療管理料は、１日

2.050点であり回復期リハビリテーション病棟よりも高く設定されている。

その管理料は、９０日を限度にとることができる。在宅復帰支援担当者が１名

必要であり､職種は問わないとなっているが、在宅支援に精通しているもの、

看護師の場合は､看護業務との兼務はできないとしている。

(亜急性期病棟を始めた理由）

当院として､亜急性期病棟をスタートするいきさつとしては､一般病棟が急

性期加算を取得し平均在院日数１７日以下の為､平均在院日数短縮を図り､そ

のため患者､家族のニーズにこたえられなくなってきているため､整形外科の

医師､リハビリスタッフを中心に回復期リハビリテーション病棟も検討した。

一般病棟より亜急性期病棟へ転棟し、主治医を変更せずにリハビリテーショ

ンを継続し、在宅へ向かって準備を行なう目的でスタートした。

また、大学病院等にすでに導入されているＤＰＣが、平成１８年から段階的

に一般病院にも導入されてくる。そのため慢性疾患を抱える高齢者が多数、

地域より入院してくる当院では、平均在院日数に影響されない亜急性期病棟

が必要となった。

(在宅復帰支援担当者の役割）

当院の場合、在職１０年目のＳＷが１名対応している。

在宅に復帰する為に９０日を限度に退院援助を行なう｡他の病棟より移ってか
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らそこからスタートするため､一般病棟(当院平均在院日数１５日)から在宅へ

復帰する為、ケアマネージャー、訪問看護ステーション、行政との調整をじ

っくり行なえる時間的メリットはある。

（分析）

2004年７月１日から８月３１日までの亜急性期病棟の入院患者は述べ88名

(整形外科６３名、内科２３名、外科２名)、退院ケースの転帰先として(図１)、

整形外科は、退院患者の３９名中３４名（87％）が在宅へ、３９名中４名（１０％）

が病院、３９名中４名（10％）が施設へ、内科は退院患者１２名中４名（34％）

が在宅、１２名中６名（50％）は病院、１２名中２名（１６％）施設へ転帰してい

る。

まだ始まって２ケ月だが､９０日の猶予の中で転帰先の変更について相談が

増加している。

転帰先の決定は、急性期病棟のソーシャルワーカーからの申し送りから変

化することも多く、調整に難航している。家族の在宅への不安が強く、病状

の変化が予想される高齢者（特に内科疾患）の介護老人保健施設、療養型病

院への転院が、病状の問題で難しい傾向が見られる。療養型の支払いが経済

的に困難な家族も多く、在宅の選択肢しかないケースが増えている。

（まとめ）

ＤＰＣが推し進められる中で、今後、亜急性期病床でソーシャルワーカー

が在宅復帰支援をする意味、患者のニーズをどれだけ反映できるかを示して

いきたい。

|鰯騨■１，卿■ 弓, ＝ｮ －'

外科
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１－３

救急医療への取り組み

－退院援助とNarratjveAppmach-

社会保険小倉記念病院

医療ソーシャルワーカー

医療相談室

林 利 津 子

１，はじめに

入院期間の短縮化に伴い、ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）への役割期待とし

て“退院促進''がある。MSWの役割とは何か私が援助している中から脳神経外科

領域について考えたい。

２，組織における課題

【組織とＭＳＷ】当院は650床を有する急性期病院である。急性期病院の課題

として、①平均在院日数の短縮化､②紹介・逆紹介率の上昇が求められるためリ

ハビリテーションや長期療養の必要な脳神経外科領域においては病々連携が重

要となる。退院（卿完）は患者・家族にとって入院以上に脅威や不安を感じさせ

る場合もあり、MSWは単に“退院促進，，という事でなく、治療や看護の継続、入

院によって生じた新たな心理社会的ニーズへ注意を注ぐ必要がある。

３，脳神経外科領域での援助

【当院脳神経外科の特徴】医師６人、定床数48床、救急病棟やハイケア病棟

への入院も多く、常時60床前後、平均在院日数は２０日前後、１ケ月の新規入院

は約90名である。施設の特徴として脳血管障害患者が多く、外科的治療の約1／

３が緊急手術、１/３が脳動脈癌のコイル塞栓や脳主幹動脈狭窄．閉塞に対する血

栓溶解療法やステント留置術である。【脳神経外科におけるMSW関与のシステム】

脳神経外科は入院患者をファイルメーカーで管理しており、これと連動したリス

トを作製して入院患者を把握している。MSWが週１回のカンファレンスおよび回

診に同行して患者の状態を確認し、医師からの依頼ではなく、MSWの判断で優先

度を考え、リスクファクターのある患者に早期に介入ですることができる｡また、

救急搬送患者は、前日の救急搬送患者をチェックしているので、把握は可能であ

る。【NarrativeApproach】脳神経外科入院患者のうちＭＳＷの介入患者は約２２

名。そのうち救急搬送患者は約12名である｡MSW介入の最も重要な役割は病を受

けての患者・家族の不安や心配の軽減であり、重症例においては病後の家族生活

の変化に対する対応が含まれる。MSWは家族の抱える、医療に関する不安（医師

の説明に対する理解不足)、後遺症や経済問題に伴う家庭環境の変化などについ
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てともに考えていく存在であることを説明する。これまでの経験から救急搬送患

者の中に重症例が多く、早めの係わり合いが必要なように思われる。ＭＳＷには

患者の病状、ニーズ、患者・家族の社会的条件を十分に把握し、今後必要となる

制度の随時の説明をおこなうとともに、その家族の新たなNarrative（物語）を

作るために何が必要で、どういう方向があるか、それぞれのケースに応じて考え

ていくことが求められる。【退院促進】このようなＭＳＷの介入の最も大切な目的

とともに急性期病院として在院日数短縮も重要な指名である。早期転院、退院が

回復期医療や社会復帰において重要であることを面談に織り込むとともに､連携

先の病院からの回診も仰ぎ、病々連携の促進を図っている。

４．まとめ

患者と組織の両方に有用なMSWであるためには、MSWの役割は心理。社会的ニ

ーズに対する援助をする存在であるという意識が大切である。救急搬送患者の多

い脳神経外科チームの一員として､患者･家族を医師とは違う立場で支えながら、

退院援助を進めていかなければならない。そのためには、ＭＳＷはNarrative

Approachのできる有能なコーディネーターであることが必要である。また、もつ

と、より多くの援助を必要としている患者･家族に出会うことやMSWの存在を知

らせていくことも必要であり、さらにはMSWの増員を組織に要望していくことも

重要となる。
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１－４

子育ての一選択肢としての『特別養子縁組｣を知っていますか？

○関東労災病院産婦人科星野寛美

わ
Ｎ ＰＯ 法人 環の 会横 田和 子

１．はじめに

特定非営利活動法人環の会では､妊娠･出産･育児に悩む方々を対象として、

各種相談に応じ、必要な場合には、特別養子縁組による養子縁組の仲介も行って

いる。

特別養子縁組制度は、昭和63年に制定されたにも関わらず、１６年もの年月を

経た現在においても、その縁組数は伸びておらず、この制度自体についての情報

が十分に日本国内に流布されていない状態にある。

不妊治療の現場にあっては、不妊治療の技術の改善、妊娠率の向上に熱心であ

り、また少子高齢化が進む中で不妊治療に公的補助を行おうという政治的な動き

もある。しかし、実際には不妊治療の結果の妊娠率は３割程度を上回ることがで

きず､７割の夫婦は児を得ないままに､不妊治療を終了しているのが現実である。

このような状況の中、不妊治療に携わる医療スタッフが子育ての一選択肢として

｢特別養子縁組｣があることを充分に理解し、不妊治療を受けようとする、あるい

は受けている夫婦に対して、「養子｣についての情報を提供することが必要かつ適

切であるものと考えられる。

このような観点から、特別養子縁組についての解説も加えながら、環の会を通

じて、昨年末までに育て親の家庭に｢養子｣として迎えられた152人の子ども達の

ケースについて、報告する。

２．特別養子縁組とは何か？

現在、日本国内での養子縁組には、「普通養子縁組｣と｢特別養子縁組｣の二つが

ある。明治３１年より施行されているのが、「普通養子縁組｣で、旧来｢養子｣とい

うと、これを指していた。すなわち、日本で「養子」が暗いイメージと共に捉え

られるようになった元凶と言ってもいいかもしれない｡お涙頂戴物のテレビ番組

で取り上げられるような｢養子｣とも言える。個々のケースにより、事情はさまざ

まであるが、「家の存続のため｣といった目的で行われる場合が多い。

それに比べ、「特別養子縁組｣は、昭和６３年に施行されたものであり、飽くま

で｢子どもの福祉のため｣のものである。すなわち、子どもの立場を中心に据えて
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の養子縁組であり、戸籍の記載も｢養子｣ではなく、「長男」「長女｣等、実子と同

様の記載がなされ、社会的不利益を蒙ることがないよう、配慮されている。

１．環の会の相談システム

３．１産みの親の側の相談：予期しなかった妊娠で悩んでいる妊婦、あるいは出

産後に子どもの養子縁組が整わずに悩んでいる女性が、当会に相談してきた場合

には、本人が、今どのような状況にあり、本人が何を望んでいるのかを非指示的

カウンセリングによって明らかにしていく。その結果、養子以外に方法がない、

とクライエントが判断した場合のみ、養子縁組の仲介を行う。

３．２育て親側の手続き・システム：当会では、育て親になることを希望する夫

婦を広く募り、まず、当会の説明会に参加して頂き、当会の養子縁組の趣旨につ

いて確認している。育て親の条件は、経済状態等よりも、養子となる子ども自身

の存在を、どれだけ尊重できるか、にかかっている。その点を、面接、研修の中

で確認した後、育て親候補として待機することとなる。

３．３子どもが育て親家庭に迎えられるまで:産みの親の意向を汲み取りながら、

子どもの育て親として適切と考えられる夫婦が選定できた時点で､相互の意向を

確認し、２泊３日程度の子育て研修を経た後、育て親の家庭に、子どもが迎えら

れる。

３．４育て親家庭の｢子ども｣になってから：数ヶ月間、親子関係が順調にいって

いることを確認した後、特別養子縁組の申し立てを家庭裁判所に行うサポートを

する。審判が下り、確定し、戸籍に｢実子｣として入籍が確認された後も、育て親

相互の連携を中心としたフォローアップを行い、子育てのサポート等を行う。

４．環の会を通じて育て親家庭に迎えられた152人の子ども達

４．１産みの親の状態：産みの親(母親)の年齢は、１１歳から４９歳で、平均23.0

歳であった。相談の時期は、妊娠中が９２件(60.9％)、分娩当日から１週間以内

が２９件(19.2％)であった。養子縁組を希望した理由は、家庭環境を挙げたケー

スが73件(48.3％)で最も多かった。

４．２育て親の状態：子どもを迎えた時の、育て親の平均年齢は、夫が３６．３歳、

妻が34.2歳であった。育て親となっている102組の夫婦の内、８２組(80.4％)は

不妊症であった。

４.３子ども達のその後の経過：152人の子ども達の内、146人(96.1％)は、特別

養子縁組が成立している。
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子育て支援についての一考察

～子育て実態調査より～

大阪人間科学大学

大野まどか

[研究目的］

近年､子育てをめぐる状況はめまぐるしく変化している。出生率の低下に伴

う少子化の進行、児童や家庭を巡る環境の変化等に伴い、「重点的に推進すべ

き少子化対策の具体的実施計画について（新エンゼルプラン)｣、「次世代育成

支援対策推進法」などの子育て支援策を推進してきている。一方、児童虐待も

深刻な社会問題となっており、全国の児童相談所において対応した虐待相談処

理件数は、急増している。本報告は、「児童虐待発生要因の解明と児童虐待へ

の地域における予防的支援方法の研究」の一環として、「大阪レポート」（大阪

府Ｚ市での１９８０年生まれの子どもを対象としたProspective調査）をもとに

子育て実態調査を実施し、この２３年間の子育て現場の変化と子育て中の親の

悩みやニーズを性格に把握することを目的とした。また、今後の課題として、

医療機関での援助のあたるソーシャルワーカーが､虐待を含む子育てに関わる

援助についてどのような働きかけが出来るのかを探っていく。

[研究方法］

調査対象地域は兵庫県Ｈ市。乳幼児健診の機会を利用し、４ケ月児。１０ヶ

月児・１歳６ケ月児・３歳児の保護者を対象に、2003年１～３月にアンケート

調査を実施した（回答者の９９％母親)。この調査報告を「兵庫レポート」と呼

ぶことにする。４ケ月児と１０ケ月児については郵送にて回収、１歳６ケ月児。

３歳児は保健所にて健診時に回収した。調査項目は、発達程度、親子関係等に

ついて､大阪レポートにて意味のある結果が得られたほとんどすべての質問項

目と児童虐待に関する項目も加えた。
図１自分の子どもが生まれるまで

に､食ぺさせたり､おむつをかえたり

した経験はありましたかｒ＝＝－－主ユーー司

［調査結果］

①乳幼児に接した体験のないまま

に親になる。「あなたは自分の子ど

もが生まれるまでに、他の小さな

子どもさに食べさせたり、おむつ

をかえたりした経験はありました

巨亜垂

2003年兵庫

1980年大阪

１－５

一
一
■

ー－ー
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か」という質問結果は、「まったない」という親は1980年の４１％から２００３

年には５６％と増加。逆に「よくあった」という親は２２％から１６％へと減

少している。育児経験のないままに親になる親が増加している。少している。育児経験のないままに

②母親の孤立化。

乳幼児を知らないままに親になっ

た母親にとって、子育てについて

日常的に話し合える子育ての仲間

の有無は、精神的安定に大きな影

響を及ぼし、それは、子どもへの

関わり方への影響も大きいと考え

られる。

③母親たちは、子育てをプラスに受Ｉ

④一方､子育ての不安感も大きく、子

⑤親子関係の変化。。「期待「と「干

近所にふだん轡唾醸1-をしたり.赤ちや八匁､麓しをしたりする
人はいますか

１■単

4ヶ月

１座単

4ヶ月

ロ歓名■1～2名■いないロ不明

母親たちは、子育てをプラスに受け止めようとしている。

一方､子育ての不安感も大きく、子育ての｢イライラ感｣も増加している。

親子関係の変化。。「期待「と「干渉」

[考察］

現代の親を取り巻く状況はますます､子育てに困難を感じさせるものとなっ

ている。児童虐待問題の顕在化に伴い、医療機関においても、ソーシャルワー

カーを含む虐待に対する医療チーム作りが進んでいる。しかし、ソーシャルワ

ーカーとして、深刻な虐待ケースへの取り組みだけでなく、虐待問題の発生の

防止と早期対応が重要である事は言うまでもない。他機関からの連絡、医師等

からの援助依頼のあったケースに限らず､子育ての困難さに起因する潜在して

いる諸問題に､予防的にソーシャルワーカーがどのように関わる事が出来るの

だろうか。子どもを抱えているクライエントとの相談援助の中で、子どもをか

わいいと思う感情と共に戸惑いや不安を感じている親に対し､その困難さをい

かに共感し、支えられるか、今後の医療ソーシャルワーカーにとっての新たな

課題とも言える。

（その他詳しい資料は当日配布する｡）

註）本研究の一部は平成１４年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭綜合

研究事業）「児童虐待発生要因の解明と児童虐待への地域における予防的支援

方法の開発に関する研究」（主任研究者服部祥子・分担研究者原田正文）

の一部をまとめたものである。
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２－１

がん専門病院における医療連携
～臓器別分類の試み～

国立がんセンター中央病院医療連携室併設患者・家族相談室

ソーシャルワーカー○横川めぐみ

大 松 重 宏

１．はじめに

特定機能病院として積極的ながん治療を行っている当院には、全国から

治療を希望する患者が来院する。当室では医師や患者・家族から継続医療

についての相談を依頼されることが多い。こうした相談を受ける際、緩和

ケア病棟や療養型病床、リハビリテーション機能を持たない当院では、地

域の医療機関との連携が不可欠となっている。今回の発表では臓器別に求

められる継続医療と、課題について考えてみたい。

２．当室における相談援助の内容：診療科の特徴に合わせた援助

当室では医師からの依頼を受け、継続医療に関する患者・家族の相談援

助や情報提供を行っている。

依頼は外科系より内科系の診

療科からが多い。件数が多いの

は消化管内科、呼吸器内科、肝

胆陣内科、呼吸器内科、乳腺内

科である（図１)。

当室で受ける継続医療の依頼

の約６割は緩和ケア・ホスピス

１

診療科別依頼件数【図１】

％

■呼吸器内科

口肝胆豚内科

ロ乳腺内科

回患者･家族

口頭頚科

箇脳外科

目その他

に対するものである。診療科によっては該当する診療科に移ってから緩和

ケア・ホスピスの依頼までの日数に差が見られる。また緩和ケア・ホスピ

ス以外に求められる内容にも特色がみられる。理由としては、診療科によ

る方針の違いも影響するが､疾病ごとの特徴が異なるためであるといえる。

例えば、当院消化管内科からは、がん治療以外の目的での継続医療の依

頼が多い。これは、がん治療自体はまだ当院で行う予定だが食事摂取等の

関係で、補液を目的にかかれる地域の医療機関を早急に探して欲しいとい

うケースが多いことが考えられる。
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また、呼吸器内科では緊急時の対応先が求められることが多い。がんの

初期治療とセカンドラインの抗がん剤治療との区切りがつきやすい呼吸器

科では、初期治療後は緊急時の対応先とセカンドラインを依頼できる病院

を探して欲しいという依頼が多くみられるためであると考えられる(表１)。

診療科別依頼内容【表１】

消化管内科 肝胆豚内科 呼吸器内科 乳腺内科 脳外科

緩和ケア・ホスピス 1７４ 136 1０７ 113 ０

(62.8％） (75.1％） (54.9％） (76.9％） (0.0％）

往診医 2６ ８ ６ 1７ １

訪問看護ｽﾃー ｼｮﾝ (9.4％） (4.4％） (3.1％） (11.6％） (5.9％）

緊急時対応先 4２ 1６ 6１ ３ ９

(15.2％） (8.8％） (31.3％） (2.0％） (52.9％）

リハビリ・療養 ３ １ ３ ５ ７

(1.0％） (0.6％） (1.5％） (3.4％） (41.2％）

がん治療以外 3２ 2０ 1８ ９ ０

(11.6％） (11.1％） (9.2％） (6.1％） (0.0％）

合計 277 1８１ 195 147 1７

(100.0％） (100.0％） (100.0％） (100.0％） (100.0％）

また、疾病によっては継続医療に関する依頼目的のほか、生活課題に顕

著に特徴が現れる場合もある。例えば、乳腺内科や脳外科の患者の場合、

骨転移や脳へ与える影響によって､ＡＤＬの低下が見られることも多い。身

体障害者手帳や介護保険といった社会保障に関する情報提供や相談も多く

求められる。また、乳腺内科であれば女性の患者が多く、妻や母、主婦と

いう役割を担っていることもある。そうした役割に応じて生じる心理・社

会的課題も特有のものがある。継続医療の課題、心理・社会的課題につい

てアセスメントを行う際には疾病による特徴を考慮し、予測していくこと

も大切なのではないだろうか。

３．今後の課題

患者・家族のニーズは多様化しており、当室でも医療機関についての情

報を効率良くまとめながら、相談援助をする際のデータを蓄積させていき

たい。

同時に、患者・家族の役割に応じた生活課題に関する相談援助の際は、

情報提供を行うだけではなく、患者・家族の持てる力を引き出せるような

援助を心掛けるとともに、ソーシャルワーク技術の向上が常に課題となる

だろう。
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大学病院における高齢者早期退院の阻害要因に関する研究１

－全大学病院アンケート調査による地域比較一

東京医科歯科大学医学部付属病院医療福祉支援センター

○金子美智子、佐原まち子、神原奈緒美、米川亜希

１．はじめに

大学病院をはじめとした特定機能病院には高度専門的な医療を提供する社会

的役割がある。しかし、治療終了後も家庭の事情や地域の医療事情などで治療計

画期間内に退院できない患者の数は少なくない｡退院後の医療および介護が効果

的に継続して提供されることは患者の療養生活には必要であり、そのための退院

支援は必要不可欠と考える。私達は昨年度、当院老年病内科との共同研究「厚生

労働省研究費補助金（長寿医療研究）高齢者の退院支援の標準化に関する研究」

で全大学病院を対象とした退院支援の現状に関するアンケート調査を実施した。

今回､そのアンケートの中から特定機能病院における高齢入院患者の早期退院を

阻害している要因について地域比較し検討を行ったので報告とする。

２．研究方法

全大学病院（125ケ所、羊土社発行の医育機関名簿に掲載されている病院）を

対象とし退院支援にかかわる部門に､郵送による自記式調査でアンケート調査を

実施した。アンケート調査票は平成１６年１月２８日発送し３月２５日を最終回答

期日とした。

アンケートでは高齢者の早期退院を阻害していると考えられる５つの領域から、

家族関係(5)、心理的側面(4)、環境(8)、医療処置(14)、身体状況(3)の合計３４

項目について該当する指標ｌから５を選択し○をつけ数値化し集計を行った。

３．アンケートの内容

別紙資料のとおりである。（資料１）

４．結果

平成16年３月２５日までに到着した回答について集計を行った。

回収率は73.6%(92件／125件)で、有効回答率73.6％であった。

回答者の職種は複数職種で分担回答した病院もあり、ソーシャルワーカー54名、

看護師23名、医師４名、事務21名であった。ソーシャルワーカーの採用人数を

みると154名であり、私立大学病院が国公立大学病院を上回っている。地域別で
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は私立大学病院が集中している関東地域が採用人数全体の64.3％を占めていた。

退院を阻害している要因の各領域の地域比較とそれぞれの質問項目の比較を

行うと、その地域の特徴がある程度みえてきた。家族の領域では全国的に高い数

値を示し早期退院の阻害要因となっていると考えられる。心理的側面、身体状況

は全国的に同じような傾向であった。しかし、医療処置と環境の２領域では大き

な地域差がみられた。医療処置の関東の値は他の地域と比べとびぬけて高く早期

退院に大きな影響を与えていることがわかった。北海道・東北では２領域とも低

い値であり、九州・沖縄では環境の値が一番低くなっている。

細かく質問項目でみると、医療処置では「人工呼吸器」「頻回な吸引」が全国的

に高い値であり、「気管切開」「MRSAなどの感染症」も北海道・東北を除く地域で

阻害要因となっている。「輸血」については中部地域の値が他地域よりも低くな

っている。環境領域では「長期入院可能な病院が少ない」「自宅近くに施設や病

院がない〕など患者や家族の療養ニーズにあわないことが治療期間内の退院を阻

害している要因として全国的に高い値を示している。また北海道・東北を除く地

域では｢受け入れ先の待機期間が長い｣ことも早期退院の阻害要因となっている。

受け入れ先の「入院費用が高い」という点では関東が飛びぬけており大きな阻害

要因といえる。

５．考察

今回の結果から早期退院の阻害要因は地域差があるとは言い切れないが､地域

の特徴はみえてきた｡今後さらに他のデータもあわせ検討していくことでその地

域差を明らかにしていきたい。
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２－３

ニーズに対応するための

新たなソーシャルワーク･サービスの方法の考察

一情報提供のあり方一

兵庫医科大学杉村ともこ

１，はじめに

これまでのソーシャルワーカー（以下ＳＷ）としての経験と、１５年間の

患者としての経験を通して、利用者とその家族の視点から、今、何が患者に

起こっているか、何が患者をサービスから隔てているか、これらの患者の現

状に対して効率的援助ができる新たなサービスのあり方､特に情報提供につ

いて考察する。また、今後必要な取り組みについても述べる。

２，変わりつつある患者（考察の背景）

この１５年間は、ＩＴ技術の進歩によって、未だかつてないスピードで患者

をとりまく医療の環境が激変しつつある。“患者が主役'，時代の到来を迎え

て、病院、医療サービス、医療従事者は眼にみえて変わり、医療情報も飛躍

的に増加するなど、様々な変化が起こっているが、その中でも患者自身が１

番大きく変貌してきている。患者にとっては医療技術が進み､治療の選択肢

が増え喜ばしい一方、複雑化する選択肢の中で、医療の自己責任を促される

など、新しい概念が急速に臨床の場に導入され、好むと好まざるにかかわら

ず、患者自らも“変わらざるをえない,'厳しい現実にも直面している。

このような状況下では、これまで以上に患者のニーズは増加し、より多様

なサポートが必要になっている可能性があり、従来のサービス提供の仕方だ

けでは変貌しつつある患者ニーズに対応していくには限界があり、新たな

時代に促した速効性のあるサービスのあり方が求められる。

３，患者からのアクセスを隔てている要因

あらためて患者の立場で“ソーシャルワーク･サービスの利用”を考えると、

医療従事者から指示されて訪れる患者を除いては、自らサービスにアクセス

することは“思いつかない”“むずかしい”ことが多い。その主な要因は、

患者は①自分の“困っていること，'を言語化できていないので、人に伝えら
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れない。②ＳＷを知らない（あるいは、わからない）、と考えられ、このた

めに必要かつ適切なサービスに繋がらないという状況が発生している。

一方、元ＳＷの眼で患者とその家族を見てみると、そこにはソーシャルワ

ークに適した多くのニーズが手付かずで潜在していることに気づかされる。

４，ニーズ対応のための“情報提供の強化策''一インターネット活用

そこで、これらの要因に対応して、患者からのアクセスを増加させ、サー

ビス効率をあげるために、強力な社会資源のひとつである“情報提供”、特

に時代の要請を鑑みて、今回はインターネット活用の３つの強化策を挙げる。

①ＦＡＱ（よくある質問）を提供：“身近で具体的な相談”情報をFykQで

紹介することで,患者自らが悩みや混乱を交通整理､その言語化を助ける。

②“今提供しているサービス”を明確に患者に伝える：患者にとって､Ｓｗ

についての知識･情報が少なく、「自分のかかえている悩み」が相談に適

切かどうか判断がむずかしく、また、病院や相談室による個別の変動（バ

ラツキ）が大きいことも分りにくい要因。また、患者が名乗らずに、気楽

に情報を得ることができる“心理的バリアフリー”の環境設定も重要。

③ホームページで“ソーシャルワーク啓蒙，'の充実を：利用者（患者）、一

般、他の医療職に向けて、ソーシャルワーク・サービスを対外的にアピー

ルするのに極めて有効。個別病院でのホームページ作成負担軽減のため、

協会で「中核になるデーターベース」を作成。これを個々の病院事情に合

せてアレンジすることで実現が容易に。ホームページはＳＷの顔となる。

５，今後の課題

ひと昔前と比べて“納得の医療，'を自己決定で選ぶのは、医療の専門教育

を受けていない患者にとっては重過ぎる課題となる懸念もあり、かつ、患者

の中の２極化も散見される。

特にこのような変化の激しい時代には、ニーズに、今までにない大幅な変

容が出現している可能性もあり、ＳＷの的確なサービス提供のためには、先

ず“最新患者ニーズ，，の把握が不可欠。そのためには学会、協会などによる

本格的リサーチが危急のことと思われる。医療やサービス、ＱＯＬなど“質

の向上”がうたわれている現在、各医療従事者の患者サービスも変化するな

か、利用者に“必要とされるサービス”を的確に提供することで、患者満足

度を高め、ＳＷの存在をより確固としたものにできると考える。
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ソーシャルワーク援助のデータベース化

新生児集中治療室援助事例のデータに基づく試み

○橘高通泰、宮崎清恵（兵庫医科大学病院）

小西直毅（近畿大学医学部付属病院）

はじめに

情報処理の手段は、ハード面でもソフト面でも機能が急速に向上し、様々な

領域で活用され、昨今では一般の人々にも使いやすいものとなっている。当部

でも比較的早期から、こうした情報処理手段を導入し、何度かのシステムの改

善を行ないつつ、情報処理に関する業務の効率化をはかってきた。

これらのシステムによって蓄積されたデータは、「クライエント台帳ファイ

ル」と「日報ファイル」とが基本となっている。クライエント台帳ファイルの

データは、業務統計の作成など、事務的な業務処理の効率化を主な目的とした

ものであった。

今回､新生児集中治療室における援助事例のクライエントについてのデータ

を基に、援助内容データベースの構築を試みた。援助内容データベースとは、

これまでに蓄積されたデータの内容を分析した上で、新たな項目の追加、ある

いはキーワードの付与などによって、事務的な業務処理の効率化だけでなく、

それらのデータが情報資源として活用できる「検索型データベース」を構築す

るための試みである。

（１）新生児集中治療室における援助事例のデータ項目

１）「クライエント台帳ファイル」の項目は以下のとおりである。

１．ケース番号２.氏名３.ふりがな４.性別５.年令６.住所コード

７.費用区分８.診療科コード9.病名１０.疾患群コード１１.紹介者

１２.主訴・紹介理由１３.終結時援助内容コード

２）「日報ファイル」の項目は以下のとおりである。

1.ケース番号２.氏名３.援助対象(分類コード）４.援助方法(分類コード）

３）援助内容データベースとして追加した項目

ａ・クライエントの属性に関する項目

病名分類クライエント台帳ファイルの病名をもとに、１０項目の分類項目
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を設定した。

ｂ・援助課題の分類

クライエント基礎項目におけるく主訴､紹介理由＞と、終結時援助コードと

によって、「援助課題」について、７項目の分類項目を設定した。

ｃ・援助形態の指標

すでに蓄積されている日報データから､クライエントごとに日報データを集

計処理し、援助回数、援助時間数、援助期間の３項目を計算し、３項目の関連

性に基づき援助形態区分として７項目の分類項目を設定した。

（２）援助内容データベースの分析による新生児集中治療室における援助事例

の特徴

１）病名区分別件数割合

1.低出生体重児３１２件(30%）２.極・超低出生体重児２１１件(21%）

3.呼吸障害１３１件(13%）４.仮死など101件(10%）５.多胎４６件(4%）

6.黄痕４２件(4%）７.帝王切開新生児３９件(3%）８.先天異常など２９件

(3%）９.感染症など１４件(1%）１０.その他１１０件(１１%）

２）援助形態区分別件数割合

援助回数と援助期間の２項目を組み合わせ、７つに区分した援助形態区分別件

数

１.援助形態Ａ５９５件(58%）２.援助形態Ｂ１２４件(12%）３.援助形態ＡＬ

４９件(5%）４.援助形態ＢＬ５９件(6%）５.援助形態Ｌ６１件(6%）６.援助形

態ＬＬ９４件(9%）７.援助形態Ｓ４４件(4%）

３）援助課題別援助形態

課題１から課題３に対する援助の形態は、いずれも短期である。課題４から課

題７については、生活に関わる問題解決であり、援助期間は課題１～３までの

援助期間と比較して、明らかに長期援助となっている。課題６の援助期間が平

均して１年間となっている。

（３）今後の課題

援助内容データベースとするために､＜援助課題＞とく援助形態＞という二

つの枠組みに基づいてデータ項目を設定した。今回は、あらたな項目づくりを

手作業で行なったが、援助堂に関する集計処理を自動化する事と、援助課題を

一定の基準で分類区分するためにキーワードの体系化が必要である。
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２－５

急性期病院におけるソーシャルワーク実践の標準化に向けて

一問題分類別援助時間の試算と考察一

ＮＴＴ東日本関東病院

○原田とも子鈴木由佳

１．目的

当院は６０６床、平均在院日数１３．９日（2003年度）の急性期病院で

ある。ソーシャルワーカー（SW）３名は、看護師１名とともに患者・

家族の療養の相談を受け、援助にあたっている。今年に入り、当室は、

病院幹部から「病床回転率の改善のために、病院全体の早期退院支援

に取り組むこと」を期待され、これまで以上の実績が求められるよう

になった。我々ＳＷは、組織の役割期待に応えつつ、質の高いサービス

を提供していきたい。しかし、ケース数の増加や転院援助の迅速化は、

ＳＷ自身が、「クライエントのニーズ」を把握しつつも、“あせり”の

気持ち等が先行し、適切な援助の遂行ができなくなる可能性や、クラ

イエントのニーズと病棟との間でジレンマに陥る可能性もはらんで

いる。そこで、今後我々が、この状況の中で「質の高い適正なサービ

ス」を提供するためには、標準的な援助方法と援助時間を明らかにす

ることが先決だと考えた。今回その第一段階として、転院援助におけ

る標準的な援助時間を試算し、援助フローモデルを作成したので報告

する。

Ⅱ、方法

１．２００３年４月-2004年３月までに終結したケースを４６項目の問題

に分類し、リハビリ病院と療養型病院への転院援助のみ行ったケ

ースについて、援助時間の傾向を把握する。

２．sＷが２名体制と３名体制の援助時間の比較、ＳＷ間の援助時間を

比較する。（昨年１１月まで２名、１２月から３名体制）

３．転院援助フローモデルを作成し､必要な援助時間について試算し、

考察する。

Ⅲ､結果

・２００３年４月～2004年３月に終結したケース数６８５名

・問題分類項目：Ｉ・経済的問題１５項目、Ⅱ、療養中の心理社会的問

題２３項目、Ⅲ､退院計画心理社会的問題８項目（詳細は当日報告）

・問題項目の１項目のみに該当したケースは、４８０名、複数の項目に

該当したケースは、２０５名

・１項目のみに該当したケースのうち、「リハビリ病院への紹介援助」
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Ｉま、６１名、「療養型病院への紹介援助」は、６２名であった。「近

隣のリハビリ病院への紹介援助」は、援助時間が短い傾向、「療養

型病院への紹介援助」や「遠方の病院への紹介援助」は、援助時間

が長くかかる傾向があった。

。「リハビリ病院への紹介援助」ケースでは、ＳＷ２名と３名の体制時

に援助時間の差はみられなかった。同じく、３名のＳＷ間でも差は

みられなかった。

Ⅳ､考察

１病床機能別に転院援助の標準フローモデルを作成し、実績と照ら

し合わせてみた結果、「近隣リハビリ病院への紹介援助」は、４．５

時間、「療養型病院への紹介援助」は、６．５時間が必要な援助時間

と判断された。（援助フローモデルは、当日発表）

２援助の行程においては、問題なく、転院選定を行なえるケース（Ａ

コース）と、諸問題があるために、援助時間をかける必要がある

ケース（Ｂコース）にわけられると考えられた。Ｂコースの援助と

しては、①キーパーソンが不在あるいは家族の関係性の問題、②

入院費支払い困難等の経済的問題、③家族が退院の受け入れがで

きない。あるいは、転院の不安や迷いがある。④病状的に療養型

病床への紹介が難しい。⑤受け入れ先の待機期間が長い等の問題

があると考えられた。

３援助フローモデルは、転院援助のプロセスや援助時間についてチ

ームの理解や連携を促進する効果があると考えられる。また、ＳＷ

自身にとっても、援助行為の点検やクライエントの問題を代弁す

る時に役立つものと思われる。

Ｖ、まとめと今後の課題

ソーシャルワーク援助においては、これまで、「個別化」の原則に

より、援助フローモデルのような研究はあまりみられなかった。しか

し、包括医療、クリティカルパスによる早期退院が進められる中で、

援助の効率化が図られるケースと、援助時間を必要とするケースが発

生する現状をソーシャルワーカーは、明示していく必要があると考え

る。そのためには、「援助の標準化」の作業が必要ではないだろうか。

課題

１援助終了時に満足度調査を行い、質の評価を行なう。

２他病院と比較検討し、当院のモデルの妥当性を検討する。

３援助日数やその他の項目についても、標準化を試みる。
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３－１

高校福祉系学科における介護福祉士養成教育の問題点

筑波大学大学院人間総合科学研究科徳田克己

１．はじめに

全国の高等学校において福祉科や福祉コースが多く設置されるようになって

きている。直接的なきっかけとしては、文部科学省の諮問機関である理科教育及

び産業教育審議会の答申「高等学校における今後の職業教育の在り方について」

（1985年２月）と、それに続く「産業教育の改善に関する調査・研究」（1987年

６月)、さらには「社会福祉士及び介護福祉士法」の制定（1987年５月）に伴い、

高等学校においても介護福祉士国家試験の受験資格が取得できるようになった

ことが挙げられる。

しかし、現在、福祉系学科には様々な問題があり、いくつかの課題に直面して

いる。まず、介護福祉士国家試験受験資格を生徒に取得させようとするとカリキ

ュラムがさまざまな拘束を受けること、福祉系科目の担当教員は平成１５年度か

ら「福祉」の教員免許が必要になり、指導にあたる教員は新たに免許を取得しな

ければならなくなったこと、平成１５年度から学習指導要領が改訂され教科「福

祉」が新設されたことにより、教育内容を整理・統合しなければならず、教員の

負担が増大したことなどである。このような問題を抱え、福祉系学科の教育現場

は混乱している状況にある。

そこで本研究では､福祉系学科の担当教員の専門教育についての意識やニーズ

を分析し、問題点を明確にしたいと考えた。

２．調査対象者及び調査手続き

全国高等学校長協会家庭部会福祉科高等学校長会への加盟校179校の福祉系科

目の担当教員341名から郵送による回答を得た｡質問紙を郵送する際にそれぞれ

の学校に何名の担当教員がいるか明らかでなかったため、１校に対して５部ずつ

郵送した。そのため、正確な回収率は算出できないが、回収率は約65%であると

推定できる。調査時期は2002年１月から３月であり、調査は無記名で行った。

３．結果

担当教員が指摘した問題点のうち多かったものが「教員に関する問題」（全回
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答者の51.0%）と「生徒に関する問題」（47.2%）であった。具体的には、「教員の

専門性が低い｣、「生徒の福祉に対する興味・関心が低い｣、「生徒の学力が低い」

等であった。さらに「教育目標・内容・方法に関する問題」（福祉の心を育てら

れるような内容が含まれていない)等､多岐にわたって問題点が指摘された。「生

徒の学力が低い｣、「福祉の心を育てられるような内容が含まれていない」という

問題点については、介護福祉士国家試験受験資格の取得が可能な学科において、

より顕著であった。

福祉系学科が早急に検討すべき点として最も多く挙げられたのは「教育目標・

内容に関する今後の在り方」であり、次いで「資格に関する今後の在り方」であ

った。具体的には、「福祉の現場で働ける人材・スペシャリストを育成したい｣、

「福祉の基本的知識・技術の習得を重視したい｣、「福祉の心・思いやりを重視し

たい」等であった。「資格に関する今後の在り方」としては、「介護福祉士国家試

験受験資格を取得させることを見直す」が大半を占めた。

取得できる資格のひとつである介護福祉士国家試験受験資格においては､国家

試験の合格率がその学科が評価されるポイントとなる。教員は学校で働く一員と

して学科の評価を上げるという使命を果たすべく、資格取得に主眼をおいた指導

をせざるを得ない現状がある。しかしながら、資格取得が第一の目標のように掲

げられ、それ以外の学習活動に力を注いでいないことに対して「このままではい

けない」という危機感を持っている教員は少なくない。

さらに、大きな問題であるのは、生徒は資格取得を主眼とする予備校的な授業

を受けているという現実である。生徒は国家試験準備のために毎日多くの授業を

こなさなければならないのに加えて､放課後や休業中の課外授業や模擬テスト等

があり、非常に多忙な学校生活を送っている。そのような環境では、生徒は目標

である「国家試験合格」しか見えなくなってしまい、自分が将来何をやりたいの

か､本当に福祉を学びたいのかを考える時間を持てなくなっていることが懸念さ

れる。また、福祉の楽しさや重要性を知る前に、「福祉は難しい｣、「暗記するこ

とが多い」という福祉に対する嫌悪感を持たせる危険性もはらんでおり、福祉に

夢や希望を抱いて入学してきた生徒のやる気を摘んでしまうことにもなりかね

ない。

本研究によって、高校福祉系学科の授業が資格取得のための内容に偏ってしま

う、「福祉の心」が教えられない等の問題が出てきており、教員は資格取得につ

いて見直す必要性を感じていることが明らかになった。今後は、資格取得のため

の適正な学習を高校教育にいかに位置づけるかを検討しなくてはならない。
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一般の大学生における高齢者の幸せに関する認識

桜花学園大学○水野智美

筑波大学徳田克己

１．はじめに

高齢社会に入り、高齢者が幸せで質の高い生活を送ることができるように、

福祉・医療サービスの充実、高齢者への社会の理解の促進、社会環境の整備等

の必要性が改めて叫ばれている。そこで、本研究では福祉系学科以外に所属す

る一般の大学生が「高齢者の幸せ」をどのように認識しているかについて、大

学生自身が感じている「自分の幸せ」と比較することによって明らかにしたい。

２．方法

①調査対象者

東京都、千葉県、島根県の大学の福祉系学科以外に所属している学生367名

②手続き

各大学の講義担当者の協力を得て、授業時間内に質問紙を配布し、回答を依

頼した。調査時期は2001年６月。

３．結果

調査対象者に、「高齢者の幸せ」および「自分の幸せ」のための条件としてそ

れぞれ重要であると思われる順に５つ以内を自由に記述してもらった。そのう

ち上位３つを取りあげ、その内容を表１にまとめた。

表１によると、「高齢者の幸せ」の条件として、「健康であること｣、「趣味や

生きがいがあること」が多く挙げられた。また、「福祉・医療サービスが充実し

ていること｣、「一般の人から親切にされること｣、「配偶者がいること」は、「高

齢者の幸せ」の条件としてのみ挙げられていた。その一方で、大学生自身の「自

分の幸せ」の条件として、「友人がいること」が最も多く挙げられ、「家族との

かかわりがあること｣、「恋愛をしていること」が次いだ。また、「恋愛をしてい

ること｣、「十分な睡眠をとること｣、「夢（目標）を持つこと｣、「充実した生活

を送ること｣、「勉強する機会があること」は、「高齢者の幸せ」の条件にみられ

なかった。今回の結果から、大学生は「高齢者の幸せ」を「自分の幸せ」と別

の次元で考えていること、「健康で、毎日が楽しく、家族に大事にされて生活す

ること」が「高齢者の幸せ」であり、なおかつ能動的に生きるというよりは「ま

わりに親切にされ、よりよいサービスを受ける」という受動的な生活を送るこ
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検定はＸ２検定による。＊＊：ｐ＜0.01、＊：ｐ＜０．０５

とが幸せの条件として重要であると考えていることが明らかとなった。

表１．「高齢者の幸せ」と「自分の幸せ」の条件

高齢者の幸せ

人数 ％

自分の幸せ

人数 ％
有意差

健康である

趣味や生きがいがある

家族とのかかわりがある

家族と同居している

友人がいる

経済的に不自由しない

住みよい環境で生活する

話し相手、相談相手がいる

福祉・医療サービスが充実している

自分の存在意義がある

安定した生活を送る

自立している

孤立していない

一般の人から親切にされる

幸せであると本人が自覚している

配偶者がいる

自由である

自分の家で暮らす

おいしいものを食べられる

よき理解者がいる

心が安定している

家族が健康でいる

恋愛をしている

十分な睡眠をとる

夢（目標）を持つ

充実した生活を送る

勉強をする機会がある

その他
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ねたきりＡＩＤＳ患者への支援

千葉大学医学部附属病院医療福祉部○葛田衣重

１．はじめに

HAART療法はHIV感染者の予後を劇的に改善し､重症AIDS患者の救命や社会復

帰を可能にした。しかしながら、合併疾患による重度後遺症や日常生活上の事故

により、ねたきりとなる事例が漸増している。これらの事例では病状が安定した

後であっても､拠点病院からの退院または転院が困難を極めている｡その要因を、

事例を通じて明らかにすることは重要である。

２．目的と方法

千葉大学医学部附属病院に入院したねたきりAIDS患者２例の経験から、退院

（転院)を困難にしている要因を､個人､家族､社会の側面から分析し検討する。

事例の概要を表１に示す｡両事例とも免疫機能障害および肢体不自由の身体障

害者手帳１級を取得ずみである。

１．結果（表2-1,2-2）と考察

表2-1,2-2に事例の現状と支援の課題をまとめた。支援対象は､家族と社会に

絞られた。事例１では、キーパーソンの妹が実母の在宅介護と良好でない兄妹関

係を理由に妹宅への引き取りを拒否した｡居住地近隣の協力病院も受け入れを拒

否した。事例２は、母親が郷里に戻り在宅での身体障害者療護施設入所待機を希

望した。入所申込は済んだが、郷里拠点病院が入所日決定まで受け入れを拒否し

た。上記事由から、これら２事例は当院で入院加療継続となった。

家族の努力、ソーシャルワーカーの家族関係への介入には限界がある。また特

定の拠点および協力病院のみに依存する体制では､今後増加することが予測され

るねたきりＡＩＤＳ患者を支えきれない。従って、まず地域の拠点、協力病院の機

能を明確にし、相互の協力体制を整備した上で、自治体間の協力体制の構築を図

る必要がある。今後、地域支援体制の充実や社会制度改革実現のため、ねたきり

AIDS患者の退院支援の事例を蓄積し､その現状を継続して社会に訴えていくこと

が不可欠である。
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表１事例の概要

性 年齢 合併症等

事例１ 男５０代 事故の下肢骨折後遺

症

不穏昼夜逆転

事例２ 男３０代 進行性多巣性白質脳

症

ADL

全介助

意思疎通不可

全介助

意思疎通困難

生活状況

母（糖尿病）と２人暮らし

無職自由奔放な性格

母の年金等に依存した生活

単身会社員自立心強い

入院後、母来葉し付き添う

入院給付金で母の生活賄う

現状と支援の課題

表２－１方針：妹宅での在宅療養拒否により転院

事例１ 現状（転院直前） 課題

個人 ほぼ全介助車椅子自操意思疎通可 ペッド上での自立を目指したリハビリテ

衝動的な言動 一ション

薬物療法併用

家族 妹が母を引き取り居宅介護サービス利

用 転院先を探す

妹宅への退院は拒否

社会 協力病院が受入れ拒否 受入れ先の確保

拠点、協力病院間の役割が不明確 他の県内拠点、協力病院に転院相談

拠点、協力病院間の協力体制が暖昧 県に現状を訴え、対策の提示を要請中

表２．２方針：郷里に戻り在宅で療護施設の入所待機

事例２

個人

家族

社会

現状

全介助服薬が困難絶え間ない

奇声

関節拘縮が進み、車椅子利用が苦痛

母の介謹不安は低い療鐘施設申込済

み

郷里に住まいがない

退院で入院給付金打ち切り

郷里の拠点病院の協力が得られない

郷里の在宅支援サービス状況が不明

課題

服薬方法のエ夫気分転換の機会をつく

る

安楽な車椅子の作成

郷里の市、県に在宅療養を相談

防音住宅の確保

障害年金の申請生活保護申請を検討

拠点病院の協力確保

郷里の在宅療養環境の整備

条件が整わない場合は千葉で在宅待機

本報告は､千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部横幕能行医師との共同に

よるものである。
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HⅣ感染者の就労実態とその意識について

桃山学院大学小西加保留

【目的】

医療の進歩により、HIV感染症は、長期生存が望める病気となり、治療とのバ

ランスを取れば多様な社会生活が可能となった｡身体障害者認定や障害者雇用の

対象ともなり、制度利用の幅も広がった。しかし、容易に病名を開示できない環

境が改善されたとは言いがたく、社会生活上様々な制約感を受けやすい。特に就

労生活においては、就職時の病名告知やプライバシー管理の課題、就労上の健康

管理などの課題がある。そこで、HIV感染者の就労と社会生活に関する調査を実

施し、就労の実態と問題点を整理することを通じて、具体的な支援対策への基礎

資料とすることを目的とした。

【方法】

対象者：２０歳以上65歳未満の外来患者の内、日本語の読み書きが可能な者

対象医療機関：中核的医療機関５箇所(内東京都内３機関、ブロック拠点４箇所）

配布方法：自記式質問票を看護師等より配布時期:2003年１２月-2004年５月

回収率：実質配布数755票、回収票565票、回収率74.8％

【結果】

１．屋進：性別（男性92.4％女性6.9%）年代(20代16.0％３０代41.8％４０

代23.2％５０代16.1％６０代2.8%)感染経路(性行為76.6％非加熱製剤14.7％

不明7.9%）居住地(東京&周辺61.7%）告知年(1996年以降79.7%）

健康状態（CD4平均398±230ウイルス量検出限度以下65.3％服薬74.5%）

２．就労状況:就労率74.5%で､非就労の理由は､健康上が54.5%､仕事無が34.8％

差別不安21.2%であった。非就労者の内68.4%は就労希望しているが、実際に活

動を実施しているのは44.6%で、活動上の課題は、プライバシー不安50%、年

齢不一致47.5%、体力とのバランス40.0%のほか、活動しても不採用、病名伝え

ると不採用、病気の説明困難感などが約30%前後あった。

３.宣浬壁と里廷Qmi業:現在に職業は自営業13.3%､民間の正規従業員33.9%、
公務員5.8%､非正規従業員18.6%､学生2.3%､主婦1.7%､無職者19.6%であった。

告知を受けたときの職業と比べると、無職者が7.8%から19.6%に増加していた。

告知時無職者の半数は無職のままで､就労している場合も非正規就労の割合が高

かった。

４．離転職の状湿:経験ありは35.8%で､そのうち､63.2%は自ら辞めたとし､8.1％
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が解雇であった。理由は、体力が約４割で最も多かったが、他では健康管理上の

問題より、精神的葛藤や不安感が離転職の動機となっていた。またHIV感染を知

られたためは１０名（4.5%）で、うち解雇された人は２名であった。

５．現在の労働･職場評価：病名を隠すことの精神的負担感を感じるとした人は

68.2%で最も多く、体力的きつさは66.4%、通院のしにくさ47.3%であった。

６．職場でのHIV周知と評価：就労者のうち約２割は、職場の誰かに病名を知ら

せていた。知らせた相手は、同僚や上司などであり、産業医など健康管理関連の

職種には伝えている人はわずかだった｡病名を知らせた場合の評価は全体に肯定

的中立的に評価されており、否定的対応を受けた人は数%と少なかった。

７． 人間･社会関係の制約感 :性生活への制約感が最も強く９割以上で、恋人と

も高かった。また将来の生活設計への制約感も８割の関係や出会いなどに対しても高かった。また将来の生活設計への帝

近くあり、家族関係など人間関係に対しても半数以上が感じていた。

８． 就労･就職の相談機関の利用 :相談先は看護師が多く、ついでソーシャルワ

の健康管理部門はごくわずかであった‐ハロー一カーであった。産業医など職場の健康管理部門はごくわずかであった。

ワークにおいては、病名を伝えない相談が伝えた人を上回っていた。

９． 手帳やサービス支援利用 :７割は免疫機能による手帳所持。障害者雇用制度

'ま制度を知らず、利用希望は約４割であった。による就労は2.9%で、約８割は制度を知らず、利用希望は約４割であった。

【考察･課題】

HIV感染症の就職・就労の課題には、健康状態と共に、周囲へ感染を告げてい

ないことへの精神的負担感が強く挙げられていた。しかし職場に病名を知らせた

ことへの感染者の評価は肯定的で､病名告知により働きやすくなる可能性もある。

その際､知らされた職員の側への支援や知らせた後の職場内のプライバシー管理

など企業側の対応に対する支援も検討する必要がある。ハローワークなどの公的

機関では、感染者の抱える課題･ニーズを捉え、対応していく必要がある。本調

査で指摘できる課題は､病名を明らかにしにくいために社会活動に制約を受けて

いる患者に共通する課題も多い。ソーシャルワーカーとして、的確に現状を把握

し、患者支援のみならず、就労支援環境について広く検討し、その整備のための

取り組みが求められる。

なお本調査は、平成１５年度厚生労働科学研究費補助金｢HIV感染症の医療体制

の整備に関する研究」（代表：木村哲国立国際医療センター・エイズ治療研究開

発センター）の分担研究によるもので、協力者は若林チヒロ(埼玉県立大学)、生

島嗣(ぶれいす東京)、渡辺恵（エイズ治療研究開発センター）他である。
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３－５

米国初期医療ソーシャルワーカーの活動展開過程の考察－その２－

萩原康子（東京国際大学）

くはじめに＞：研究目的現代の医療ソーシャルワークの方向性を問い、

ますます発展を遂げていて、かつその為に患者や社会の期待や問題を新たに

抱えながら必ずしもあるべき答えが示せない壁に直面している医療において、

医療福祉を点検し医療ソーシャルワークの本来的役割を問い直すとき、その

発達の原点から、検討しておくことが必要な作業となろう。米国の医療ソー

シャルワークの活動は、専門職医療ソーシャルワークの出発点であるという

点で重要な意味を持っているが、同時に我が国の医療福祉の方向性及び医療

ソーシャルワーカーの出発点、すなわち病院への導入に直接的、決定的影響

を与えた点で、きわめて重要なポジションを占めている。ことに、米国医療

ソーシャルワーカーの誕生の地であるボストンのマサチューセッツ総合病院

（以下ではＭＧＨとする）は、我が国の医療ソーシャルワークの技術、機能

のみならず理念、倫理についても直接的にモデルとして当時から求めるべき

目標としての位置づけを持っていたと考えられる。本研究報告では、このよ

うなＭＧＨにおいて病院における医療ソーシャルワークの導入とワーカーの

病院組織上の位置づけと配置の実現したが、ソーシャルワークの活動が社会

的、職能的に確立し、認知されていくために不可欠な条件である他の医療機

関への普及がいかになされたのか、その過程を明らかにすることを目的とし

ている研究の部分的結果を扱う。前回のベス・イスラエル病院に関して報告

したものと関連して両報告で一つの報告となるものである。

く研究対象と方法＞マウント・サイナイ病院および保健機関の医療ソーシャ

ルワークＭＧＨでの医療ソーシャルワークは急速に東部医療機関を始め

として米国病院に普及したことがキャボット自身によっても言及されている。

しかしその普及が順調に推移した要因は必ずしも明確ではない。研究方法と

して、病院研究で明らかにされた資料から医療ソーシャルワーク導入と機能

的認知や活用を検討し、組織的設置の有無及び主導者、活動と活用等を内容

として考察した。マウント・サイナイ病院は、１９世紀末から活動的な医師
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により模索され計画したが、１９０６年に設立された。その背景は１９世紀

末にボストンで急速に増加した東欧・南欧等からの新移民の中でもユダヤ系

移民の多い居住地WESTENDの人々の健康問題と貧困問題、及び、病院建設に

対して慈善団体が支援し強力に活動したことである。マウント・サイナイ病

院は、一般の地域病院とはやや異なった機能を持っていたが、Ｒ・キヤボッ

トが診療部長の任に依頼され、引き受けた。それは医療的、医学教育におい

て評価の高いＭＧＨの部長であること、当時の社会事業活動に深い関心を持

っていたこと、患者への共感を持ち心理的側面にも配慮を持つべきと考えて

いたことが優秀な医師であることに加えて彼への依頼理由であった。医療ソ

ーシャルワークの必要性と意義に対しては、マウント・サイナイ病院の医師

達は理解していたが、他方で、医療水準向上に強い関心と意向を持っていた

ことから、医療社会サービス部の正式な組織的設置は、ボストンの病院で最

も遅れた。ＭＧＨにおいてソーシャルワーカーが参加するチーム医療の経験

がある医師は神経系患者の家族的、心理的問題に医療ソーシャルワーカーの

機能的有用性を認識し、臨床において活用に積極的であった。それには、在

宅ケアが含まれ文化的要因についての医療ソーシャルワークがいかに診療に

おいて有用で有るかについての認識を持つに至っている。また、病院医師の

中には、その後公衆衛生局のスタッフとなり予防医療や医療教育の場面にチ

ームメンバーとして医療ソーシャルワーカーを導入し活動を展開し、また、

シカゴとの交流活動を通じて、予防活動や教育へのＭＳＷの普及を担った。

く結論＞マサチューセッツ州ボストンのＭＧＨにおいて出発した現代医療

ソーシャルワークの普及過程は、先ずボストンを中心とした東部の病院に急

速に導入がみられた。１）医療ソーシャルワークのＭＧＨへの導入を行った

Ｒ，キヤボットによってなされた等ニューイングランド医学界における彼の

影響力が関連病院への説得力として作用したこと、ＭＧＨの医療界における

社会的位置及び影響力。２）ボストンにおける新移民の医療問題・生活問題

への医療ソーシャルワーカーの対応と保健行政･医師とのチームワーク３）

普及過程としては要因としてのキャボット医師やアイダ・キヤノンらの人的

の交流に伴う経験の伝達４）医療活動に対する社会事業・慈善事業団体・

リーダーの支援の重要性
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１－１

抗酒剤を媒介としたアルコール依存症患者への援助

一ソーシャルサポートネットワークの変化からの一考察一

国立精神・神経ｾﾝﾀｰ国府台病院心理・指導部ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

○山本啓太、長竹教夫、他３名

I王~E面三－１７読芳調
市川市はﾎｰﾑﾚｽが千葉県内で最も多い地域であり、当院にﾎｰﾑﾚｽ患者が入院するこ

とも少なくない。学会でもﾎｰﾑﾚｽ入院患者に対するｿｰｼｬﾙﾜｰｸについて分析、検討し

た結果を報告した。その中で、ﾎｰﾑﾚｽ患者の抱える精神障害、とりわけｱﾙｺｰﾙ依存症

患者に対する援助について課題が残されていた。また、当院は精神科、身体科とも

にｱﾙｺｰﾙ依存症患者が入院することが少なくなく、入退院を繰り返してしまうｹｰｽ

も多い。

今回、当院において抗酒剤を媒介とした援助を試み､一定の成果を得ている事例

を報告し、単一事例実験法（SingleCaseExperimentalDesign）の手法を用いて、ｿー ｼｬﾙ

ｻﾎ゙ ﾄーﾈｯﾄﾜー ｸの変化に着眼し、ｱﾙｺー ﾙ依存症患者へのｿー ｼｬﾙﾜー ｸ援助を評価した。

画
Ｃｔは５０歳代の男性。会社の倒産を期にＸ－４年にﾎｰﾑﾚｽとなり、廃棄家電の収集

にて生活費を得て､ﾎｰﾑﾚｽ仲間とともに酒盛りをするという路上生活を送っていた。

飲酒に伴う消化器科疾患や怪我などの問題行動により救急搬送され急迫保護を

受けることを繰り返していた。

そのような中でｱﾙｺｰﾙ専門治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに結びついたことがあったものの､最終的

には自らﾄ゙ ﾛｯﾌ゚ ｱｳﾄしてしまっていた。

Ｘ年３月、胃潰蕩にて当院に救急搬送され入院となった。その後、退院可能とな

ったが、入院期間が短期間であったため、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの援助期間も短く、信頼関係

が築けている支援者が不在であり、路上へ退院せざる得ない状況であった。

「酒はやめられると思う」「ｱﾊﾟｰﾄを借りてほしい」というＣｔの希望に対して、

ﾎｰﾑﾚｽ支援団体は「口では酒をやめるというのだが、実行できない｣、福祉事務所は

「これまで課題をやり遂げたことがない」「弱腰、逃げ腰になって。．結局、酒を

やめようという意志がない｣という評価があり､援助関係は構築されていなかった。

しかし、Ｃｔに少なくとも「路上生活には戻りたくない」「酒をやめたい。もう同

じ痛みにあいたくない」という言葉もきかれていた。そこで、「酒をやめる」とい
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図Ｚ敏色轡霊園賃と地岐I■上“め.人恥■《》での断逼期固

ようになった。その結果、支援者の援助によりｱﾊﾟｰﾄを借りることができた。

園
Ｃｔがﾎｰﾑﾚｽとなってからの期間を

表１のように４期に分けることがで

きた。

４期を医療機関受診歴・飲酒ﾊﾟﾀｰ

ﾝで分けたものが図１である。第１～

３期までのへゃ-ｽﾗｲﾝ期においては､断

酒したのは入院期間とほとんど重な

っているが､ｿー ｼｬﾙﾜー ｶー が介入した第

４期以降は地域でも断酒ができてい

る。

月当たりの救急搬送回数と路上で

の断酒期間を表したものが図２であ

る。第４期は、路上を含め地域での

断酒期間が最も長く、救急搬送回数

は最も少なくなった。

園
何らかの援助のあった第１期・第

３期･第４期と、援助がなかった第２

期それぞれにおいて、Ｃｔが有してい

たｿー ｼｬﾙｻﾎ゙ ﾄーﾈｯﾄﾜー ｸを分析し、第４

期以降においてのｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの介入
４期

一

１期
一

うＣｔの言葉を、路上であっても行動として示すことができる具体的で、Ｃｔ自身が

主体的に行動できる援助のあり方はないか、と相談室内にてｹｰｽ検討を行い①再飲

酒の機制、②援助関係の再構築、③底上げしての直面化（底つき）を目的とし抗酒

剤を媒介とした援助の可能性が見いだされた。そして、担当医や関係機関との協議

の結果、抗酒剤の管理及び援助を行うに至った。

Ｃｔが支援者のところへ毎日抗酒剤を服用しにいくことで、それ自体が再飲酒の

機制となり、また断酒の意志を行動や実績として支援者に示すことができた。支援

者は、毎日Ｃｔに会い、断酒の意思を行動として確認でき、その姿を目の当たりに

していくことで、Ｃｔに対する見方や姿勢が変わり、Ｃｔを支える関わりがみられる

と援助の評価について考察したので報告する。

－５７ －

:'しＸ－３匁■ｌ鷺－２年■ X-n勾度ＩＨ旬宜

ｰ■上での摩舞■■ ０ ＠ ０ ００

●８Ｇｺ ○０６１ ｡■分ｐ ｡＆ ロﾛ

Ｄ
Ｊ
６
８
４
２
ｚ
Ｊ

０
０
０
０
９
０
０
０
０

２期 3期

表１ベースライン期と擾助期

講邸〃

|…鋤一
ソーメ'1'〃・ウーカー

ガス．腹鋤

露１期 X､4年１月一X-3年3月 睡卜牛雪初期、

支擾君との出会い

藁２廟 ｘ･3年４月一X-1年３月 援助のない

塵上空竃

蘭３期 X･1年４月一Ｘ年３月 橿助があった

韓企生垂

因１受鯵歴、飲冠パターン

笛1掴 ｜富2■ ｜■,猫Ｉ■‘■

回■ 断酒 飲酒 目 飲酒 断酒 断酒

ア

■。・せ・１重lＩＩｌｌ
宮

ロ碗入段

ソーシャルワーカー圃畦口堂



１－２

小児がんで子どもを亡くした母親の悲嘆プロセスとその援助

一ソーシャルワーカーによる悲嘆援助を通して－

日本女子大学大学院人間社会研究科三輪久美子

１．はじめに

日本における悲嘆研究は、１９８０年代以降、精神医学や心理学の領域を中心

として本格的な研究が始まったが、その論拠を欧米の研究に負うものが多い。

死別体験者の悲嘆に関する調査研究についても、質問紙、あるいは一部の聞き

取りにより、死別からの時間経過に伴う心理的反応を既存の欧米の悲嘆プロセ

スモデルに当てはめた演鐸的分析がほとんどである。

そこで本研究では、小児がんで子どもを亡くした母親の悲嘆について、従来

の悲嘆プロセスモデルを枠組みとして用いず、語りを分析することによって、

子どものがん発病時からインタビュー時に至るまでの主観的経験における悲

嘆プロセスを帰納的に明らかにすることを目的とした｡また､その対象として、

悲嘆援助にソーシャルワーカーが関わった母親たちを取り上げることにより、

小児がんで子どもを亡くした母親に対する悲嘆援助としてのソーシャルワー

クについて考察する。

２．方法

（１）調査対象

小児がんで子どもを亡くし、ソーシャルワーカーから何らかの援助を受

けた母親１２名。

(2)調査の手続き

財団法人「がんの子供を守る会」における調査研究審査会での審査・承認

を得た上で､会のソーシャルワーカーの協力により会員の中から対象者の選

定を行った。調査期間は２００４年５月～７月、２００５年７月である。

(3)データの分析方法

データの分析はグラウンデッド･セオリー･アプローチに基づいて行った。
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３．結果

分析結果から、小児がんで子どもを亡くした母親の悲嘆プロセスは母親とし

てのアイデンティティをめぐるプロセスであることが見出された。

子どもの生命と安全に全責任を負っていると感じている母親は､子どものが

ん発病によって母親としてのアイデンティティの大きな傷つきを経験するが、

自分と子どもの精神状態の安定化を図るため、自ら社会的関係を極小化し、子

どもと一体となって病気と闘う濃密な時間の共有によってそれは再度強化さ

れる。そうした状況下での子どもの死は、子どもの存在そのものの喪失である

と同時に､母親としてのアイデンティティの喪失をも意味する｡子どもの死後、

子どもを守れなかった自責の念などにより自分を否定的にしか捉えられなか

った母親は、他者に子どものことを語ることによって闘病における自分の努力

や強さを発見し、自分自身を肯定的に受け入れていく。また、語りにおいて子

どもの生と自分自身の人生に対して新たな意味づけや解釈を与えることによ

って、理想化され、時間を超越した子どもを内在化する。さらに、子どもの闘

病と死を無駄にしたくないとの思いは同じような経験をする人たちへの支援

活動へと母親を狩り立て、子どもの死に意味を見出していく。その過程で母親

としてのアイデンティティは再構築されるとともに、癒しと活動の場となる、

同じ経験をした人を中心とした新たな社会的関係が樹立されていく。

４．考察

以上のことから、子どもを亡くした母親に対する援助として最も重要なこと

は、まず「語り」を受けとめ、子どもの闘病や子どもの死、子どもの生と自分

自身の人生に新たな意味づけを与えることによってアイデンティティの再構

築をともに行うことである。また、同じ経験をした人との出会いの場や子ども

の闘病と死を生かす場を提供することも重要である。さらに、他者関係に遡鋸

をきたしている場合には、その関係を調整・修復させることも期待される。本

研究から、小児がんで子どもを亡くした母親の悲嘆については、ソーシャルワ

ーカーが悲嘆援助者として有効に機能し得ることが考察された。
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１－３

１．目的

米国ではホスピスケアは同一組織に属する学際的チームで提供されており、

ソーシャルワーカーもメンバーに含まれている。２００４年に発表された「全米

ホスピスソーシャルワーク調査」では、患者・家族がホスピス機関に受理され

た際にソーシャルワーカーがインテークを行うことにより、すべての患者・家

族の心理社会的状態を把握することが可能となっていることが明らかにされ

ている。このようなソーシャルワーカーの役割・機能が患者・家族のホスピス

ケアに対する満足度を高めることにも影響しており、さらに医療的ケアや入

院・入所ケアの利用率を最小限にとどめることにつながり、結果的にホスピス

事業所のコストを抑えていることが報告されている。

本研究では米国ホスピスにおけるソーシャルワーク・アセスメントシートの

内容分析を行い、ホスピスのソーシャルワーカーのアセスメントの視点につい

て考察する。

２．方法

①対象：

②期間：

③方法：

米国オレゴン州ポートランド市のホスピス機関５カ所。調査対象機

関の概要は表１に示した通りである。

2004年５月１０日から８月６日

各ホスピス機関で約２週間ずつ、フィールドワークを行った。その

後、各機関のソーシャルワーク・アセスメントシートを邦訳し、内

容を項目別に分類した。

３．結果と考察

各機関のアセスメントシートの項目は、名前、性別、年齢等の患者の基本情

報、介護者の有無等については５カ所とも共通している。しかし、焦点を当て
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ている側面は患者の精神・心理的状態、ソーシャルサポートシステム、嬉痛の

有無等、各機関によって異なっている。この結果から、ソーシャルワーカーの

アセスメントの視点は各機関の特性、運営方針、ソーシャルワーカーの職務規

定等に影響を受けていることがうかがえる。

本来、ホスピスケアの目標は患者・家族のＱＯＬの実現である。ソーシャル

ワーカーは患者・家族ひとりひとりのＱＯＬの実現に必要な援助を提供するこ

とと同時に、学際的チームの一員として存続するために、所属機関の運営に貢

献することが求められている。今後、医療分野におけるソーシャルワーカーの

役割・機能は、両者のバランスをどのように保つかによって大きく左右される

と思われる。

表１．各ホスピス機関の概要

形態①

形態②

患者数

SＷ

患者の紹

介ルート

ホスピス

Ａ

病院付属

Non-Proft

170人

５人

付属病院か

らの紹介が

多い

ホスピス

Ｂ

Free．

皇tzmdiｎｇ

For-Pro鉦

７０人

３人

患者の８割

以上は施

設入居者

ホスピス

Ｃ

ＨＭＯ

Non-Proht

150人

６人

患者の約８

割はＨＭＯ

の会員

ホスピス

，

ｈｏｍｅ

hP角1tｈ

agency

-based

Non･ProEt

130人

７人

契約を結ん

でいる医師

からの紹介

ホスピス

Ｅ

病院付属

Non-Proft

200人

８人

付属病院か

らの紹介が

多い
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１－４

がんを患う人へのソーシャルワークアセスメントの視点

一効果的援助のために一

○久留米大学小原填知子桃山学院大学小西加保留

関西学院大学藤井美和

1．研究目的；本研究は，がん患者に焦点を絞り退院支援のアセスメントのための

調査研究を行った．これはアセスメント研究の一環であり，今回は対象領域を中年

期のがん患者・その家族への退院支援に特定し，先駆的に実践している医療機関の

ソーシャルワーカーに対してインタビュー調査を行い,アセスメント視点の検討を

おこなった．

具体的には患者および家族へのソーシャルワーク援助展開過程からアセスメン

トに関わるソーシャルワーカー思考の明確化を図り、その共通性を検討することを

目的とした。

2．調査方法；

本調査では医療機関を７カ所選定し､平成１５年９月～１２月に専門ソーシャルワ

ーカーに対して２１事例に関してインタビュー調査を実施した。事前準備では，共

通枠組みの中で，ケース検討が可能なように，実際に関わった患者事例を

Hepworth，，.Ｈ､＆Larsen，』．Ａ、の文献をもとに，兵庫医科大学医療福祉部で開発

されたフォーマットを使用し、形式に準じてまとめられるように、インタビュー前

にそれを送付し，作成後それらを回収した．それをインタビュアーは事前に読み込

み，半構造面接を実施した．

調査内容は病状の特性を考慮し、患者･家族状況の変化時のアセスメントの捉え

方、アセスメントにおける予測性、アセスメント項目、視点と援助介入の連動、背

景にある価値・倫理観，諸ケースからの独自性と共通性などを考慮した。さらにソ

ーシャルワーカーの援助内容から①患者の訴えに関する情報内容の量と質②情報

収集･分析統合のあり方の確認③アセスメントの課題を確認④援助全体の中でのア

セスメントの位置づけや方法などを要約フォームに即して調査を行った。

3．調査結果；

(1)面接時の情報収集のあり方；どのような側面から,誰を中心に面接を進め，援助

に必要な情報を収集するかの判断を重要視していた.特にがん患者の退院支援は個

別性が高い．今後の方針を立てるための情報収集においては,収集する情報は時間
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的な側面として，生活歴，生育歴，家族歴などを含めた過去軸，本人や家族の現時

点での将来的展望や希望などを聞き取っていた．告知，治療，終末期ケアなどの方

針決定などには本人を取り巻く家族や主要な人々の意向も大きく影響するため,本

人の意向に沿った情報収集のあり方，本人の意思を尊重した形で行われていた．

(2)退院支援のアセスメントの視点と項目；アセスメントの視点は(1)疾病に関する

こと(2)本人に関すること，（copingresourceを含む）(3)家族に関すること(4)ソー

シャルサポート・社会資源活用(5)地域文化性,他の側面として(6)医療機関スタッフ

systemのあり方・院内・病棟の退院に対する捉え方(7)ソーシャルハイリスク・危

機的介入の有無などが視点として挙げられた.アセスメント項目に関しては当日資

料提示。

(3)アセスメントから援助方針,援助実践への連動について；①安心した療養生活と

必要な医療の提供援助②本人と家族の意向の食い違いなど双方の調整③医療機関

との家族の関係・力④退院支援の影響は医療機関内の組織方針、決定権保持者（主

治医など）の見解,サブシステムの関係⑤患者の死に行く過程で起こる予期悲嘆，

及び患者死後の家族の悲嘆の把握・予測⑥アセスメント範囲，空間・時間軸からの

評価と介入との連動などが明らかになった．

4.考察；（１）がん患者のソーシャルワーク援助は身体・心理・社会・霊的側面のア

セスメントが必要であるが，個別の課題によって質的側面，範囲，時間・空間，深

さなどが異なる．本人を含め，家族や近しい人の影響は大きく，そのための十分な

アセスメントが必要になる．アセスメントのどの部分（身体的，社会的，心理的，

精神的，霊的）を強調するかによっても,ニーズの捉え方が異なり，これは援助内

容にも影響する(2)援助者によってアセスメントの考え方、記述方法、内容の範囲に

はそれぞれ相違があり、どの部分を持って「アセスメントを書く」のかという判断

が多様(3)患者・家族の能力・力を把握することがその後の援助介入に反映する．

5．今後の課題且

今後はがん患者とその家族の特性を考慮したアセスメント視点から､援助目標設

定及び,援助介入の整合性をより明確にし，ソーシャルワーク教育や援助で活用で

きるマニュアル作成をすることが課題である。

尚，本研究は平成15,16度文部科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）『ソーシャルワ

ークにおけるアセスメントと援助計画に関する理論的・実践的研究』の医療班で

実施された調査研究である．

－６３ －



１－５

若年ねたきりAIDS患者の在宅支援

千葉大学医学部附属病院地域医療連携部

○葛田衣重

１．はじめに

ねたきりAIDS患者の､急性期診療を担う拠点病院への療養目的の入院は困

難である。拠点病院以外の医療機関や在宅医療関係者の間には、ＨＩＶ感染症

に関する知識と経験不足から受け入れに対する不安が大きい。若年者は、身

障療護施設への速やかな入所も困難である。

平成１５年６月、高卒後上京し単身生活中の３６歳男性がPMLを発症し千葉

大学医学部附属病院に入院、全介助、意思疎通困難となった。病状安定後、

出身地での療養を家族が希望したため、当該県の拠点病院に依頼したが、在

宅療養を含めて受け入れ困難とされた。６０歳の母親が単身上京し、千葉市で

在宅療養を行う方針となった。

２．目的

千葉市での在宅療養支援から､ねたきりAIDS患者の在宅療養への移行とそ

の維持の成功の要因を明らかにする。移行期間は平成１６年１０月～１７年２月

２日の退院に至る４ヶ月間。在宅期間は退院後１７年８月までの７ヶ月間。

１．結果と考察

（１）在宅療養移行期間の支援内容

院内医療チームづくり：感染症管理治療部医師（主治医)、同師長、病棟担

当看護師、理学療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーで構成。専門的見

地と経験を生かし、在宅移行のための行程表を作成。定期的な会議をもち、

進捗状況を確認、問題点を明らかにし解決。住宅整備：病人の療養を目的と

した賃貸住宅確保が困難であったため、主治医、理学療法士の主導で千葉市

内に公団住宅を確保した｡経済基盤整備と負担軽減:生活費は障害厚生年金、

市福祉手当および母親の老齢年金で充当。身障手帳（免疫機能障害、肢体不

自由）１級取得し、更生医療と重度医療費助成により医療費負担を軽減。日

常生活用具等の給付により理学療法士主導で必要な介護用品を購入した。サ

ーピスプラン作成：担当看護師の指導により母親にケアの手技の習熟を図っ

た。病棟ケアスケジュールを母親と検討し、週間サービスプランを立てた。

サーピスチームづくり：サービスプランに基づき、支援費制度を利用して介
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護マンパワーを確保。母親、千葉市の区福祉担当者、地区担当保健師、訪問

看護ステーションおよび７介護事業所、院内医療チームで構成。サービスチ

ームの不安解消：退院前、サービスチームに対し主治医よりＨＩＶ感染症、感

染予防に関する一般的な情報を提供した。病棟ケア見学を複数回実施し、患

者の状態把握、母親の介助範囲を確認する機会を設定した。それぞれの役割

を明らかにし、共同で在宅療養の現場により即したサービスプランを作り上

げた。緊急時や事故発生時の連絡体制を構築し、バックアップは大学病院が

２４時間体制で責任をもって行うことを明確にした。

（２）在宅療養移行後の支援内容

サーピスチームの維持：退院後は１カ月半毎に定例会議を開催し、情報の共

有と在宅での課題を検討した。大学病院が、定時、緊急時、レスパイト入院

を含め全面的にバックアップ。院内医療チームが、サービスチームや母親の

不安や訪問看護師の疑問にきめ細かく対応した。母親の心理的サポート：チ

ームメンバー全員がそれぞれの立場から行なった。退院後は訪問看護師やヘ

ルパー、地区担当保健師との会話が気持ちの安定につながった。

（２）成功の要因

感染症の不安解消：退院前後にサービスチーム会議を開催し、情報提供と更

新、問題点の解消を適宜行った。大学病院の２４時間バックアップ体制により

ケアに対する不安を解消した。母親のケア習熟：感染リスクが高い手技に関

して、ヘルパーの介護は母親の補助から開始できた。退院後早期に、訪問看

護師やヘルパーの母親に対する信頼と支持が得られた。病名周知を母親が了

解：マンパワー確保の時点から、病名伝達の了解を母親から得た。これによ

り、ＨＩＶ感染者の介護に対する不安は大きいものの、関心を持って取り組む

意欲を示す事業所の選定が可能となった。母親と院内医療チームの良好な関

係：入院当初より発生した様々な課題に取り組む過程を経て、相互の信頼関

係、協力体制がすでに構築されていた。

２ ．ま とめ

ねたきりAIDS患者の在宅療養自体が未だ稀であり、ワーカーを含め病院ス

タッフも地域で在宅ケアに携わる専門職も経験が乏しく不安が高い。その不

安を明らかにし、いかに解消するかが在宅支援を成功に導く大きな要因と考

える。拠点病院への過度の依存ではない、地域一体となった支援体制の構築

により、ＨＩＶ感染者は状態に応じて適切な療養の場で医療を受けることがで

きるようになると考える。本報告は千葉大学医学部附属病院感染症管理治療

部横幕能行医師との協力により作成した。
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１－６

透析者のＱＯＬに影響する社会活動の諸要因

～質的調査によるＱＯＬ向上のカギ～

小田原循環器病院･東海大学大学院

東海大学

○伊藤良太

田中千枝子

【はじめに】透析療法は延命のための医療ではなく､社会復帰のための医療である

ことが求められ､透析者のＱＯＬの向上が重要な課題である｡６５歳未満の透析者が

50%以上いる現状では若年壮年期にある透析者のＱＯＬと社会活動である就学･就

労･家事.近所づきあいや町内会活動などの地域での活動との関係を検討する必要

がある。

健常者と比較して低いとされる透析者のＱＯＬについて社会活動(近所づきあい、

友人宅の訪問､趣味の活動)との関係から量的調査を行った｡その結果をもとにイン

タビュー調査を実施しＱＯＬと社会活動の関係を明らかにすることによって､ソーシャ

ルワークの質の向上につながる支援の方法を検討した｡透析者のＱＯＬに影響して

いる社会活動をソーシャルワーカーが支援することによって､透析者のＱＯＬが向上

することに寄与すると考えた。

アンケート調査の概要

【アンケート調査の方法】調査期間は2004年１０月～１１月の２カ月間｡対象は神

奈川県内において協力の得られた透析施設に通う２０歳以上から６５歳以下の患者。

そのうち調査に同意を得られた455人に自記式質問紙調査を実施した｡調査項目は

基本属性(年齢､性別､家族構成､就学･就労状況､透析歴)の他､ＱＯＬ項目は

WHO-QOL26日本語版を用いた｡さらに難病患者に対する主観的QOL尺度である

｢受容･志気｣の尺度､およびソーシャルサポートの評価にInterpersonalRelationship

lnventoIy(IPRI)の日本語版を用いた｡社会活動については､社会活動の種類(近所

づきあい､友人宅の訪問､趣味の活動)について程度､満足感を調査した。

【アンケート調査の結果】社会活動項目について因子分析したところ､以下の２因

子が得られた｡最初の因子は｢近所づきあい｣｢町内会、自治会活動｣｢近くの友人・

親戚を訪問｣｢地域行事(お祭り･盆踊りなど)への参加｣｢遠くの友人･親戚を訪問｣の

５項目に高い負荷量を示したので｢親しい人との関わり｣と命名した｡次に､「市民講
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座､各種研修会､講演会への参加｣｢奉仕･ボランティア活動｣｢趣味の会など仲間内

の活動｣、という内容から｢地域参加活動｣とした｡その２因子とＱＯＬ尺度の因子との

相関係数を算出した｡その結果｢受容｣を除く各ＱＯＬ項目は､社会活動項目の２因

子との有意な相関があった。

親しい人との付き合いや地域参加活動をしている人の生活の獲得､環境の満足、

志気は関連があった｡つまり就業活動以外の社会活動はＱＯＬに直接影響すること

がわかった｡この調査では就業ではなく社会活動をしているという生活に対する能動

的･積極的なことがＱＯＬに影響すると推察された｡つまり透析者の能動的な活動を

ソーシャルワーカーが支援することがＱＯＬの向上につながると考えた｡そこでアンケ

ート調査の結果､積極的に生きていくという社会活動支援のためのソーシャルワーク

を考えるにあたって､その人が積極的に活動できる要因について､社会活動のどの

ような要素が､ＱＯＬ向上に影響しているのかについて､質的探索的インタビュー調

査を行った｡詳細は当日発表する。

ＱＯＬと社会活動のモデル図
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２－１

医療ソーシャルワーカーの業務上の困難とスーパービジョンへの期待

一ソーシャルワーク・スーパービジョンの推進に関する調査から－

金城学院大学浅野正嗣

１．研究目的

ソーシャルワーク・スーパービジョン（以下ＳＶと略）は、社会福祉援助技術に

おける関連援助技術として位置づけられ､ソーシャルワーク実践において必要不可

欠なものといわれてきた。本報告でのＳＶはソーシャルワーカーの教育．訓練に焦

点をあてたソーシャルワーカーのための支援システムをさす。しかし、報告者が

1999年に行った愛知県医療ソーシャルワーカー協会の個人会員を対象とした調査

では、回答を得た１１７名のうち半数がＳＶを受けたことがないことが明らかにな

った。ＳＶは日本ソーシャルワーカー協会をはじめ日本医療社会事業協会、愛知県

医療ソーシャルワーカー協会など関連団体において取り組みがみられるが､福祉実

践の場では未だ十分に浸透しているとはいえない｡今日のように保健・医療領域に

おいて相談専門職が競合するなかで、医療ソーシャルワーカー（以下ＭＳＷと略）

が質の高いソーシャルワーク実践を展開するためには､実践を的確にサポートする

内部システムの確立を図ることが重要であり、そのための方法としてｓｖのシステ

ムを確立することは喫緊の課題である。本報告では、２００５年３月から４月におこ

なったＳＶの推進に関する調査をもとに、ＭＳＷの業務上の問題とその対処方法、

希望するＳＶの業務上の位置づけとその形態などについて考察する。

２．研究方法

馬蚕軍謂蚕I遮:愛知県医療ｿー ｼｬﾙﾜー ｶー 協会個人会員380人雄：
自記式調査票を用いた郵送調査遡固：２００５年３月８日～３月３０日回収率：

47.6％(181人）調査項目：(1)「基本的属性」１３項目（２）「ソーシャルワーク業務

について」４項目（３）「スーパービジョンについて」１４項目

凋罰而雨罰２趣:ＳＶ経験者2名(1名は個別SV経験者､１名はグﾙー ブＳＶ
経験者）方法：「聞き取り事前調査項目」に記入のうえ、約１時間スーパーバイ

ジー体験を自由に語ってもらった。塑且：2005年４月

３．結果

広~調査軍雨司』１基杢蝿性:回答者の74%(,35人)が｢経験年数,０年未満｣の
比較的経験の浅いＭＳＷで、７３％(131人)は「医療機関に所属」し、８８％(148人)の所

が「ＭＳＷを複数配置」している。８５％(154人)は「上司がいる」が、そのうち４６％
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2)ソーシャルワーク業務について

困る問題〉として「大変に困る」「すこし困る」の合計が半数を超える項目は、「ソ

ーシャルワーカーの専門性」５７％(103人）「業務に関するストレスの対処」５６％(101

人）「組織におけるソーシャルワーカーの立場」５３％(96人）「仕事の配分」５２％(93人）

「利用者への援助の展開｣５１％(92人)である。〈困った問題に対する主な方法>は｢カ

ンファレンス」３６％(65人）「スーパービジョン」３３％(60人）「コンサルテーション」

23％(41人)である。

3)スーパービジョンについて：〈スーパービジョンを受けた経験〉は６２％（112人）

<業務上で

目は、「ソ

(８３人)は「上司がＭＳＷではない｣。

困る問題〉として「大変に困る」「．

が「ある」と答えている。〈スーパービジョンを受けたことがない理由（複数回答)〉

は８４％（58人）が「職場にスーパーバイザーがいない」としている。「今後スーパ

ービジョンを受けたい」と７９％(143人)が回答し、そのうち８０％(114人)が「業務の

一環としての位置づけ」を希望している。その場所は「職場内」「職場外」に二分

される。〈受けたいスーパービジョンの形態〉の第一位は「個別スーパービジョン」

64％(９２人)である。〈スーパービジョンに対して積極的でない理由〉は自由記述で、

「時間がない｣｢必要性を感じていない｣｢スーパーバイザーがいない｣などである。

〈受けたいスーパービジョンの内容〉は「面接技法」「事例の援助の方法」「院内業

務の進め方」などである。

厄~罷而~雨雪
「スーパービジョンの契約」「スーパービジョンによる安心と不安」「スーパービ

ジョンと指導の関係」「スーパービジョンにおける学習段階」「スーパーバイザーの

養成」について当日報告する。

４．考察

ＭＳＷは､専門性や組織での立場､利用者への援助など幅広い問題を抱えており、

それら問題の解決方法としてＳＶに対する期待は大きい｡スーパーバイジーのニー

ズとして、ｓｖの実施においては職場内職場外のいずれにおいてもｓｖが実施でき

るような体制作りが必要といえる｡調査票調査および聞き取り調査を通して以下の

課題が明らかになった。ｓｖはソーシャルワーク実践の質の向上を目的とするもの

であり､①主として業務の一環として行うものであることを業務上明確に位置づけ

ること。②ｓｖの目的を双方が明確にするため契約を交わすこと。③職場内ｓｖに

おいては上司がＳＶを実践できるようにスーパーバイザー養成プログラムを構築

すること｡④職場外ＳＶでは受けたｓＶが業務につながるようなシステム作りを行

うこと。⑤ＳＶは１対１もしくはきわめて少人数で実施することを基本とするこ

と。これらの課題はｓＶを推進するうえで重要であり、引き続き検討していくつも

りである。
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２－２

医療ソーシャルワーカーにおけるバーンアウトと教育研修体制

東海大学大学院健康科学研究科修士課程○八巻加奈子

東海大学大学院健康科学研究科田中千枝子北島英治

1.はじめに

医療･福祉等ヒューマンサービス関連分野の職員はストレスが高く、そこから生

じるバーンアウトは職業病であると言われている｡医療機関におけるソーシャルワ

ーカーは、療養上の心理・社会的問題を抱えた患者に対して、その人と環境の間に

介入していく。患者とソーシャルワーカーを取り巻く社会経済上の現実は大規模な

変革が要求されており、それに対応するため従事者のストレスは強まる一方である。

しかし､医療機関における看護師などのバーンアウトに関連した研究はここ５年間

においても多数あるが、ソーシャルワーカーのそれに関連する文献や先行研究は、

福祉施設職員のものはいくつかあっても医療機関のそれは極端に少ないのが現状

である。

2．バーンアウトの先行研究

田尾(1996)は、クライエントとの慌しくゆとりのない関係が、バーンアウトの重

要な規定因であるとしている。こうした仕事の切迫感の他に自律性の少なさも関係

するといわれている。例えば、看護師は、医師からの指示に従わなければならず、

仕事の自律性が低いので、よりバーンアウトになりやすいという研究がある。

（､Clan,1987）ソーシャルワーカーにおける先行研究では、一般病院のMSWのスト

レスの実態と影響を及ぼす要因として、仕事量や責任の重さだけでなく、地位、収

入､評価､尊重､安定性､昇進等さまざまな要因が関係するといわれている。また、

個人的要因の他にソーシャルワーカーの配置数､組織での位置付け、兼任業務の有

無､退院促進の役割を担っていると認識される環境的要因の双方がストレスに影響

を及ぼしているという研究がある。（本家,2002年）

3.バーンアウトとその対処の方法

バーンアウトのさまざまな因果関係が先行研究で報告されているが､本研究では、

仕事の要求度やコントロール､上司や同僚からの支援というストレッサの要因とス

トレン（バーンアウトも含まれる）の関係に割り込んで、その歪みの態様を変える

－ ７０－



ことになるモデレータ（調整要因）に焦点をあてた。原因を取り除くよりは、対処

の方法､つまりコーピングによってバーンアウトを軽減することに意味があると考

える。特に積極的な問題解決や相談といったコーピングの他に、教育、研修の機会

を効果的なコーピングと考え、「教育、研究の機会を対処の方法としてもっていれ

ばバーンアウトは生じないのではないか｡」という仮説をたてた。（図ｌ参照）

図１：

ストレッサ

(ストレスの原因）

仕事の要求度

仕事のコントロール

上司・同僚の支援

デモレーター

（仲介要因）

問題解決

相談

コーピング

(教育、研修の機会）

ストレン

（ストレスの結果）

(バーンアウト含まれ

る）

情緒的消耗感

脱人格化

個人的達成感の低下

4.今後の課題

日本医療社会事業協会の会員調査報告(2004年)によると、９割以上が大学院・大

学卒である。福祉系・その他大学でソーシャルワークを学んで卒業したにもかかわ

らず、実践の現場においてバーンアウトを生じるのは、何故だろうか。継続した教

育、研修の機会によって、意欲的に仕事に取り組めることは重要であると考える。

医師であれば、２００４年４月から卒後臨床研修が必修化された。ソーシヤルカーカ

ーにおいてもサービスの質を確保し向上を図るには､質の高い担い手を養成する必

要がある。教育、研修の位置づけとして、多くの専門職協会・団体が初任者・中堅

者・上級者研修などを行っているが、それらの機会の拡大は、担い手の研修義務化

を考える段階まできているとさえいわれている。（佐藤,2001)今後の研究として、

教育、研修という要素が重要なのではないかと考える。

なお本研究は、２００５年度医学部研究ユニット(谷亀光則主任研究）によるものである。
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２－３

特定機能病院における長期入院患者の退院阻害要因

東京医科歯科大学医学部付属病院医療福祉支援センター

○米川亜希佐原まち子金子美智子神原奈緒美

１．はじめに

大学病院をはじめとした特定機能病院には高度専門的な医療を提供する社会的

役割がある。しかし、治療期間終了後も治療計画期間内に退院できない患者の数は

少なくない。退院後、医療や介護が継続的に提供され、安心した療養生活を送れる

よう退院支援は必要不可欠である。今回私達は、平成１５年度、１６年度の２年間に

当センターで扱った退院援助ケースのうち援助日数が４０日を超えた161ケースの

退院を阻害していた要因について分析を行った。また、この結果を今後の退院支援

にどのように役立たせることが可能なのかどうかを考えていきたい。

2．研究方法

平成16年度当院老年病内科との共同研究「厚生労働省研究費補助金（長寿医療

研究)高齢者の退院支援の標準化に関する研究」の中で作成した全国大学病院を対

象とした退院支援の現状に関するアンケートの３４項目《家族関係(5)、心理的側

面(4)、環境(8)、医療処置（14)、身体状況（３）》を用いて、平成１５年、１６

年の２年間に当センターで扱った退院援助ケースのうち援助日数が４０日を超えた

161ケースの退院阻害要因をチェックし、集計を行った。

3．結果

平成15年４月１日～平成17年３月３１日に当センターで扱った退院援助ケース

のうち退院援助日数が４０日を超えた１６１ケースについて、３４項目の退院阻害要

因をチェックしたところ、要因の１位「医療処置が問題で適切な受け入れ先がな

い」（91件・６０％)、「高齢者世帯（夫婦のみ・独居)」（91件・６０％)、３位「家族

の介護力が弱いまたは少ない」（７７件・５１％)、４位「受け入れ先の待機期間が長

い」（70件・４６%)、５位「自宅近くに施設や病院が少ない」（66件・４４％）以下省

略となった。また、退院阻害要因の１位となった「医療処置が問題で適切な受け

入れ先がない」にチェックがあった９１件の医療処置阻害要因に限定し集計したと

ころ、要因の１位「ＭＲＳＡなどの感染症がある」（29件・３１％)、２位「胃ろう・

鼻腔等の経管栄養」（26件・28%)、３位｢尿カテーテルまたは導尿している｣、「頻

回な吸引が必要」（２５件・２７％)、５位「IVHなどの点滴が必要」（１４件・１５％)、

６位「気管切開している」（13件・１４%)、７位「酸素療法が必要」（１０件・１０％）
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以下省略となった。さらに、患者一人あたりについてどの程度重複して医療処置が

あるかどうか集計したところ、平均値2.15、最大７となった。また、上記以外の

医療問題としては、「特殊な薬剤を使っている」「輸血が必要である」「酸素の使用

量が多い」「痴呆」「プリオン病等の数が少ない病気」等があった。

４．考察

退院阻害要因の１位である医療処置については、特定機能病院であり重篤な症

状・医療依存度が高いということがあり、当初退院阻害要因の多くを占めていると

予想されたが、平均値は２．１５あった。医療処置だけでは、重複していても直接的

に長期入院患者の退院阻害要因とは言えず､医療処置の他に社会的な要因が重複す

ることによって退院阻害要因になりうることがわかった。

退院阻害要因の２位以下は、家族関係・心理的側面・環境といった社会的な要

因が多くを占めている。阻害要因の多くが心理・社会的要因であるならば、そこに

コミットして退院援助を行うＳＷの役割は非常に大きい。

現代の医療事情が複雑化しているため、支援過程の中では、患者家族が医療環境

の変化を理解しにくく方向性の決定に時間がかかることがある｡同時に療養資源に

限界があり、「受け入れ先の待機期間が長い」「受け入れ先の入院費用が高い」等の

状況が加わるため長期化する傾向があると考えられる。

5．今後の課題

今回の調査は、当センターで２年間扱った退院援助ケースのうち平均援助日数

４０日を超えているケースを対象として行ったが、当院におけるデータが少ないた

め、今後、先行研究の分析、他病院と比較検討していきたい。
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２－ ４

高齢患者の退院における患者・家族の困難の諸要因

東海大学大学院健康科学研究科修士課程○大塚亜里

東海大学大学院健康科学研究科田中千枝子北島英治

１．はじめに

病院に入院すれば、“退院，'は多くの患者．家族にとって訪れる出来事であ

る。患者は入院することで医療と療養生活の場を医療機関から保障されるが、

“退院，'を促されると、それぞれの生活や人生の変更と決断をしなければなら

ないこともある。そして、退院に向けて患者・家族の社会的なリスクが高いと

医療機関側が判断するとソーシャルワーカーの援助が始まる。

このソーシャルハイリスクの枠組みは①退院後も疾病管理の必要があった

り、障害を残す可能性が高い傷病の医学的ニーズ②退院後の療養生活を送る上

で問題を生じやすいと予想される高齢者や単身者等の社会的属性からリスト

化されている。こうしたスクリーニングリストは医療機関の専門職種側の視点

で予測したものが多くを占める。このように患者・家族のリスクを医療機関側

の専門的視点で捉えると同様に、当事者の視点から「困難」の内容を調べ、患

者・家族のリスクを分析すること必要であると考えた。

ソーシャルハイリスクの枠組みを医療機関側の視点から患者.家族の視点に

切り替えて考えることは、病院の機能分化や在院日数の短縮等の、医療機関側

における諸事情が変化しても当事者の自己選択.決定を保障するために重要で

あると考える。

２．ソーシャルハイリスクの日本における先行研究

日本での先行研究は、原田らがＮＴＴ東日本関東病院「ソーシャルハイリス

ク基準の開発」として患者の疾患に関わらず、①介護に問題がある②６５歳以

上③退院後介護支援が必要な患者④患者の理解力に問題がある⑤入院前から

福祉サービスを利用していた⑥認知症の疑いまたは認知症がある⑦入退院を

頻繁に繰り返す⑧予後不良の疾患の８項目で開発している。また田中の社会保

険中央総合病院「スクリーニングリスト」では①年齢．世帯に関するもの②障

害に関するもの③疾患に関するもの④その他をリスト化して、ハイリスク患者

の援助漏れや不適切な時期からの援助開始を防ぐ研究を行っている。

３．調査方法

本研究では、ＡＤＬの変化や入退院の繰り返しや受け皿の問題、経済問題に
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直面することが多い高齢患者の家族を対象とした。

対象医療機関は一般急性期病院（１医療機関)。対象は６５歳以上の高齢患者

の家族で退院援助に該当する８４名に対して、ソーシャルワーカーがインテー

ク面接時で家族から聴取した内容を分析した。

４．結果

家族から呈示された項目を(表)に記載した。この内容には、患者・家族の医

学的ニーズ、社会的属性を除いた項目の他に医療機関側スタッフの関わり方、

対応に関する項目が含まれていた。退院援助を開始する前段階で家族に与える

不明確さが患者・家族側の要因と結びつき“ソーシャルハイリスク',となって

いれば、さらに困難を深める可能性もあると考える。

５．今後の課題

家族から聞かれた内容では“分からないこと”“不明なこと”がいくつか含

まれていた。これは、患者・家族の「困難」が必ずしも患者・家族側の単独な

要因で生じているとは限らず、医療機関側が関与する要因と関連しているとも

考えられる。今後は、この項目をクラスター分析して医療機関側の要因と患

者･家族の要因との関連性を考察して、さらに他医療機関で量的調査を展開し、

ソーシャルハイリスクの枠組みを考えていくことが課題である。

表

患者・家族側の要因 医療機関側の要因

入院中に家族の費用負担が生じている スタッフの制度説明がよくわからない

家族の健康状態が悪い 患者の言動にスタッフが対応できない

患者が一人暮らし 自宅退院を勧めるスタッフの関わり

家族の介護経験がない 退院を促されている

介護方法がわからない 退院時期が不明確

医療処置の手技がわからない スタッフとコミュニケーション取れない

将来患者に必要な費用 予後の説明がない

今後の人生設計が立たない ADLのゴールが不明確

入院前よりＡＤＬが低下している リハビリをしても頭打ちという医師の脱明

入院によって認知症が出現または進行 緊急時の入院の保障がない

入所施設に戻れない 病状経過の説明がない

＊本研究は東海大学医学部共同研究プロジェクト（谷亀光則主任研究）によるものである
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２ － ５

｢脳損傷」という出来事への家族の主観的認識と

その精神的ストレスの関連

甲子園大学医療福祉マネジメント学科赤松昭

１．背景と目的

近年，脳損傷による高次脳機能障害をもつ者とその家族への支援の気運が高ま

りつつある．しかしながら家族支援のための調査研究はまだ少なく，加えてその方

法についても本人の障害特性，あるいはサポートの欠如等によってもたらされる

「介護負担感」をどう軽減するか，という観点で検討が重ねられている．しかしな

がら，脳損傷という体験，すなわち本人と家族を襲った突然の事故や,脳疾患の発

病をめぐる一連の出来事を家族がどのように認識し,そしてそれが現在の家族の心

理社会的側面にどのような影響を及ぼしたかについて着目した研究は少ない.そこ

で本研究では「受傷(発病）・治療をめぐる体験｣，すなわち「出来事としての脳損

傷」を家族がどのように認識し，そしてそれが家族の精神的ストレスとどのように

関連しているのかを明らかにすることを目的とする．

２．対象と方法

対象は脳損傷当事者団体の会員(家族）合計213名．調査方法は郵送による自記

式質問票を用いた(調査期間2004年５月から６月まで).有効回収票は１２２票であ

り，有効回収率は57.3％であった．１)従属変数：心的外傷ストレス障害(PTSD様

症状)の測定に「改訂出来事インパクト尺度日本語版」（IES．R)，現在の精神健康の

測定に「精神健康測定尺度－１２項目版」（GHQ-12)，介護負担感の測定に「Zarit

介護負担測定尺度短縮版」（J-ZBI-8)を用いた．２)独立変数：本人の基礎属性等の

他、家族の脳損傷という出来事への主観的認職を尋ねる項目として、①加害者への

想い，②後悔の念，③医療者からの差別体験，④親戚・親族の対応，⑤以前の本人

の姿へのこだわり，⑥周囲の視線が気になる，⑦回復への望み，を設定した。独立

変数と従属変数間の関係をみるためには分散分析を用いた．

３．結果

集計の結果，脳損傷という出来事への主観的認識のいずれの項目も「強くそう

思う」と「そう思う」の合計が，「そう思わない」の割合を超え，受傷・から治療

に至る経過に家族は強い思い入れのあることがうかがえた．さらに、分析の結果，
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IES．Ｒと関連を示したのは，「②後悔の念」「④親戚・親族の対応」「⑤以前の姿へ

のこだわり」「⑥周囲の視線気になる」であり，GHQ･１２と関連を示したのは，「後

悔の念」「親戚・親族の対応」「元気な姿へのこだわり」「周囲の視線が気になる」

であり，Ｊ－ＺＢＬ８と関連を示したのは，「医療者からの差別体験」「親戚・親族の対

応」「以前の姿へのこだわり」「周囲の視線気になる」であった．いずれも，設問

に対して「強くそう思う」と回答する者の得点が高い傾向が示された．

４．考察

「脳損傷への主観的認識｣の多くの項目が各尺度と関連を示したという結果は，

ガン患者や臓器移植レシピエント等家族のストレス症状の出現が,治療体験への家

族の主観的認知と関連している，という先行研究結果(Ybung2003,瞳feb2002，

Kazakl998)と一致することとなり，他の傷病患者家族と同様,脳損傷者家族の場

合においても，受傷・発病から治療期に至る体験は，その後も精神的なダメージを

負わせるだけのインパクトをもっていると考えられる．「親戚・親族との関わり」

が全ての尺度と関連をみせたが，これは質問票の「親戚・親族はいろいろ言ってく

るが肝心な時には役に立たない」という質問文に反応していると思われ,サポート

がポジティブに働かなければ,近親者の存在もかえって家族のストレスを高めるこ

とになると考えられる．また「以前の姿へのこだわり」「周囲の視線気になる」も

同様に全ての尺度と関連を示し,本人の障害をどう受け止めるかということについ

て，家族は大きな葛藤を抱えていることがうかがえる結果となった．しかし一方で

「回復への望み」がどの尺度とも関連を示さなかったが，こうした希望は家族のネ

ガティブな感情に必ずしもつながるものではないことを示していると考えられる．

５．まとめ

本研究は，脳損傷者家族をいわゆる「障害者介護家族」ではなく，「事故とそれ

に続く治療場面でトラウマティックな体験をした家族｣という視点で新たに捉え直

し,それがその後の家族の精神的ストレスとどのように関連しているかを明らかに

したものである．しかしこの結果を，単に脳損傷者家族は「脳損傷という体験」の

ために様々の精神的ストレスに曝されている，という視点だけで捉えるのではなく，

家族が抱える多元的課題（事故をめぐる警察・司法とのやりとり，保険給付をめぐ

る保険会社との交渉等，保険福祉領域に止まらない課題が報検している状態）がそ

のストレスの高さに反映している，というように理解する必要があると考えられる．
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２－６

患者サポートセンターでの試み（アドボカシー看護師との協働）

伊勢原協同病院医療相談室

川崎弘子

（はじめに）

伊勢原協同病院では、2004年４月から医療相談室は患者サポートセンターとし

て機能している｡臨床研修医指定病院では患者相談窓口を設置することが必要とな

ったためである。厚生労働省の医療改革の中でＤＰＣの導入、在院日数の短縮の一

方、クローズアップされたのが「患者中心の医療」「医療の質の確保」である。患

者の医療における選択権を確保する為には､納得のいく情報提供が必要となってい

る。そこで筆者は、患者サポートセンターにアドボカシー担当を置く事を組織に働

きかけ実施に至った。

（患者サポートセンターの業務）

患者サポートセンターの業務は、下記のとおりである。（人数は常勤換算）

①ソーシャルワーク業務（社会．心理的な相談援助業務）２．５名

②ケアマネージャー業務（ソーシャルワーカーと協同して入院から在宅､在宅から

入院へという病院と在宅を結ぶ一貫したソーシャルワーク）１．５名

③アドボカシー看護師業務（患者にとって望ましい医療提供への援助）１名

④臨床心理士業務（患者、職員への心理職によるアプローチ）１名

これまで「チーム医療」の一端を担う職種としてソーシャルワークを行ってきた

が、昨年度より、小さな部署に複数の専門職が働いている。同じケースを対応する

場合の考え方､アプローチの違いをディスカッションする中でそれぞれの職種の視

点、価値の違いが伺えた。ここでは、アドボカシー担当の看護師とソーシャルワー

カー（以下ＳＷと記す）との違いに焦点を当ててみたい。

（看護師とＳＷの視点の違い）

田中千枝子氏は、看護師とＳＷの視点について「看護師とＳＷは常に協働して

いるチームメイトだが、同じ生活を捉えるのでも『療養生活』と『社会生活』とい

うように、基盤となる生活の捉え方と内容が異なっている。また、一人の人間の

LIFEの異なるところから発想して、逆の方向性で相補的に連携を取る必要があ

る」と述べている。

（アドボカシーヘの視点）

権利擁護･アドボカシーについて、北野誠一氏は、本人の自覚や情報と技術の確

保、サービス提供者を含む周囲への意識啓発を志向する。主にソーシャルワーカー

によるアシイステイブアドボカシーがある。アドボカシーは、その担い手による問
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ＳＷの視点 看護師の視点

（終わりに）

アドボカシー看識師の着目点は「患者さんのセルフケア能力を高めること」だと

いっている。これは看護の視点を生かした自己決定のアプローチである。またＳＷ

の着目点は、「納得のいく医療提供を求める為のアクセスの確保｣である。これは、

社会的な側面からの自己決定に重要な情報の確得につながる｡おたがいの違いを知

り尊重しあった上で､様々なバリエーションで患者の苦情対応を行い、院内への提

案、業務改善を実施した。この実践からアドボカシー業務という限定ではなく、通

常業務の上でも他職種との違いを認め合い、協働を生かす事ができる。そこには

我々の専門性が、他職種に認められる必要がある。ここに病院では少人数である

ＳＷ援助業務の展開の可能性が示唆されていると考える。

題意識の持ち方、ウエイトのおき方、アプローチの仕方が異なることによって目標

の設定が異なり、重層的に行なわれるべきものであるという。

また渡部律子氏は､患者や利用者の選択と契約における自己決定の支援が確立さ

れるべきであり、「ソーシャルワーカーという職業が最重要視する職業倫理．価値

である」としている。

一方、日本看護協会看護者の倫理綱領前文では「看護はあらゆる年代の個人、家

族、集団、地域社会を対象とし、健康増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和

を行い、生涯を通してそのままで、その人らしく生を全うできるように援助を行な

うことを目的としている。また条文で１.看護者は、人間の生命、人間としての尊

厳および権利を尊重する。４.看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重

し、その権利を擁護する｣。これは、看護師のアドボカシー業務を行なう際の重要

な倫理となっていると思われる。

（事例による考察）

氏名Ｙ，Ｋ氏男性（７２歳）病名出血性脳梗塞、認知症

家族より、医師の診療に対する不信、入院中の職員の対応への不満について苦情

の申し立てあり、看護師とＳＷが協働して対応。看護師は、医療提供の妥当性を

カルテの確認、医師、担当看護師へのインタビュー等で確認。ｓｗは係わった複数

の医師と家族との話し合いを持つ事を実施。両者で院内対応の調整を行った結果、

家族は不満を残しつつも了解され病院はいくつかの改善を実施した。
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表１ネットワークへの参加樋関

児童虐待防止ネットワークと医療機関の役割

上智大学高山恵理子

１．はじめに

2005年４月より､子ども虐待に関する第一義的相談機能が市町村に委譲され、

より住民に近い単位で、家族ケアが行われることになった。これに伴い、地域の

関係機関のネットワークの重要性はますます高まり、医療機関が一連のケアに一

定の役割を果たす必要性は増してきたと考える。筆者は、「市町村における子ど

も虐待に対応する相談員及び相談業務担当職員の研修に関する調査研究｣プロジ

ェクト（日本社会福祉士会)に参加したが､調査結果を通して児童虐待防止ネット

ワークにおける医療機関所属ソーシャルワーカーの役割について考察する。

２．調査概要

調査対象は市町村児童家庭福祉主管課である。調査対象は、政令指定都市を除

く全市（687）と、無作為抽出による町村（各全体の２０％［416町]、１５％［９０

村]）で合計１１９３市町村である。回収は６２３（回収率52.5％）であった。調査は

2004年１０月－１１月に実施した。

３．調査結果

児童虐待防止ネットワーク（ＮＷ）に関しては、(1)ＮＷの有無と形成時期、（２）

ＮＷ会議開催頻度とＮＷの機能(3)参加メンバーについて調査した。

(1)ＮＷの有無と形成時期：ＮＷは、404市町村(64.9%)に存在した。形成から４

年を経ているものが最も多く１０２件(25.2%)であった。

(2)ＮＷの会議開催頻度と機能:会議の開催頻度は年１回・２回が最多で合計249

件(61.6%）であった。機能については、８項目について調査したが（重複回答)、
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「具体的ケースの連絡調整」「相互理解」が最も多くあげられた。特に、この傾

向は会議開催頻度が１回．２回のグループで顕著であった。

(3)参加メンバー：表１のとおりで医療機関

は１４５件(38.6%)のＮＷで参加していた。表２医療機関関係の内訳(重複あり）

(4)医療関係参加メンバーの内訳

医療機関関係参加メンバーは、表２のと

おりで、医師の占める割合が大きかった。

４．考察

医療機関

病院・医師

医師会など

4１

2３

1０７

ＭＳＷ ６

ＭＳＷ協会 １

看護協会 １

調査結果より、ネットワークの機能は、「具体的ケースの連絡調整」と「メン

バー間の相互理解」が中心的であり、開催頻度は１－２回が最も多かった。医療関

係の参加は38.6%でみられ､その多くは医療機関代表と医師であることが判った。

医療機関所属ソーシャルワーカーは、図２のとおり、ＮＷへの参加はほとんど

確認できなかったが、以下の２点からＮＷ参加の意義は大きいと考えられる。

①初期介入を担当するＳＷの役割とスタンスの地域での共有。調査では、医療

関係のＮＷへの参加は、主に医師によって担われていた。これは、医師が機関を

代表している点、ネットワークが医学的な意見を求めているためと考えられる。

一方、病院所属のソーシャルワーカーは、虐待した親に最初に介入し得るソーシ

ャルワーカーである。この点で、今後のケア・支援を方向づける重要な位置にお

り、介入の際の姿勢を関係機関と共有することは重要であると考える。

②医療を完結する役割から地域ケアシステムの一端を担う役割のソーシャル

ワーカーへ。地域におけるネットワーク構築は、地域の福祉等の施設・機関が、

使命を共有し持てる機能を相互に結び付け､新たな資源を創設させることを意味

すると考えられる。医療ソーシャルワーカーは「業務指針｣に｢地域活動｣が挙げ

られているように、地域における積極的な関わりが求められている。

法改正に伴い､児童虐待に関して市町村が一定の役割を担うことになった結果、

｢虐待発見一通報一介入」から、「子育て支援一虐待予防・早期発見｣へと、児童

虐待対策の仕組みは現実に変化することが期待されている。このような動きの中

で、医療機関所属ソーシャルワーカーがネットワークに参加することによって、

児童虐待ケースに関わる際の対応を明確にし､それらの対応を地域のネットワー

クにて共有することは不可欠な備えであるといえるだろう。

（本報告は、独立行政法人福祉医療機構子育て支援基金助成事業である「市町村における子ども虐

待に対応する相談員及び相談業務担当職員の研修に関する鯛査研究」（日本社会福祉士会代表栗

原直樹）によっている。調査は、市町村が第一義的な相談を受けることになるのに伴い、市町村担

当職員に必要な研修内容を検肘することを目的に行われたものであることを付記する｡）
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３－ ２

実習教育教材開発研究

－精神保健福祉援助実習の充実を目的に一

○武田加代子（天理大学）

南彩子（天理大学）

巌弥生子(川越病院･天理大学）

１．はじめに

精神保健福祉援助実習を希望する学生が、何故精神保健の分野で実習をした

いのか、実習を通して何を学び、何を身につけたいのか、そのためには実習に

向けてどのような準備をしなければならないのかを明確にするのが精神保健

福祉援助実習指導である。精神障害者の社会復帰に向けての取り組みに関する

ビデオ教材は数多くあるものの､精神科ソーシャルワーカー(精神保健福祉士）

自身に焦点を当て、ソーシャルワークのプロセスが映像として表現されている

教材を見出すことは困難であった。そこで、精神障害の発症、入院、治療、退

院に至るまでに精神保健福祉士がどのように関わったのか、すなわち、援助の

各段階における課題やアセスメント、援助のポイントやその時に用いるスキル

等について学ぶことのできる視聴覚教材の開発が必要ではないかと考えた。今

回の報告はドラマ仕立てのＶＨＳ,DVD,及び手引書から成る実習教育教材の開

発プロセス、内容及び学生の講評である。

２．研究方法

（１）ブレインストーミング

本研究の趣旨を理解するメンバーによりブレインストーミングを行い、全

体構想を描く。メンバーは病院勤務の精神保健福祉士１人、精神科医師１人、

大学教員４人（内天理大学教員２人)。

（２）ストーリー創りと脚本化

実際の事例を下敷きに物語を創作する。

特にソーシャルワーカーがその時々に何を考え、何を感じ、どのようにアセ

スメントした結果どのような言動となって表現されたのかを徹底的に話し合

い、分析を重ね、出来上がったストーリーを脚本化した。

（３）撮影とその準備

脚本を実際に映像化するための絵コンテ、一部のキャスティング、撮影ク
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ルー等は業者委託するため、監督および業者との打ち合わせ、台本読み合わ

せを重ねる。

（４）ＤＶＤと手引書の作成

撮影されたＶＨＳ用の映像の中から実習指導及び援助技術演習に使用する

場面を選択してＤＶＤに加工する。さらにその場面をどのように授業の中で

用いるのかを解説するために手引書を作成した。

３．ＤＶＤコンテンツ

①クライエントから旅行のお土産をもらうことの是非

②入院形態の学習

③隔離室の目的・機能の学習

④ソーシャルワーカーとしての応答練習（１～３）

⑤ソーシャルワーカーのアセスメント

⑥記録やフェイスシートについての学習

⑦精神障害者保健福祉手帳

⑧ソーシャルワーカーの役割

４．結果

ソーシャルワーカーは内在化されたソーシャルワークの価値や倫理の基盤

に立って日当rの実践を行っているが、それらは外から伺い知ることが困難な思

考過程、何気ない視線や言葉の端々、ほとんどそれとはわからない態度や行動

となって表現されているのが常である。本教材はそれらを可能な限り目に見え

るかたちにして解説することにより、実践を伝達可能な価値と知識とスキルと

して理論化する試みである。

実習指導に導入してみて学生は精神保健福祉士の仕事がよくイメージでき、

実習課題の設定もしやすかったように思われる。学生の感想として「ソーシャ

ルワーカーがクライエントの意思を尊重しているところがよくわかった｡」「ク

ライエントの話をじっくりと傾聴している様子、クライエント自身からの情報

をうまく話しの中から引き出している場面がよくわかった｡」「ソーシャルワー

カーは座る位置にも配慮している様子がわかった｡」等々であった。

（本研究は文部科学省の高等教育研究改革推進経費の助成を受けて社会福祉

の実践教育法に関する研究として認可された研究の一部である｡）

－８３－



３－３

統合失調症のクリニカルパス作成の試み

～ソーシャルワーカーの視点より～

○長竹教夫（国立精神神経センター国府台病院）

相原和子（国際医療福祉大学）

はじめに：精神科でのクリニカルパス導入は､一般科に比較すると研究報告は少な

く、さらにソーシャルワーカーの実践報告は少ない。２００４年６月に国際医療福祉

大学精神保健福祉実習指導者会議においてクリニカルパス作成のワークショップ

に参加し､精神科においてもソーシャルワーカーの視点から独自のパスを作成する

意義を学ぶ機会を得た。中でも、精神障害の中には慢性的な経過をたどる疾患が多

いために「入院」という限られた時間を意識し、退院までを３つの時間軸（急性治

療期、安定期、退院準備期）で捉えたことは、－日単位の時間軸で構成されたパス

にのれなかったソーシャルワーカーにとっては重要な視点であった。そして、援助

プロセスを意識化して関わることで､ソーシャルワークの必要性を自他共に認識で

き､援助のアカンタビリティや評価にも耐えられる可能性を見いだしていきたいと

考えた。今回、ソーシャルワーカーの視点から統合失調症のクリニカルパス作成を

試みたので報告する。

研究方法:①精神科疾患の中で､精神科病棟入院患者の約６割を占め症例数が多い

統合失調症を対象疾患とした。

②統合失調症患者の社会復帰援助事例の中で､地域社会での生活に復帰できた代表

的な事例を１０例（初回入院事例、通院患者の入院事例など）を取り上げ、事例研

究を行った。

③退院までの時期を３期（急性治療期、安定期、退院準備期）に分け、各期におい

てＳＷがどのような視点で、どのタイミングで､何をしてきたかをＳＷ記録に基づ

いて振り返り調査した。

④各期ごとの患者アウトカムを設定し､アウトカムを達成するために必要と考えら

れる介入項目、チェック項目を考案した。

結果：右記に示したようなパスを作成した結果､①ソーシャルワーカーと他職種と

がオーバーラップする業務が多い中で、ソーシャルワーカーの独自の機能（入院時

の人権の確認、関係性の視点、ネットワーキングの大切さなど）が明確になった。

②３つの時間軸に分けることで､ソーシャルワーカーの専門的価値にのっとった業

務の遂行が可能になる。③新人教育や学生実習教育にも役立っている。
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時間軸 、性強塵期

A画(c威嘩Ｓｃ

鯖神通動興奮

攻砿性(自傷･他害）

幻覚妄思状蝕

介入項目

診断の確定､藁粕塵垂｡tｏ

治疫方針の決定

個室常時病状観察

国惟症状の膜静

医厨 自傷･他書の予防

身体衛生状態の確保･維持･管理

身体･衛生状鰹の確保･維持･管理

看厘 安全の建保(自園･他害の予防）

症状などの観察及び輯告

治療袖助(内困状混､食事摂取ctc

ＳＷ 介入について検肘

ＳＷについて鯉明

ニーズの把掴

療饗田‘境､経済的問題.社会

生活問題など

入院形皿･告知の確1９

軍震阻僅の鍾璽

入院時アセスメント

アウトカム 安心して入院できる

璽性塗窒後安定期

P“tac唾c故Eb趣ｎｔｊｍ〆､Ｓｃ

愈性期症状の消退後に生じる人格

の退行

大部屋随時病状観察

規則的な日常生活リズム回復･縫待

院内(病棟)作案･レク活動への参加

障害の受容･病偉への促し

嗣藁習慣の獲得

基本的な病者の人格制限の解除

症状の観察及び報告

患者･家族の意向の不安の把橿と院内スタ

ツフヘの連絡

安全の確保

日常生活自立のための支橿

心理･社会的問囲への対陸上画壁

経済的､鰹養廻境など

叶今牛‘活能力及び関係性のアセスメント

身体面、家族関係．対他関係能力、

対象関係（学校、会社、社会など）

エコマッブ作成

哩陪後の生活イメージを置浬

過院に向けての院内関係恵稲との連撹、

強化

鯵療方針の砿箆､眼藁管理､病状

の把橿．

退醒計閣今墜

~おかれている~状湿の理解が進む
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退院阜僅期

Re雨g創釦俄麺ze

色性容状､退行の回復

対人関係の安定

外出･外泊(同伴→単独)できる

社会復揚への不安

開放(痢棟）

外出(同伴･単独）

外泊･外来通院への動橿付け

家族･知人面会

通院後の治痘計囲､社会復蝿計画

診断の再確哩

症状の観察及び報告

(外出･外泊等の珂境変化による

産化etc）

退院計圏に基づいた日常生活の

自方賓堀

退院先の場の破保

アパート、社会復帰箆設など

への見学、訪問

退院後の生活安定確保

外来通院砿保､経済的安定建保､凪藁

磁保.危檀対応へのスキル

家族紋育

院内外の関係樋閣との連絡回竪

退院時ケースカンファレンス

サポートﾈｯﾄﾜｰｸの構築

週睦唆に取り組むべき扉題を磁浬

安心して地城への退院を迎えられる

外来･通院

デイケア

復嘩

復学

眼薬･外来

通院の励行

通院状況磁配､生活

状混の確浬(訪問

等）

地域生活支援センタ

一等地域の関係檀

関との逮挽

日立妻浸(就字､就

労など）

自立Ｌた地域での生

活の鮭鱗



３－４

クライエントにアセスメントを“語る'’

一その意味と重要性一

西陣病院山本みどり

１．はじめに

「アセスメント」という言葉が､対人援助の領域で頻繁に使われるようになった。

ソーシャルワーカーにとってもアセスメントは重要な援助プロセスであり、十分そ

の意味が検討されなければならない｡なかでも重要視される"アセスメントの共有”

は、本当に意識的に実践されているのだろうか？厳しい時代を超えていかねばな

らない今、援助の原点にあるワーカー・クライエント関係をソーシャルワーク・ア

セスメントの場面から再考する。

２．援助プロセスに変化をもたらす背景

援助プロセスにクライエントが積極的に参加し､クライエントと意見の一致を見

ながら目標に向かうという援助のあり方は､ソーシャルワークを構成する重要な要

素である。しかし、次のような社会的状況を背景に、ワーカーの関心が眼前のクラ

イエントから離れ､両者の関係をさほど意識しないまま援助が進む傾向にないだろ

うか。

（１）専門業務のマニュアル化

（２）アセスメントツールの開発と依存

（３）他職種から求められる“分かりやすさ”

（４）サービスのマネジメントが援助の主流に

（５）効率・スピード・短期決戦の担い手としての期待

（６）プロセスより結論

（７）組織の後ろ楯を得たソーシャルワーカーの“力”

３．事例から

【事例Ａ】

Ａ氏は５８歳、大手企業の部長職にある。遠く郷里で独居生活を送る母親が骨折

で入院の後、「要介護１」で老人保健施設に入所中。１ヵ月後の退所が決まってい

た。Ａ氏宅では同居できる状況になく、このまま遠距離を通い続けるにも体力の限

界を感じていた｡母は初めての入院で気弱になり､安心を理由にオムツが外せない。

聞きかじりの情報を頼りに､母を連れてＡ氏の居住地で三ヶ所のケアハウスを見学

した。期待に反し「元気な人が対象」と難色を示されたが、交渉の末、一ヶ所の申

請を済ませていた｡母も同意していると言う。Ａ氏は落胆や焦りを抱えながら、“短
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期間に転々とすることなく､家族が行き来しやすい入所施設"の情報を求めていた。

【事例Ｂ】

実家近くの婚家に住むＢ氏は、昼夜を問わず“被害”を訴えて攻撃的に動き回る

父親（独居）の介護に悩んでいた。頑固で思い込みの激しい元来の性格をベースに

した認知症状、Ｂ氏は父に対する否定的な感情を募らせ、葛藤を強くした。やがて

日常生活にも困難が出始め、Ｂ氏は介護サービスの利用を切望した。一方、従来の

経験から、自分の家への強いこだわりや集団に馴染めない父に、それが容易でない

こともわかっていた。サービスの利用を成功させるために、慎重なアセスメントが

必要となった。

＜アセスメントを“語る”ことによる進展＞

【事例Ａ】母への思いの表出。母が歴史を刻んだ郷里での生活を再考することを決めた。

【事例Ｂ】在宅生活の模索をあきらめず、関わり続けながら父への理解を深めていった。

４．“語る，'意味

（１）（クライエントにソーシャルワーカーを）開示する

（２）（クライエントにソーシャルワーカーの）思いを伝える

（３）クライエントの自由な参加を得る

５．“語る”ことから生み出されるもの

（１）一般的な情報提供だけで終われない

（２）ソーシャルワーカーの意識がクライエント（困難を抱える“人"）に向か

う

（３）そのことがクライエントに伝わりやすい

（４）関係の対等性を感じとれる

（５）援助の相互作用を促進する

（６）クライエントの直接的な評価にさらされる

（７）ソーシャルワーカーの“力'，の弊害に気づかされる

（８）ワーカー・クライエント関係における暖昧さの改善につながる

（９）ソーシャルワーカーを伝えるチャンスになる

（１０）アクション志向を創り出す

６．結び

「アセスメントを“語る''」とは、クライエントに思いを傾けたソーシャルワ

ーカーからの意識的な行為である。このことは、“アセスメントを共有する，，実

践イメージをより明確にし、ワーカー・クライエント関係の進展に役立つものと

思われる。

－８７－



３－ ５

要介護外来患者に対する院内介助の現状とＭＳＷの役割課題

一神奈川県のケアマネジャーを中心に実施した実態調査報告から－

○横浜第一病院逢淫詳子・順天堂大学医学部附属順天堂医院吉田雅子

〃 白石純子・横浜船員保険病院庄子忠雄

１．はじめに（問題の背景）

わが国の疾病構造の変化(慢性疾患の増加)、医療機関の機能分化､身体障

害者の増加、国民の高齢化に伴い、医療機関を受診するにあたり、介助が不

可欠な患者が増加してきている。そうした患者の多くは、介護保険のヘルパ

ー介助で受診していた。しかし、昨春の介護報酬改定により創設された「通

院等乗降介助｣は､介助の動線と介助目的の明確化が求められ､いわゆる「院

内介助」は、基本的には各医療機関が実施すべきものとの基本認識が、厚生

労働省より示された。ここで言う「院内介助」には、従来ヘルパーが担って

きた部分が含まれており、介護保険関係者の間では、その解釈をめぐった混

乱が生じている。しかし、この問題に関して、医療関係者の認識は浅く、連

携も不十分であり、結果として、患者や家族に新たな負担（自費など）を課

す事態を生んでいる。

２．目的

そこで、透析医療に携わるＭＳＷが中心となり、介護保険関係者らとの協

働で、この「院内介助」の現状と課題とその中でのそれぞれの職種の役割責

任を明確にすることを目的に、実態調査を行った。

３．対象及び方法

２００５年５月、院内介助に関する自主的意見交換会を経て、神奈川県の介

護支援専門員協会と医療アクセス権プロジェクトの協働で､ケアマネジャー、

ＭＳＷを対象に、郵送自記式質問紙調査を実施した。

４．結果

1)回答総数673人(有効回答率99.11％)｡ケアマネジヤーは626人(90％)、

ＭＳＷは３５人（5％）であった。
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２）医療機関における院内介助の実施状況は、その場にいるスタッフがケー

スバイケースで対応しているという実情であった。

３）７０％以上のケアマネジヤーが院内介助をケアプランに組み込んでいた。

その理由としては、利用者の希望はもとよりケアマネジャーが必要と判

断しているものが９０％であった。

４）院内介助をケアプランに組み込む場合の要点アセスメント項目は以下の

通りであった。（記載事例１７４をＫＪ法により分類）

身体的理由精神的理由病状家族状況医療環境

３６％２２％９％２３％１０％

◆◆◆◆◆◆◆◆･－一理

5）院内介助問題の所在に対する意見としては、以下のものが多かった。

（自由記載339をＫＪ法により分類）

1位 介護保険制度に問題あり

２位 国・自治体行政の認識の違いに問題あり

３位 各専門職の力量に問題あり

6）院内介助問題解決への提案意見としては、以下のものが多かった。

（自由記載３３９をＫＪ法により分類）

1位 介護保険制度の中に院内介助を位置づける

２位 医療機関の中に院内介助専従スタッフの導入を位置づける

３位 国･自治体行政へのソーシャルアクションを展開する

５．考察

現在、国・地方自治体ともに、「院内介助は適切なアセスメントの基にケー

スバイケースで対応する」との態度である。そこには、保険者である行政側

の責任を、現場に委ね回避する姿勢が窺える。その姿勢が現場に混乱をもた

らしている要因であることは明らかである。また、ケアマネジヤーのアセス

メントの要点を分析することで、受診受療のアクセスに支障のある患者に対

する、医療機関の認識の薄さと対応の遅れが、問題の背景にあることが明ら

かになった。このことは、ＭＳＷとしては、業務指針にある受診･受療の支援

としての専門的役割が期待されるところであると考える｡院内介助の問題は、

介護と医療と福祉の密接な連携なくしては解決できない問題であり、ＭＳＷ

も含めたチームアセスメントの導入が必要であることが明らかになった。
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３－６

ソーシャルワーク部門における受付業務の検証

一ﾘｽｸマネジメントの視点から一

同志社大学○野村裕美

兵庫医科大学橘高通泰

兵庫医科大学病院伊賀陽子､杉本淳子､橘尚美

鳥巣佳子

神戸学院大学宮崎清恵

1.はじめに

ソーシャルワーク部門における受付は、その施設機関のソーシャルワーカーとクラ

イエントが初めて接触する重要な場所である。インテークワーカーが設置されていな

いところでは、最初の接触の過程がほぼインテークにあたると指摘されている。（仲

村2003:３１）また時には､受付においてインテークから契約までの過程をふむ場合

もある。契約は、援助を出発させ進行させる基礎・前提だけでなく、援助の終結を成

功に導く基礎をもつくるという意義も指摘されている通り（尾崎１９９９：103)、入口

を保障することは援助そのものを保障することであると認識する。

兵庫医科大学病院医療社会福祉部では、受付にソーシャルワーカーが座り、部を訪

ねる人々や電話の対応を当番制で担当している。数年前より、部の知名度の上昇、利

用率の上昇、また介護保険制度の登場やその他社会保障制度の改正等に伴い、援助を

必要とする問題が急増し、患者､家族、関係者等実に様々な人々から、様々な様相を

呈して受付に持ち込まれるようになった。いかにして援助としてつないでいくか、そ

の対応に頭を悩ませてきた。また同じ頃、業務の煩雑化、部員の入れ替えや増員等に

よる部内の再編及び再建が急務となる状況下、部員間のコミュニケーションがうまく

機能せず、受付がうまく機能しない等という事態が起こってきた。

以上の経緯から、２００２年受付での活動を記録化する試みを始めた。これまで記録

に残らなかった活動、すなはち、受付にもちこまれた問題を、面接担当ワーカーに引

き継ぐことなく受付のワーカーが対応して済ませたケースを「ミスレイニアス記録」

に蓄積することとした。どのような判断で、どのように対応したかを記録することを

義務化した。２００３年よりデータベース化し、部員がより早く、より共有しやすいか

たちに整えた。

2研究目的

従来記録化していなかった受付でのワーカーの活動に目を向け、援助過程における

初期段階のワーカーの関わりの重要性を明らかにすることを目的とする。その第一段

階として、ミスレイニアス記録を蓄積しその実態把握に努めた。第二段階として、受

付はリスクの好発箇所であるとの仮説から、ミスレイニアス記録よりリスクの検証を

行なう。リスクの検証により、クライエントのために、ワーカーがより安心してより
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質の高い援助を提供できるための新たなしくみづくりを目指すこととする。

3.対象･方法

データベース化したミスレイニアス記録200ケースを対象とした｡方法として第一

に、ミスレイニアス記録の問題分類をコード化し、相談形態分類（来談・電話の別)、

相談者分類、問題分類等データベースから全体像の把握をした。第二に、200ケース

の中からヒヤリハット事例だったと思われるものを抽出した。第三に、ヒヤリハット

事例として抽出されたケースをＳＨＥＬ分析を参考にしてリスクアセスメントを行

ない、受付業務におけるヒヤリハット事例の共有化を図った°

4.結果

・問題は以下１４項目に分類できた。（1:制蒔11用に関する相談２:各種申鯖書類に関する相談

３：特定の情報に関する相談４：当院に関する相談５：生活保護受給者に関する相談６：身元不明・身

寄りのない患者に関する相談７：クライエント紹介･相談予約８:(１１､完患者の相談９：当事者でない人

からの相談１０：医銅有談１１：他機関他施設からの紹介・申し送り１２：面接拒否・匿名相談１３：コ

ンサルテーション１４：医学生霜護学生実習指導）

・ヒヤリハット事例は、２００件中６７ケースが抽出された。制度利用に関する相談、

特定の情報に関する相談、各種申請書類に関する相談、面接拒否・匿名相談に多く

見られた。

・分析したヒヤリハット事例は発表当日紹介する。

5.考察

受付には、何らかの問題を抱えた人々が解決への希望や即答を求めて入ってくる。

場の限界性がありながら、クライエントの希望を考慮しつつ、援助関係をつくり、援

助へとつなげる取組みが求められる業務であり、部門の受付にはソーシャルワーカー

が配置される必要性を認識した。

6.まとめ

本研究をもとに受付業務に関するマニュアルの改正等行ない、業務の標準化とリス

クマネジメントをキーワードに受付業務の充実化を図りたい。

7.文献

仲村優一（2003）『仲村優一社会福祉著作集第３巻社会福祉の方法』旬報社

尾崎新（1999）「契約技法」『社会福祉援助方法』有斐閣

受理の流れ
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１－１

遷延性意識障害者の実態調査から明らかになった身体障害者手帳の問題点

○松田陽子日高紀久江紙屋克子

筑波大学大学院人間総合科学研究科

【研究目的】遷延性意識障害者（以下「意識障害者」とする）の身体障害

者手帳（以下「身障手帳」とする）は肢体不自由で取り扱われているが、

サービス提供に必要な障害者の身体状況や要介護の実態は明らかになって

いない。２００１年の予備調査に始まり、２００３年、２００５年に在宅遷延‘性意識

障害者の実態調査を実施した。

2003年４月、意識障害者は身体障害者福祉法を根拠法にして支援費制度

の対象になったが、制度の施行６ヶ月後の調査では、通所型サービスの利

用が極端に少なく、ホームヘルプ・サービスの時間提供は地域間格差が大

きく、吸引や経管栄養など医療行為を必要とすることから、措置から契約

という新制度はできたが身障手帳ではサービスを活用できないという実態

が明らかになった。２００５年の調査では、介護保険施行後の６５歳以上の人

の身障手帳保持者が多く、重度心身障害者医療費助成制度活用への連動と

考えられた。これらの結果から、介護保険適用外の若年・成年の意識障害

者は、要介護高齢者との比較において、介護をはじめとした意識障害者に

対するソーシャル・サポートは不十分であり、福祉サービスの利用状況な

どで制約をうけている事例が多く見られた。とりわけ、意識障害者は肢体

不自由で取り扱われているため意識障害という障害像に対する行政の理解

が少ないために、十分なサービスを受けられないという実態も見られた。

そこで、本研究では意識障害者の生活実態や障害の状況から、現行の身体

障害者手帳の問題点を検討した。

【研究方法】ｌ)2003年に遷延性意識障害者・家族会に所属している意識障

害者と主介護者を対象に、①自記式質問紙調査を実施し、②要請のあった

ケースいついては家庭訪問を行った。③分析対象の居住自治体には、制度

の電話聞き取り調査を行った。２)2005年には、茨城県保健福祉部の協力に

より、市町村・訪問看護ステーションを介して意識障害者と主介護者を対

象に自記式質問紙調査を実施した結果を基に分析を行った。
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【結果】２調査の有効回答数は１１７名であり、意識障害者の性別は男性が

７５名（６４４％)、女性が４２名（35.6％）であった。平均年齢は４１．３±22.0

歳（7~９４歳)、発症原因は交通事故、脳血管疾患の順に多かった。ほとん

どの意識障害者のＡＤＬは、食事･排世･移動等全般において全介助を要し、

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取れないと答えた人が６９名（59.0％)、どちらともいえないが

２３名（１９．５％)、とれると思われる意識障害者は２０名（17.1%）で、その

手段は意識障害者の表情、まばたき等であった。意識障害持続期間は５～

１０年未満４５名（38.5%)、１０年以上が３３名（28.2%)、３～５年未満が２６名

（22.2%）であった。医療行為では気管切開・吸引４７名（402％)、経管栄

養７５名（64.1%)、振措処置１８名（１５．４％）であった。

１１７名中１１０名（94.0%）が身障手帳を所持し、その内１０８名（98.1％）

が１種１級であった。また、障害程度等級表の肢体不自由区分として、上

肢と下肢の障害組み合わせが３５名（30.7%）と最も多かったが、上肢・下

肢・体幹が２２名（１９．３％)、体幹のみが１６名（14.0％）で、手帳交付まで

の期間は、１３．２±16.2ケ月（l～125ケ月）であり、５年以上時間を有した

意識障害者は３名いた。表記名は千差万別であり、意識障害を端的に示し

た表記は見られなかった。さらに、ショートステイの利用者は２７名

（23.0％)、ガイドヘルパーの活用は３名（2.6％）であった。

【考察】以上の結果から、意識障害者と身障手帳の活用の問題点として、

①日常生活用具活用では、ベッドの活用はあるものの移動用リフトなどの

活用は限定されていること、②身障手帳の障害名の記載が肢体不自由であ

るために障害の理解が得られておらず、介護の必要なサービスが構築でき

ていないこと、③常時の介護を必要とする意識障害者の在宅介護は、家族

に多く負わされ介護者の高齢化とともに疲労度を増していること、さらに

④意識障害者の社会的支援は、意識障害者と家族の生活に直結する課題で

あることが考えられた。

【結論】在院日数の逓減化等により従来ならば入院していた意識障害者が在宅

療養・生活するケースが増加したが、若年・成年の意識障害者は障害特性から

身体障害者福祉法のみでその福利を享受することは難しいことが明らかにな

った。身障手帳１種１級であってもその枠内における障害の幅が広くなり、今

後は障害を理解しやすい表記名の記載が必要であるとともに、身障手帳におけ

る通所型サービスの整備が急務の課題であると考える。
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１－２

特別支援教育に関わった事例から

医療法人こうどう小児科

森朋子

1.はじめに

開業医の外来小児科でできるソーシャルワークはどのようなものがあるだ

ろうか？これは私自身が自問してきた問いであり､模索してきた道でもある。

小児科というと乳幼児期の母親との関わりをメインに想像される方も多いだ

ろうが、実際に大きな問題として生じてくるのは学童期・思春期における学

校との関係である。これを調整することの重要性をひしと感じている。病気

や障害をもつ子どもたちの進路相談、就学前健診・担任面談等、学校生活に

ふれるにつれ、平成１３年にだされた「２１世紀の特殊教育の在り方について」

に興味を抱いた。また宇治市という地域にも恵まれ、多くの事を考える機会

も得た。そこで特別支援教育に着目した事例を振り返り、検討を試みたい。

２．宇治市の特別支援教育の体制

宇治市は平成１５．１６年度に「特別支援教育推進体制モデル事業」の総合推

進地域の指定を受け、支援体制整備のための「校内委員会」「特別支援教育ｺ

ｰヂｲﾈｰﾀ-」をすべての小・中学校に設置した。もともと宇治市は子育て支援

に力を入れている地域でもある。地域子育て支援基幹センターを中心に、社

会福祉協議会や民間児童委員の協力による子育てサークルも数多く、保育園

２２園、幼稚園１３園も連携している。小児医療に関しては開業医１３件、病院

６件（内救急２件）と恵まれている。なかでも母子保健サービスは充実して

おり、発達相談員の熱意で就学前フォローシステムまで立ち上げられ、これ

が特別支援教育の前段階として機能していくことを目指している。

３．ソーシャルワーカーが必要かを試すために

個人医院は院長の目指すものが大きなカラーとなる。「こころの相談」を強

調しない。病気をきっちりみる。ちょっと聞きたい、質問したいという気持

ちを相談とせず、それはごく自然に普通なこととしてできる環境をつくる。

これを実現したくて私は相談室をつくらず職種を名乗らないことを決めた。

診察の時は常に待合室・受付にいて、いつもいる人、ちょっと聞ける人にな
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ることを第一の目標とした。同時に大切な事は特別に時間をとる、何かあれ

ば調整・相談にのってくれる人であることを、職種を名乗らずどこまで伝え

られるかを課題とした。医師らに自分の視点と存在を伝える努力も続けた。

院長は役職（園医・校医、特別支援教育連絡協議会委員、府の乳幼児保健

委員会、医師会の子育て支援委員会、児童虐待ネットワーク委員、子育てサ

ークルの講演依頼等）を生かしての情報収集と地域連携に力をいれている。

ソーシャルワーカーは常にフロアーにいて問題をひろい、すべての相談窓口

としてアセスメントをとり、時間と相談内容の調整･検討等にあたっている。

４． 事例紹介

昨年かかわったケースから事例を報告する

ＡＤＨＤ － ２ 例 Ｌ Ｄ － ２ 例障害児教室－２例

５．考察

どれほど整備された体制でも、どんなに力をいれた支援でも完全なるもの

はなく、そこにひっかからない、網からもれていく子どもたちがいることを

忘れてはいけない。それは必然であり、行政に問題があるわけでも責任があ

るわけでもない。その発生するであろう必然的なもれを受け止めていく補完

的な役割が必要である。自分たちが役割を意識すること、行政と協力するこ

と、独自な方法で関わった結果を行政に報告すること等が課題となる。大切

なのは「何故もれたか？」をともに検討する支援体制であろう。

６ ．まとめ

小児科外来での相談を機能的にこなしていくには、やはりソーシャルワー

クが必要となる。少子化社会といわれるが、私たちの目の前にある子どもを

取りまく問題が少なくなった訳ではない。小児科医の減少に伴い、一人の小

児科医、小児科医院が担う仕事量は増えるばかりである。時間がすべてを制

限し、効率のよい時間の使い方が鍵となる。相談窓口を確実にし、時間や相

談内容の調整をしなければすべてが滞ってしまう。相談をうけるという看板

をあげると待ちをだしてしまい、予約の仕方に工夫が問われる。待ちを作ら

ない、必要な時に必要な相談がくめる環境づくりを目指していきたい。
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１－３

高齢者虐待事例への支援とＳＷの役割に関する一考察

介護老人保健施設ふれあいの丘天野智子

【はじめに】

Ｈ１８年４月、高齢者虐待防止法が施行された。これにより、通報の義務・努力義務、地域

包括支援センターの立ち入り調査等が規定された。また、介護保険法の改正に伴い老健特養

等で、虐待発生保護必要時は、一時的な定員超過も法的に可能になった。昨年１年間で、当

施設の初回利用相談件数（入所施設ｻー ﾋ'ス・短期入所療養介護・通所ﾘﾊピﾘﾃー ｼｮﾝ）は、

７７０件だった。そのうち、ＳＷが関わった高齢者虐待の事例が１１件あった。その中で、

生命の危険にさらされていた短期入所（以下ｓＳ）ケースで、ジェネラリストアプローチを

用い、ＣＬを囲む資源の変容を促すことで、家族が療養の場の選択をしたプロセスを取り上

げたい｡本事例では､ＳＷがアプローチした場面をあげ､仕会資源との相互作用の展開から、

ＳＷの役割を考察したい。

【当施設の概要】

当施設は、施設入所・ＳＳ・通所ﾘﾊﾋ゙ ﾘﾃー ｼｮﾝｻー どｽを提供する介護老人保健施設である。入

所定員は９０床（全床一般棟。常時２～５床のSSへ．ツド含む)。入所・ＳＳの利用対象は、介

護度１～５．経過的要介護・要支援１．２で、病状が安定し入院・治療の必要がなく、看護．

介護・リハビリを中心とした医療的ケアの必要な方としている。法人内に急性期・亜急性期

の医療機関があり、緊急時の連携が図れること等から、地域の中で、医療依存度の高い方

（例：胃ろう１２床（ＳＳｌ床含む）・インシュリン・ストマ・ペースメーカー．留置カテ

ーテル・末期癌・貧血・腎機能障害他）でも受け入れている。

【事例の概要】（ＣＬの了解を得ているが、詳細はプライヴァシーを考慮し一部変更）

当事者：Ａさん９４歳女性要介護度２ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症老齢福祉年金受給

：Ｂ県ケアハウスに入居していたが、独居生活困難となる。

家族状況：長女（７３歳）と２人暮らし。長女は、約７０年前、里子に出され、２０年前に１

度会ったきりだったが、１年半前、長女にＢ県ｹｱﾊｳｽより連絡。長女は、ただ抱

きしめてほしかった思いから本人を引き取り在宅介護開始。

生活状況：本人が居室から外に出ないようつつかえ棒がされている。

：「本人が食べないから」と、食事・水が与えられていない。

：ＣＭから入所を勧めるも、健康診断書の費用負担や通院できない、経済的

負担「夏までは本人がもたないと思う」という理由から、受診・入所を拒否。

利用資源：Ａ医院家族受診１回/月Ｂ居宅支援事業所ＣＭ
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Ｂ通所介護３回/Ｗ当施設ｼｮｰﾄｽﾃｲ１５日間/月・・・・栄養補給・入浴・リハビリ

【支援の契機】

Ｈ１７年４月本ケースを前任ＳＷより引き継ぎ援助開始。４月ＳＳ帰宅時ＡＤＬ自立だ

ったが、半月後の５月ＳＳ利用時は、拘縮が進み歩行不能。体重３５ｋｇから２７ｋｇに減少。

利用中食事の他栄養ゼリー補給。退所時は３４キロに体重増加。しかし、リハビリをしても

拘縮した体は完全には元に戻らず、送迎バスの停まる通りから玄関までの歩行も不能。ＣＭ

が訪問介護送り出しによるＢ通所介護の利用や入所を提案する。家族は「本人が夏までもた

ないから」とＳＳ以外のサービスを利用しないことを決定。生命の危機が生じた。（※援助

の展開は、当日パワーボイントを用いて説明する｡）

【ListerによるＳＷ援助における機能と役割・本事例におけるＳＷの役割】

ＣＬが生きやすいよう、環境の変容のため、支援者のとる１８の役割

１:直接サービスを供給 ①個々の問題解決(相談者支援者)の役割②家族療法の提供者

する機能 ③グループワークサービス提供者④エデゥケーター:教育･情報提

供者⑤その他(入所･貨幣他）

２:システムを連携連結させ ⑥仲介者⑦ケースマネージャー調整者⑧調停者⑨弁護者

る機能

３:資源システム維持機能 ⑩組織の評価者⑪ネットワーカー(促進者）⑫チームﾒンバー

⑬相談援助者(コンサルテーション）

４:リサーチ機能 ⑭調査評価者:ＣＬとサービス資源が適応しているか評価

５:システムの管理開発機能 ⑮ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発者⑯計画者⑰政策と手続きの開発者⑱保護者．

弁護者

※本事例において果したＳＷの役割＝

【考察】

高齢者虐待事例への支援においては、関わるサービスの継続利用ができること、適切な医

療を受けられるよう連携を図ること、各機関スタッフが本人・介護者を責めず方向性の統一－

を図ること、本人を保護するのみでなく、介護者がこれからの生き方・本人との関わり方を

選択してゆけるよう支援する必要がある｡虐待防止法施行により緊急ｓｓや地域包括支援セ

ンターの関わりが始まった。制度変化に伴い資源の機能も変化する中、世帯を支えるネット

ワークを開発してゆく必要もある。老健の利用者は、傷病・加齢による障害を抱えながら在

宅や施設でサービス活用し療養している。医療・福祉・在宅の視点も持ち合わせる老健ｓｗ

として、施設機能を最大限に引き出し活用しつつ、長い療養生活の中でのＣＬの変化、ＣＬを

とりまく資源・環境の変化・関係の中での相互作用をキャッチすること。その時々に必要な

支援機能・役割を見極めること。そして、資源システムの変容を促し、資源間のバランスを

とり、ＣＬを支持し、ＣＬが意欲をもって生きやすいよう支援してゆくことが重要である。
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１－４

釜ケ崎における高齢日雇い労働者の生活と健康の実態

一社会的高齢者虐待の視点から－

四天王寺国際教大学大学院人文社会学研究科・

NPOHEALTHSUPPORTOSAKA 逢坂隆子

はじめに釜ケ崎（大阪市西成区）は全国最大の日雇い労働市場（寄せ場）であ

り、約２万人の日雇い労働者が住んでいる。これらの日雇い労働者の平均年齢は

ほぼ５５歳、高齢化が進んでいる。バブル経済の崩壊後、日雇い求人が減少し、

５０歳を超えるとまず日雇い仕事にありつけない。常時日雇い労働から失業し、

野宿を余儀なくされている高齢ホームレスが釜ケ崎だけでも5,000～6,000人暮

らしている。ここでは、釜ケ崎における高齢日雇い労働者の生活と健康の実態

について高齢者虐待の視点から報告したい。

対象と方法①野宿者が多くを占める大阪市高齢者特別就労事業登録者を対象

に健康診査（胸部間接ｘ線検査・血圧測定・血液検査・身長体重測定）ならびに

問診（生活と健康に関する聞き取り調査）を３年間（０３年～０５年）実施。問診

と健康診査の両方の受診者数は､０３年９１７人､０４年１，２３８人､０５年は１，４４６人。

高齢者特別就労事業とは５５歳以上のホームレスを対象に、大阪府・市が財源を

拠出し、ＮＰＯ釜ケ崎支援機構が受託して営まれている失業対策事業。（登録した

ら、月３～４回公園や道路の清掃に従事し、5,700円／日が支払われる。特掃とも

呼ぶ）集合場所は釜ケ崎内②釜ケ崎にある三角公園横で０４年胸部間接Ｘ線検査

と問診（受診者数６０人）・０５年胸部ＣＲ結核健診車（レジタルレントゲン車）に

よる結核健診・血圧測定・問診（受診者数９４人）

いずれも､疫学倫理指針に基づき本人に充分な説明を行い､同意を得て実施した。

結果１)高齢ホームレス者の生活実態:①の問診の結果､対象者が寝泊りしてい

る場所（重複回答）は、野宿（32.8%)、釜ケ崎地区シェルター（30.2%)、簡易宿

舎（23.3%）など。野宿者はその他の人に比べ、健康上問題のある人の比率が高

い、とくに歯の状態が劣悪で治療を受けることができていない、夜の不眠、スト

レスの健康への悪影響を訴える人が多い､食事内容が劣悪で１日１食も食事をと

ることができない人が多い、必要な保健・福祉・医療サービスを受けていない。

2）①の健診結果：実施した１７健診項目のうち、１項目以上に要医療と判定され

た人は３４．１%、要精検も含めると74.8%・国民栄養調査結果と比較すると、＊や
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せの割合が高い＊重症高血圧者の割合が４倍以上､野宿者の方が重症高血圧者

の率が高い。＊貧血が多い＊血清総コレステロール、トリグリセライドが低い

人の割合が高い。＊血糖値については糖尿病の恐れのある140mg/d１以上の人が

1割を超える。３)①の３年間の結核健診結果：各年とも結核有所見者割合は約３

割、要医療者は約2%にのぼる。野宿者の方が結核健診要医療者の率が高い。（②

の結核健診では２年とも受診者の約３%が要医療）

考察１)一般の同年齢男性に比し高血圧者が多い要因：生活のストレス、飲酒者

が多いこと、服薬によって血圧管理をしている人が少ないことなどが考えうる。

｢やせ｣｢貧血｣が多いのは食事の量・内容が極めて貧困であるためである。

2)３年間にわたる特掃ホームレス健診とそれに続く健康相談継続の効果：ホームレ

スの健康についての意識・行動の変容二医療機関受診者の増加・特掃集合場所の

自動血圧計による血圧自己測定者の増加など‐０３年に比して５０歳代･６０歳代と

も血圧値が改善した。特掃の仕事従事中に死亡するものが毎年でていたのが０３

年からはゼロになった。３）０４年．０５年の健診は、関係機関・団体と充分な事前

調整をし、連携体制づくりに時間をかけた。結核要医療が発見されたホームレス

にはＮＰＯ・大学などの関係スタッフがマンツーマン的サポートを行なうことによ

って必要な医療からの脱落を防ぐことができた。ホームレスの結核問題は克服困

難なものではなく､生活実態･行動形態にあわせた戦略的な結核対策を行なえば克服

可能なことを示した。４）本研究参加者が中心となって、ホームレスなど保健・

福祉・医療の手の届きにくい人々を支援するために｢NPOHEALTHSUPPORT

OSAKA｣を設立し､０６年４月からは、釜ケ崎を中心とする結核対策を大阪市保健

所と協働して行なっている。

まとめ以上述べたような釜ケ崎における高齢日雇い労働者の生活と健康の実態

は、生命維持に足りる最低限度の生活さえ保障されているとはいえないものであ

り、餓死・凍死をはじめ予防可能な死因によって死亡するものが、あとを絶たな

い（０３年本学会第１３回大会報告)。これらの高齢日雇い労働者の多くは土木・

建設産業関連の日雇いとしてわが国の経済成長を底辺で支えてきた労働者たち

である。社会全体として緊急にとりくんでいくことが欠かせない。

このまま放置することは"社会的な高齢者虐待"といわざるを得ない。

本研究は日本学術振興会科学研究費を得て実施した（研究代表者：逢坂隆子)。ご協力く

ださった研究者・ボランティア、大阪予防医学サービスならびに兵庫県健康財団、関係機

関・団体の多くの皆さまに深謝する。連絡先： t-ohsaka2002@hcn､ｚａｑｎｅ・ｊｐ
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１－５

潰傷性大腸炎患者へのソーシャルワーク援助

一援助内容データベースから一

兵庫医科大学病院医療社会福祉部○橘尚美

同志社大学社会学部野村裕美

兵庫医科大学社会福祉学橘高通泰

１．はじめに

潰傷性大腸炎は厚生労働省特定疾患治療研究事業の対象とする疾患の一つ

である。原因不明で治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残す恐れが少なく

ない、いわゆる難病である。クローン病と並び、大腸の粘膜に慢性の炎症や潰

傷を引き起こす炎症性腸疾患（InflammatoryBowelDisease：IBD）の一つで

あり、男女問わず特に若年者に多く発症する｡症状としては血便､下痢､腹痛、

体重減少等の再燃と緩解を繰り返し、単に経済的な問題のみならず患者の日常

生活に大きな影響を及ぼす。日常的な薬物療法等による体調管理、食事管理、

増悪時には外科治療も必要となり、患者を支える家族の負担や精神的負担も大

きい。

２．研究動機

我が国における潰傷性大腸炎の患者数（特定疾患医療受給者証交付件数）は

年々 増加しており平成１５年度には77,571人と把握されている。原則患者数が

５万人以下である希少性が特定疾患の条件に掲げられていることから、本年８

月、厚生労働省は潰癌性大腸炎患者の医療費補助対象を重症者に絞り込む方針

を発表した。今後漬癌性大腸炎患者の抱える問題は、経済的支援の道が狭まっ

た上に、更に複雑化、多様化することが予想され、ここで改めて過去の支援を

振り返ることでこれらの問題に対する理解をより深めることを目指した。

尚、本研究については、同メンバーにより第１４回日本社会福祉士会社会福

祉学会で報告した、同じ炎症性腸疾患であるクローン病患者へのソーシャルワ

ーク援助との比較研究も今後行っていく。

３．研究目的

炎症性腸疾患の専門治療を行う兵庫医科大学病院には、近畿圏および全国各

地から患者が専門治療や最新治療を求めてやってくる。

本研究では､潰傷性大腸炎患者に対する当院での過去のソーシャルワーク支

援を振り返り、①潰傷性大腸炎患者の心理・社会的問題を整理すること、②心

理・社会的問題への具体的支援のあり方を考察することを目的とする。
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４．研究方法

医療社会福祉部では、日常業務で使用しているケースカードや日報記録等は

各様式に記載される内容をすべて電子化して登録している。本研究ではカード

型データベースソフトにて管理されているケース台帳をもとに、そのフェイス

シートの基礎項目データおよび終結時に入力する援助内容区分データを主な

分析対象とした。

５．結果（2006年３月３１日時点まで、あるいは時点のデータ）

・医療社会福祉部総患者数24968人／内潰傷性大腸炎の総患者数790人

・男女別人数男性４００人／女性388人（不明２人）

・来部時の年齢幅男性１１歳-82歳（平均３１．７歳）女性９歳－７８歳(32.2歳）

・年代別では､20代30代での来部が392人(49.6%)と最も多く､４０代156%、

５０代12.8%と続き６０代以降の来部は全体の9.6%を占めていた。

・診療科別については消化器内科（旧第４内科含む）が４６８人（59.2%）と圧

倒的に多く、次いで第二外科が２７６人（34.9%）であった。その他は第一外

科、整形外科、神経内科、産婦人科、精神神経科などであった。

・紹介経路別では、医師309人(39.1%)、本人１４４人（18.2%）が大半を占め

ている他、家人８０人（10.1%)、看護師６９人（8.7%）であった。

・支援回数（オープンまたはりオープンした回数の合計）は、１回が５７８人

（73.1%)、２回が１２２人（15.4%）と続いている。回数の幅は１回から８回

で、２回以上の支援を行っている割合は全体の26.8%であった。

・年度毎の実人数推移1996:３８人/97:４７人/98:６９人/99:９３人/2000:105人

／2001：１１５人/2002:１１５人/2003:136人/2004:１１４人/2005:１０５人

・援助内容区分は、経済的問題の解決・調整援助が圧倒的に多い。続いて療

養中の心理的・社会的問題の解決援助、受診・受療援助、退院（社会復帰）

援助へと広がりをみせている。

・支援回数目毎の主訴の分布は、特定疾患、身体障害者手帳、障害年金、３２

条（現自立支援医療）等の制度利用に関するものから、療養不安（ストマ

ケア等の在宅療養不安、就労不安等）に関する相談に広がっている。

６．結論（まとめ）

主たる経済的援助の他にも、高齢患者や他疾患合併患者（精神疾患等）等患

者層の多様性が特徴的であり、その多様な主訴への対応が求められる。今後、

社会保障制度の谷間に陥る患者が更に増加していくことも予想され、それらの

不安へいかに対応していくかが援助の質を左右すると考察された。
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１－６

HIV感染症による長期療養者への支援と

ソーシャルワークの課題

関西学院大学○小西加保留

【背景と目的】

ＨＩＶ医療技術の近年の進歩は著しく、１０年前までのように発症すれば死に直

結する病という状況は改善され､慢性疾患といわれるまでになったが､感染者．

患者数は、広い年齢層に亘って増加傾向にある。また医療機関へのアクセスの

遅れによる治療困難､薬による副作用､合併症に加えて､加齢現象などにより、

障害や要介護状態を伴う長期療養者が漸増傾向にあり、新しい支援の課題とな

っている。即ち、こうした長期療養を安定して支える場の確保が困難で、現状

では、福祉施設サービスや療養型病床群の受入れ拒否、免疫能の安定した感染

者の複数病院での社会的入院の繰り返し、在宅医療体制の不備などが指摘され

ているところである。

このようなＨＩＶ医療の現状に対するソーシャルワークの課題には、対人支援

における課題、支援環境の創出のための課題、ソーシャルワークに内在する課

題など、ミクロからマクロに亘る内容が考えられるが、今回は特に長期療養者

に関する対人支援と環境創出の課題について考察することを目的とする。

【方法】

調査Ｉ：｢HIV感染者の社会福祉施設利用受け入れに影響するサービス提供者側

の要因」平成１５年度科学研究費補助金萌芽研究、および、調査Ⅱ：「拠点病院

における長期療養者の受け入れ体制に関する研究」平成１６～１７年度厚生労働

省科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV感染症の医療体制の整備に関す

る研究」分担研究（主任：木村哲）の結果を踏まえて、HIV感染症による長期

療養者に対するソーシャルワークの課題について考察する。

【結果】

調査Ｉ：対象；身体障害、知的障害、児童養護、精神障害者生活訓練施設、全

2377施設、有効回収数：９９９施設、２８４３票、ＨＩＶ感染者の受入れ経験は、２２

施設、今後の受け入れ努力と拒否感はいずれも６割であった。受入れに影響す

る因子は１２因子に分類され、全ての施設でほぼ共通に「他者への対応困難感」

が（－）に、「性への陽性価値観」が（＋）に影響していた。また問題意識を

－１０４－



高く持って「性への対応困難感」を感じている人が、受け入れに対して積極的

であることも示された。その他、施設の個別性への配慮の必要性、現場に即し

た的確な知識を研修の有効‘性、コストの課題、抗体検査の実施や健康管理など

の課題が見出された。

調査Ⅱ：免疫機能は安定してもPMLやＨＩＶ脳症、その他脳梗塞などのために、

身体障害や知的能力や認知症等の障害が残存し、在宅生活が困難で、主治医が

入院治療の必要がないと判断した後も病院で長期療養を継続する感染者(本研

究による「長期療養者」）は、拠点病院３６４病院中、回答のあった２２１病院の

約４分の一に経験があり、１７年度の追調査においては、８２事例中、必要な入

院期間を超過した事例は６８例、超過した平均月数は９．１ケ月であった。長期

療養に繋がる阻害要因として、医学的要因、医療機関の課題、患者．家族、制

度・システムと支援体制の問題が抽出され、促進要因としては、万全の診療体

制、豊富なネットワーク、コーディネーターの存在、トップのリーダーシップ

などが挙げられると共に、チーム医療の有用性が示された。

【考察】

調査Ｉ、Ⅱを通じて、ＨＩＶ感染者を支援する際の対となるキーワードとして、

生活と医療､知識と態度､制度・システムと連携、リーダーシップとサポート、

主体性・意思決定支援と関係‘性の樹立が課題になると思われた。即ち、医療の

質の担保と共に、生活を支える社会福祉的視点が不可避であること、そのこと

への医療機関や社会福祉施設の知識と態度の育成と、それをリードするトップ

のリーダーシップの重要性、またそれらを繋ぐ院内外連携システムへのソーシ

ャルワーカーらのコーディネート機能の重要性、そしてそれらを支える人員や

コスト上の保障が課題となることが示唆されたと考える。

以上の支援上の課題を達成するためには、ソーシャルワーカーは自らの専門

性を支える価値・技術に基づいた支援の貫徹、実態を明らかにするための実証

レベルの研究、研究に基づく社会的活動（啓発活動の展開や、研究･学会レベ

ルでの制度・施策への要望など）が、実践現場と研究者の間で有機的継続的に

実行されることが求められる。

今回はこれらのソーシャルワークに関わる実践を紹介すると共に、今後の解

決課題についても整理しておきたい。
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２－１

関係機関を支える技術援助

一兵庫県老人性認知症センターの実践と考察一

兵庫医科大学病院○鳥巣佳子、渡遥延子、鈴木康子

兵庫医科大学橘高通泰

１．はじめに

認知症と共に生きる人は、高齢社会の進展に伴い増加している。老人性認

知症センター（１日：老人性痴呆疾患センター）は、厚生省によるゴールドプ

ランの一環事業として各道府県（東京都を除く）に設立された。兵庫県老人

性認知症センターは平成２年２月に近畿圏初の認知症に関する専門機関とし

て開設されたが､介護保険法の改正等に伴い平成１７年度末をもって事業廃止

となった。当センターは、利用希望者が継続していることから、実施主体を

兵庫医科大学病院に移して稼動している。今回の研究では、センター業務の

ひとつである「外部保健医療・福祉関係者への技術援助」について介護保険

法実施前年からの実践を分析し、介護保険のもとで関係機関からセンターに

求められた役割と、今後期待される役割について検討する。

２．兵庫県老人性認知症センターにおける技術援助の内容

センターの技術援助は、電話あるいは来所による相談に対して行われる。

援助は専任のソーシャルワーカーが担当し、個人を対象とした具体的な相談

については個別援助ケースとする。

相談内容は実績報告のため「相談窓口」「診断希望」「介護技術」「福祉サー

ビス希望」「施設入所入院希望」「家族支持援助」「その他」に分類される。援

助内容は「情報提供収集」「方針協議連絡調整」「療養相談助言」「施設資源紹

介」「その他」に分類される。今回の研究に際して、援助内容として困難事例

への助言を抽出して「対応方法検討」を独立した項目として追加した。

３．考察

相談件数は実数で平成１１年度が６４件、１２年度が４１件と減じたが、その

後は増加しており平成１７年度は８９件であった。相談形態は「電話」が９０％

以上であったが、ケアマネージャーの出現により「来所」が増加している。

すべての年度で医療機関（開業医・病院）が５０％前後を占める。行政機関

（市町村・保健所）は１５％前後、介護保険関連機関（介護保険施設・ケアマ

ネージャー）はｌO～20％で年度によりばらつきがある。ケアマネージャーは

増加傾向にあったものの１７年度は減じた。ただし、個別ケースにおいてはケ
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アマネージヤーの紹介によるものが増加しており、センター機能を理解した

ケアマネージャーが適切に直接利用者を紹介していることを示している。

医療機関については開業医がほぼ50％以上を占める。職種については、医

師が３０～40％、看護師が１０％前後、ソーシャルワーカーが５０～60％を占め

た。相談内容については、医師からは「相談窓口」「診断希望」でほぼ１００％

を占める。「施設入所入院希望」がごくわずかにあるものの、これは家族が周

辺症状に困り受診して医師がその場で電話相談をされたものである。また、

看護師は医師の代理で相談することが多く、相談・援助内容は医師と同じ傾

向を示す。認知症の鑑別診断や開業医で対応できない入院入所の問題という

医療面についての援助が求められたことを示している。

一方、ソーシャルワーカーの相談内容は「相談窓口」が５０％前後を占める

が「施設入所入院希望」が３０～40％を占めるのが特徴である。介護保険の定

着に伴い、施設入所よりも、周辺症状が強い時期の緊急入院可能な病院や、

他の疾病の治療が必要な認知症患者の入転院など医療機関利用についての相

談が中心になっている。また、援助内容でも「対応方法検討」が平成１４年度

から出現しており、これは他職種には見られない｡施設資源紹介だけでなく、

困難事例への対応について援助が求められたことを示している。これはソー

シャルワーカーからは退院援助に代表される医療面と患者家族の生活問題と

いう多方面からの援助が求められたことを示している。

４．今後の課題

今後、地域包括支援センター（介護保険法）や地域生活支援事業（障害者

自立支援法）が、老人性認知症センターが実践してきた援助を担当すること

が想定される。即ち、関係機関を支援する相談機関として、より専門性の高

いソーシャルワークを実践する必要がある。しかし、これらの機関は総合的

な高齢者・障害者支援を目的とするため、認知症への専門援助については経

験により機関ごとにばらつきが生じることも予想される。

これらの新しい相談機関が今後期待される役割を実現するには、所属する

ソーシャルワーカーが認知症患者と家族の抱える医療や介護の問題と心理・

社会的問題への理解を深めることが重要である。同時に、多様な生活問題を

抱える利用者を見守る関係機関の相互連携を図ることが不可欠と考える。

また、認知症を診断治療する場であり、認知症患者が更なる病を得て訪れ

る場でもある医療機関で相談援助にあたる医療ソーシャルワーカーが、医療

と生活をつなぐ専門職として、患者と家族だけでなく彼らを支援する関係機

関をも支えていくことが今後の課題となると考える。
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２－２

ストレングス視点の援助の実際

一母を失いつつある引きこもり青年の事例を通して一

東日本循環器病院○佐藤麻衣子

日本福祉大学田中千枝子

1．はじめに

医療現場における多くの職種は、「病気などによる悪い部分(病理・欠陥)」の原因に着目

し治療を行う医学モデルを用いることが主流である。そこで、院内における唯一の福祉職で

あるＭＳＷが行う、ストレングス視点の援助とは、どのような形で展開できるのか事例を通し

て検証した。プライバシー保謹の観点からＣｌ本人に了承を得て、研究報告に至った。

2．先行研究

Dejong＆KimBergの解決栂築モデルは、長所志向であること、Ｃｌとの相互作用による解

決構築志向であることなど、ストレングス視点の要素を多く含んでいる。また、Saleebey

は、ストレングスの援助原理について、①すべての人間にストレングスがあるという原理、

②苦しみを挑戦と機会の源泉とする原理､③ワーカーがクライエントの願望を真剣に受け取

る原理､④ワーカーとクライエントの協働関係の原理､⑤すべての環境は資源に充ちている

という原理、という５つの原理を説いている。ここでは、Saleebeyの説いた、「生き残り

の質問｣、「支援的質問｣、「例外的質問｣、「可能性の質問｣、「尊重する質問」を用いて事例分

析を行う。これらの質問を用いて分析することにより、いかにしてＣｌのストレングスを引

き出すことができるか検証した。

3．事例

Ｃｌ(４０歳･男性)は、両親との３人暮らしで、親戚とは絶縁状態であった。父は電気の仕

事を生業とし、Ｃｌもそれを手伝っていた。持ち家であったが、収入は年金(月７万)と仕事

での収入(月２万程度)のみで、不足の生活費は借金をして補っていた。

Ｘ2年６月、父の脳腫癌が判明し当院入院。３つの病院をドクターショッピングし、入院し

た際には既に末期で呼吸器管理となる。母とＣｌから、「主治医からは悪い話ばかり聞くので

ムンテラを受けたくない。個室代も払えず困っている」と相談あり。ＳＷはムンテラ設定、

室料減免申請を行った。その数日後、母より「両親の他界後、息子のことが心配だ。夫(父）

が息子を手放さなかったため外部とのつながりもなく、友達もいない。夫の仕事を手伝う以

外はひきこもりのような状態だった。精神科受診歴もある。今までは夫がすべてをやってく

れたためどうしてよいかわからない｡」との話があった。しかし、その直後、妻も脳腫癌で
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あることが判明し当院入院となった。その数週間後に夫は他界し、妻も自己退院し、外来に

も通院しなくなった。

（父他界から４ヶ月後）母の縛癒がひどくなり、食事もできないとのことで、救急車にて

来院。これまでの間に、Ｃｌ自身にて生活保護申請をし、母の介護をすることと持ち家を売

却することを条件に受給となっていた。Ｃｌは、母の入院により生活保護が廃止になる不安

や家で看取りたいことなどにより入院を蹄曙していると語った，そこで、ｓｗはＣｌと共に生

活保護へ電話にて相談すると同時に、翌週の外来予約とそこからの入院予約を確保し、在宅

での訪問看護やヘルパー・福祉用具の手配を行った。

数日後、Ｃｌが母の介護に限界を感じ、当院へ入院。ＣｌはＳＷに対し、「(物事を自分の代わ

りに)決めてほしい。代行してほしい｡」と訴えた。そこで、ＳＷは自らの役割を「その人ら

しいやり方を理解し、解決を共に目指す仕事であり、便利屋ではない」と説明し、必要に応

じて相談の予約を取るよう伝えた。予約面接において、息子は漠然とした不安を語ったが、

相談の中で｢母が他界した後、自分はどのように生きていったらよいかわからず不安だ｣とい

うことが次第に明らかになった。そこで、ＳＷはSaleebeyのストレングスを引き出す質問を

用いて、Ｃｌが自ら語る内容から不安を理解し、息子自身のやり方を共有し、どのように生

きていくかを共に検討した。

4．結果

Ｃｌは、両親が他界した後の自らの人生について、１人ですぐに働くということではなく、

精神科を受診することで｢仲間を作って共に頑張りたい」と語った。また、精神科を受診し、

病気を治療することで生活保護を継続する材料とした。Ｃｌは「(両親が他界し、ＳＷに相談で

きなくなっても）１人でも生きていけそうだ。まずは精神科受診から始めたい」と語り、面

接は終了した。その２日後に母は他界した。以上のように、ストレングス視点の援助は、「問

題と言われるような状況」においても有効であると考えられる。発表に際してＣｌに了解を

得たところ、現在は精神科のデイケアに通院し、生活保護を受給しながら生活しているとの

ことであった。Ｃｌは、「パニック状態であったが、『自分自身がやらなければいけないこと』

を明確にすると頑張れるのだと思った｡」と語った。この解決方法はＣｌ自身が自らのやり方

として見出したものだ。本事例を通して、Saleebeyの５つの原理を実践において実証し、

Ｃｌのエンパワメントへとつなげることができたと考える。しかし、ストレングス視点は、

ＳＷ個々人の面接技術及びアセスメント能力の違いにより限界があるように感じる。つまり、

ＳＷ全体における、それらの能力の底上げをどのようにして行っていくかが今後の課題であ

ると考える。

－１０９ －



１５０ ２００

苦情対応から業務改善へ（アドボカシー看護師との協働②）

伊勢原協同病院医療相談室

川崎弘子

（はじめに）

当院では2004.4月より医療相談室にアドボカシー担当看護師を置く事を組織に

働きかけ実施に至った。発足より２年半経過して苦情・提言の個別対応から

現場の業務改善、病院上層部への提案等「患者中心の医療」実現のために活動の

幅が広がっている。過去２年間のデータから業務を振り返り、アドボカシーアプ

ローチについて発表したい。

（投書「皆さまの声」と苦情、提言のデータ）

"皆さまの声"年度別件数
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１
１
１
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提言,170Ｈ１７ お褒め,６７

_…....__---...」
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Ｈ1７

‐
Ｉ

対応ケース年度別件数
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ｌ

ｌｌ
召の他卜
１１

Ｈ1６

140件

－１１０－

2０４０６０８０１ ０ ０ １ ２ ０

投書「皆様の声」は平成１６年度１５４件から平成１７年度２４３件に増加している。

提言、相談の直接対応も平成１６年度１１６件から平成１７年度１３６件に増加してい
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Ｈ１６

診療部

提言･混合の対象部署と年度差

０
０
０
０
０
０

仲
５
４
３
２
１

く

同日目目 回国回回中回
Ｈ１６

医療技術部

る。投書への返信相談の終結までの専任担当が増加の原因と考えられる。

Ｈ１６

看護部

Ｈ１６

事務部

Ｈ１６

全体

（アドボカシー対応の視点）

これまで担当部署がなく病院であいまいにされていた苦情内容をアドボカシー

担当看護師と共に集積､分析することによって当院の弱点が徐々にではあるが明ら

かになってきた。

現在開始から２年半たち現場では医師、看護師、その他職員がアドボカシー看

護師の報告、提言に耳を傾け、また自ら気になる事項の相談を持ちかけるようにな

った。事態が悪化する前に予防対策の協議を実施している。

しかし開始して１年ぐらいまでは「懸命に治療をしているのにそのような事を

言われる覚えはない」「おかしな患者がそう言っているのだ」という医師を中心に

各スタッフに反発が数多くあった。看護師、ソーシャルワーカーと共に誤解や不信

はコミニュケーション不足から発生していることが多い事を粘り強く伝え､患者や

家族との対話の機会を持ち信頼性の回復を実施した。

（終わりに）

社会福祉士倫理綱領では、「行政・社会との関係１（専門的知識・技術の向上）

ソーシャルワーカーは、常にクライアントと社会の新しいニーズを敏感に察知し、

クライアントによるサービスの選択の範囲を広げる為自己の提供するサービスの

限界を克服するようにし、クライエントと社会に貢献しなければならない」と書か

れている。

ソーシャルワーカーが看護師とともに協働して患者相談窓口を担当することは、

非常に厳しい患者、家族の苦情、批判にさらされる毎日となった。

その試みから昨今の厳しい医療情勢病院はこれまでにない「質の評価」を問われ

る事態になっている事が実感できた。

ソーシャルワークを実施する相談援助職として、患者、家族の率直な意見を業務

改善つなげる病院のシステムをつくってきた。「患者中心の医療」の実現を目指し

患者相談窓口の充実を一層はかりたい。
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２－４

転院をめぐる状況の変化とソーシャルワーク

第二岡本総合病院医療福祉相談室○佐藤求

１研究の目的

当院は、一般床、回復期リハビリテーション病棟、亜急性期病床をもつ病院である。一般

床は、平均在院日数の短縮化が求められ、回復期や亜急性病床に関しては、入棟、入床期限

内での退院が必要とされている。その状況の中で、２００５年秋ごろより、転院先探しをする

際に、受け手の病院より、「入院の条件としては、次の次の入院、入所先の確保をしている

事です」（以下、次の次の確保と略）と明確にいくつもの病院から要求されるという変化が

起きた。この事は、当院のソーシャルワーカー（以下ＳＷ）にとって、業務量増加だけでな

く、ＳＷとしてのジレンマをより感じさせる大きな要因になっている。今回、それらの状況

を整理したいと考え、2005年７月１日から２００６年７月３１日の期間の転院援助をおこなっ

たケースをもとに、次の次の確保を必要とされたケースを抽出、分析し、クライエント（以

下ＣＬ）とＳＷがおかれている状況を考察したい。

２研究方法

①2005年７月１日～2006年７月３１日までの転院援助をおこなった１５４ケース（うち回復

期４９ケース）を対象に、分析シートを作成し、担当ＳＷが記載をおこなった。

②その中から次の次の確保が必要とされたケースを抽出し、それらの病院．施設を申し込ん

だ主な理由をもとにケースを類型化し分析をおこなった

３結果

①次の次の確保を必要とされたケースは、３８ケースで、ケース総数の２５％であった。

②次の次の確保を求めてきた病院、施設は以下のようである

１位ケアミックス病院（一般床と療養型との組み合わせをもつ病院）．、８施設

２位一般病院（一般床をもつ病院）・・４施設

３位老人保健施設・・１施設

③次の次確保を必要とされた病院、施設を申し込んだ理由は、１）早期に退院しなければ

いけないため２）リハビリの継続をしたいという２点が、大半の理由を占めた

④申し込みの主な理由からケースを分類し、ケースの分析を試みた。

1）早期退院が必要…１５ケース（一般１１／回復期４） さらに４つに類型化

･強力な早期退院要請があった（２ケース）

病状不安定→次の次がみつかりにくい／次の次に転院できず当院に戻された

｡希望（長期療養型、在宅）に移行する間のつなぎとして利用したい（８ケース）

長期療養型の待機が長いため、その間のつなぎとして利用。面会に行きやすい所や、

経済的問題があれば、その点を踏まえて選定にあたる必要がある．在宅の場合は、転
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院後も当院ＳＷが在宅調整をしたケースもあった。

本人／家族間での方針（在宅／施設）の不一致が顕在化した（５ケース）

方針が定まらない中で次の次探しが必要となる。ＳＷも方針の不一致を知りながらも、

次の次への話を進めていかなければならい。

２）リハビリ継続…１３ケース（一般５／回復期８）

脳血管疾患中心／介護度重度／年齢層が若い方が多く、主として家族の回復への期待は強

く、リハビリ継続を希望されている。回復への期待があるにも関らず、リハビリの受けられ

る病院に長くいる事ができない現実を知り、回復して欲しいという願いや気持ちの整理もな

いままに、長期の方向性の設定を求められ、長期療養先を探さなければいけない状況におか

れる。

3）面会に行きやすい所…６ケース（一般４／回復期２）

キーパーソンが、高齢の配偶者／病弱／障害者となっている。家族が面会に来る事が、本

人にとっても大きな精神的安定になっているケースもある｡次の次を求められる事で再度希

望に合致する所を選定しなおす必要があり、病院をかわる事への不安、次の療蕊先の入院期

間が不明瞭、複数個所申し込む事への負担がキーパーソンにかかってくる

）家族の希望…４ケース（一般４）

家族が希望する病院が次の次の確保を入院の条件としていた。特徴として、厳しい入院条件

（３ヶ月限定→次に転院不可の場合は、当院への入院の確約・個室の利用）があり、家族は

厳しさに困惑しながら、複数個所の病院等の申し込みをおこなった。転院後も当院ＳＷが援

助を継続したケースもあった。

）長期療養希望…１ケース（一般１）

独居で、遠縁の親戚しかおらず、そのため、特養の申し込みをおこなう事が入所の条件と

なった。属性により、次の次確保が求められた。

４考察

次の次確保が受け入れの条件と明確にされた事で､当院で長期の方向性設定が必要とされ

る事が鮮明となった。長期の方向性の設定は、回復への期待、方針の不一致、経済的問題、

面会の問題等をかかえながらの検討であり、ＣＬは、個別に様々な問題を抱えながら、次も

かわらないといけない不安やストレスを抱えていると想像される｡そんな状況を感じながら

もＳＷはＣＬと次の次探しを進めていかなければならない現状におかれている。例えば、回

復への期待が強いケースであれば、回復の期待と現実との葛藤、時間の経過を通して、その

時の、病状、回復の程度、ＣＬの心理．社会的状態をふまえて、方針の検討が必要である。

長期の方向性設定にあたっては､当院だけで解決する事のできない問題をＣＬは抱えている

事が今回の研究で考察された｡機能分化､医療費抑制政策の中でも、ＳＷ同士が連携をとり、

継続した援助がおこなえるような体制を相互に構築していく必要があると思われる。
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２－５

医療の意思決定(MedicaIDecisionMaking）

一支援のための対策とツールー

兵庫医科大学杉村ともこ

1.はじめに

「医療における意思決定」とは患者と医師が、診断､治療、予防､薬物療法、

終末期医療などについて、医師のもつ情報と、患者の知識や希望、価値観とを

共有しながら､本人にとっての｢最善選択｣を決定するプロセスのことをいう。

しかし、患者と医師がすべての情報を共有することは不可能で、精神的、物

理的、時間的にも制約が多く、誰にとっても意思決定をするのは難しいのが現

実である。今回は、患者の“納得”の意思決定を可能にするために、あらため

てその困難の要因と対策を検討し、支援ツールについても紹介する。

2.意思決定を困難にしている主要因とその対策

①「意思決定に必要な情報の不足｣:このためには、１．治療の選択肢の情報、

２.選択肢を比較できるための“利益，'“リスク”情報、３.エビデンス情報

等が、系統だって提供される必要がある。

②「本質的な葛藤が内在｣：選択肢そのものにメリット、デメリットが同時に

共存するため、なにが最善かの確信をもつことが難しい上、価値観、期待

とがあいまって葛藤や迷いを生じる。このようなプロセスを明確化するた

めに、それを可能にする「医療専門職の紹介」や「患者の意思決定教育」

が有効と思われる。

3.｢意思決定の支援ツール｣(DecisionTooI,DecisionAid）

ただ、各々個別の要因対策だけでは、意思決定のプロセスを包括的に支援す

ることは難しいため、それを容易にするための「支援ツール」について紹介す

る。この役割、メリットiは、１.選択肢についての理解を高める、２．起こり

うる“利益”と“リスク'’を認識する、３.期待を現実的に高める、４.意思決

定への積極的参加を強化する、５.決定に際しての葛藤を低減する、６.決定で

きないままの人々を減少させる、７．「自分の価値観」と「選択したこと」の

一致度を高める、などである。

現在“DecisionAids”とされるものは世界に２００以上存在し’、オタワヘル

スリサーチ研究所（OttawaHealthResearchlnstitute）では、独自に開発した
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ツールのリストと、世界各国から集めた意思決定支援ツールを現在ウェッブ上で

公開している（英語・フランス語)。

今回は、この研究所が作成・公開している３タイプの「オタワ個人の意思決定

ガイド」ｉｉ（OttawaPersonalDecisionGuide）のひとつ、「an2-pagePDF」（印

刷して手で記入する方式）を紹介する。これは４つのステップに分かれており、

そのコンセプトは、意思決定のためのニーズをアセスメントして、次のステップ

を計画し、その進展を見守る助けとなるもので、このツールは、カウンセリング

を補完するものと考えられている（この意思決定ガイドの日本語版は、看護ネッ

トからウエッブ上で公開されているiii)。患者はこのツールを介して、意思決定

に必要なプロセスが明確になるよう構成されており、これを活用することで、よ

り迅速に意思決定を進めることが可能となる。

4.今後の課題

現在、患者サービスの需要増加にともない、医療機関では強化対策に力をい

れているが、患者の意思決定への系統だった支援サービスは、まだなかなか得

られないのが現状。そのような中で、ソーシャルワーカーは意思決定プロセス

を支援することができる「医療専門職」として、そのアセスメント・スキル、

コミュニケーション・スキル等の専門性をいかし、また、これらの有用な資源

を積極的に活用することで、患者の意思決定プロセスに大きく貢献できると考

える。また、今後、日本の実情により即した意思決定支援ツールの実現と、疾

病・症状別の系統だった情報提供サービス等が望まれる。

参考文献

ｉ０，ConnorAM，ｅｔａｌ・Ｄｅｃｉｓｉｏｎａｉｄｓｆｏｒｐｅｏｐｌｅｆａｃｉｎｇｈｅａlthtreatmentor

screeningdecisions・TheCochraneDatabaseofSysteInaticReview2003,Ｉｓｓｕｅｌ，

ａｖａｉｌａｂｌ ｅ ｆ ｒ ｏ ｍ

<http:／/mrw,interscience・wiley､com/cochrane/clsysrev/articles/CDOOl431/abstract

､html>，（accessed2006-O2-09）

１１ ottawaHealthResearchlnstitute、PatientDecisionAids，

httpi//ＷＷＷ・ohri､Ｃａ/decisionaid/，（accessed2006-7-27）

iii看護ネット意思決定支援．

http://www,kanRo-net． (accessed2006-7-27）
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２－６

１．はじめに

１９９０年以降、介護にまつわる殺害事件が目立つようになってきた。いずれも家

庭介護の厳しい現実があり、そこに介護者の身体的要因や経済的要因等、何らかの

要因が加わることによって事件へと発展している。本件もその中の一つである。

そこで、本件を中心に事例検討を行い、そこから得た知見を整理することによっ

て普遍的な対処方法を見出し、ひいては再発予防に繋がることを目的とした。

２．事例の概要と背景

本事例は、経済的な理由から、認知症の母親を殺害した息子の事例である。

本年２月１日早朝、京都市内の桂川河川敷で車椅子に乗ったまま死亡している

母親（８４歳）と、その傍で倒れている息子（Ｋ氏５４歳）が発見された。

前夜、母親とこれまで馴染んだ街を巡った後、河川敷で「もう生きられへん。こ

こで終わりやで」と告げ、「そうか。一緒やで」と応えた母親の首を手で絞め、殺

害に及んだ。自らも首を切って自殺を図ったが、一命をとりとめ、承諾殺人などの

罪に問われた。鞄の中には、相談相手がいない不安感や疲れ、経済的苦悩を記した

メモが残されていた。

Ｋ氏は母親と二人暮し。１０年前に父親が死亡した頃から母親の認知症状が出始

め、昨年４月頃からは、昼夜逆転や俳個などの症状が増強した。７月には工場を休

職し、ディサービスの利用を始めたものの一人にしておけず、９月には退職し、失

業給付を受けながら介護に専念した。その間、３回にわたり生活保護の相談に福祉

事務所を訪れたが、失業給付を理由に認められず、「頑張って働いて下さい」と言

われただけのように感じた。１２月には失業給付が終了した。介護と両立できる仕

事はなく、カードローンの借り出しも限度額に達した。家賃やディサービスの費用

も支払えず、年末からは利用を中断。事件前日に、「もう生きられない」と心中を

決意した。

公判で、Ｋ氏は「生活保護ははねつけられたと思った」「融資は保証人を頼めな

かった」「最後まで自分で面倒をみたかった」と述べた。京都地方裁判所には、減

刑を求める近隣者など１２６人の嘆願書が提出され、多くの関心を呼んだ。

３．判決

懲役２年６ケ月、執行猶予３年（求刑：懲役３年）
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４．考察

本件において、ソーシャルワーカーの視点から言えることを、以下の４点にま

とめた。現段階で利用できる基礎資料は限られており、今回は新聞記事、傍聴記録

等を参照した。

（１）「殺人」をどう捉えるか

この事件は「承諾殺人」として認識されている。また、公判の中で、弁護人は本

件の殺害を「やむを得ない究極の選択」と位置づけている。しかし、福祉的見地に

立てば、如何なる理由があろうとも、殺人を選択肢に入れることはできない。

（２）生活保護行政における相談

「他に迷惑をかけたくない」とこだわる息子が、福祉事務所には何度も相談に出

向いている。しかし、そこでの対応は生きるための支援ではなかった。経済的に最

後の拠り所となる生活保護、そのインテーク面接は生死にも関わることを意識し、

ソーシャルワーカーと同等の基礎的訓練が必須とされるべきである。

（３）職種間連携と個人情報保護法

このような事件がある度に、個人情報保護法が連携を阻む大義名分として使わ

れる。今回も、ケアマネジヤーが所属する施設の施設長は、支援が進められない理

由を「個人情報の関係で無理に本音も聞き出せない」と説明した。個人情報保護法

は、本来、情報を守るものではなく、個人を守ることが大前提にある。その点の認

識の甘さは連携する双方の壁になりがちであり、職域を越えて見直す必要がある。

（４）相談員の社会的責任

このような事件において、関与した相談員は常套句のように「そうは見えなかっ

た」とコメントし〈アセスメントの誤りに社会的責任を問われることもない。他職

種では考えられないことである。人の人生に深く関わり、影響を与えるものを業と

する以上、法的整備の有無に関わらず､他職種と同等の責任をもって自らのアセス

メントカを高め、その実践結果には責任を負わなければならない。

５．結論

家庭介護では、固有の関係性を背景に、絶え間のない介護優先の生活が繰り返さ

れる｡介護者は心身の活力を低下させ､思考は慢性的な閉塞状態に陥りがちとなる。

従って、今回のような事件を再発させないためには、そこにさらなるマイナス要因

を加えないことが重要である。

また、本件に関して言えば､懸命な介護の末に殺人の罪を犯した息子の自責の念

は強く、執行猶予後の生活が案じられる。相談のプロ（ソーシャルワーカー）によ

る支援等、確実なフォローアップ体制を整備する必要がある。
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３－１

ソーシャルワークの業務に関する調査報告その１

－保健医療機関に焦点をあてて一

神戸親和女子大学○田中希世子

同志社大学野村裕美

同志社大学岡本民夫

１．研究目的

同志社大学学術フロンティア推進事業・トータル・ヒューマンケア・サポー

ト研究機構（代表者・岡本民夫）では，2002年度より様々な実践領域における

社会福祉専門職の業務内容を把握し，社会福祉専門職の全体像を提示すること

を目的とし，「ソーシャルワークにおける職務の明確化」に向けた研究を行っ

ている．

これまで「ソーシャルワークとは何か」をめぐって，社会福祉専門職の専門

性の提示，業務範囲の特定化や標準化などを研究課題とする先行研究は数多く

行われてきた．特に医療福祉分野においては，１９６０年代から今日に至るまで，

ソーシャルワーカー業務の実態調査の結果が数多く提示されている．しかし，

社会福祉の幅広い領域を対象とした新たな実態調査等を行うことにより，「ソ

ーシャルワークとは何か」に対する考察を行いたいと考える．

なお，本研究では，ソーシャルワークを｢社会福祉実践」として広義に捉え，

それらを実践するものを「社会福祉専門職者」（ソーシャルワーカー）と規定

し，検討を進めている．

２．研究の視点および方法

本研究では，【１】文献研究等広く渉猟し，ソーシャルワークの職務内容の

把握と精査，【２】アンケート等の量的調査によるソーシャルワークの全体的

な実態把握，【３】インタビュー等の質的調査による各領域の詳細把握，【４】

２，３の調査結果の分析，【５】ソーシャルワークの職務の明確化，【６】新たな

ソーシャルワークの職務の検討，などを目指している．現在までの研究経過と

しては，文献研究および第一次プレ調査，第二次プレ調査を経て，２００６年３

月，全国の社会福祉施設（機関）を対象とし，全国実態調査（量的調査）を実

施したところである．
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本全国調査における内容は，①フェイスシート，②調査票，の２点から構成

される．フェイスシートでは，「性別｣，「年齢｣，「取得資格・免許｣，「自分自

身の職業イメージ｣，「就業年数」等，調査協力者自身に関する質問をおこなっ

ている．調査票では，調査協力者が，特定期間内に実施した一日（２４時間）の

業務内容を調査項目（下記参照）から選んで記録する「タイムテーブル方式」

を採用している．業務内容項目については，【１】心理的援助，【２】情報収集，

【３】援助計画立案，【４】評価業務，【５】情報提供，【６】日常生活支援，【７】

生活環境整備・調整，【８】施設・機関内外における連携など，【９】所属施設・

機関の運営・管理面の活動，【１０】記録等の作成，【11】組織化及び活動支援，

【12】社会福祉制度・サービスの拡充のための働きかけ，【13】苦情処理，【14】

社会福祉に関する知識の普及活動・理解の促進，【15】人材育成，【16】研究・

研修の計１６項目の業務，および業務の下位項目として３８項目を設定．勤務時

間中，調査協力者が実施した業務内容についてご回答頂いた．

３．研究結果

調査対象施設（機関）の詳細については，【１】生活保護法による保護施設，

【２】老人福祉法による老人福祉施設，【３】身体障害者福祉法による身体障

害者更正援護施設，【４】売春防止法による婦人保護施設，【５】児童福祉法に

よる児童福祉施設，【６】知的障害者福祉法による知的障害者援護施設，【７】

母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設，【８】精神保健及び精神障害者福祉

法に関する法律による精神障害者社会復帰施設,【９】介護保険法による施設，

【１０】その他の社会福祉施設等，【11】保健・医療機関，【12】相談機関及び社

会福祉協議会に係る８９施設（機関）である．調査協力者については，無作為

抽出法により計12,787施設（機関）を抽出し，調査依頼を行った（実配布数

38,361,回答数3,467)．なかでも【11】保健・医療機関については，一般病院，

長期療養型病院(介護型療養病床あり），長期療養型病院(介護療養病床なし)，

特定機能病院，精神病院の５施設を対象とし，精神病院を除く４施設において

は，配布施設数659（全体の５％)，実配布数1,977（全体の５％)，回答数287

（全体の８％）であった．

本発表では，本研究の全体像とこれまでの研究経過を報告したうえで，全国

調査の結果，なかでもフェースシートにおける全体の調査結果と保健医療機関

（精神病院を除く）に所属するソーシャルワーカーの調査結果との比較検討を

行う．

（詳細については，当日資料を配布予定）
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３－２

ソーシャルワークの業務に関する調査報告その２

－保健医療機関に焦点をあてて－

同 志社 大学 ○野 村裕 美

神戸親和女子大学田中希世子

同志社大学岡本民夫

１．はじめに

本研究は、「ソーシャルワークの業務に関する調査報告その１」に続く報告であ

る。同志社大学学術フロンティア推進事業・トータルヒューマンケア・サポート研

究機構（代表者・岡本民夫）が実施した調査の報告である。その１では、①調査設

計・全国実態調査実施までの経過報告､②保健医療機関に勤務する人のみを対象と

した調査報告(主に調査対象者の属性に関する報告)を行う。引き続きその２では、

主に同対象者群における、タイムテーブル方式の調査票から集計された結果を報告

する。

２．研究目的

研究の目的の詳細は、調査報告その１に記載されている通りである。保健医療領

域と他領域とのソーシャルワークの業務の共通性と差異性を明確にし、「ソーシャ

ルワークとは何か」を明らかにすることである。

３．研究の視点および方法

研究の視点および調査方法の詳細は､調査報告その１に記載されている通りであ

る。タイムテープル方式の調査票を分析にあたり、調査対象者のうち、その業務に

携わっている人の割合を「実施率ｊと定義した。そして、①調査対象者を、保健医

療機関（精神病院を除く）での勤務者と、その他の施設・機関勤務者に分けて比較

検討することとする、②大分類および具体的内容においての「実施率」と「業務の

平均所要時間」を表にとりまとめ分析する、といった手順にのっとり、記載された

業務の全体の把握を試みた。

なお、保健医療機関（精神病院を除く）での勤務者とは、一般病院・長期療養型

病院（介護型療養病床あり）・長期療養型病院（介護型療養病床なし）・

特定機能病院に所属する者を指す。

４．結果

保健医療機関（精神病院を除く）での勤務者の回答総数287のうち、タイムテー
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ブル方式の調査票に記載したものは２８５であった。

大分類における保健医療機関での勤務者の業務の実施率をランキングすると、

「記録・書類の作成」（97.1％)、「移動・休憩等」（91.9％)、「情報提供」（91.5％)、

「情報収集」（91.2％)、「心理的援助」（81.7％)、「施設・機関内外における連携」

（89.1％)、「援助計画立案」（61.7％)、「生活環境整備・調整」（57.1％)、「評価」

（４２４％)、「その他」（35.0％)、「日常生活や作業に関する援助」（33.6％)、「所属

施設・機関の運営・管理面の活動」（25.2％)、「人材育成」（18.2％)、「社会福祉制

度・サービスの拡充のための働きかけ」（17.1％)、「研究・研修」（16.1％)、「社会

福祉に関する知識の普及活動・理解の促進」（１０．５％)、「苦情処理」（9.8％)、「組

織化及び活動支援」（7.3％）の順となった。

保健医療機関での勤務者の業務の平均所要時間をランキングすると、「記録・書

類の作成」（140分)、「施設・機関内外における連携」（139分)、「情報収集」（１０６

分)、「情報提供」（１０４分)、「その他」（97分)、「心理的援助」（９６分)、「研究・研

修」（９４分)、「人材育成」（８５分)、「社会福祉に関する知識の普及活動・理解の促

進」（８３分)、「生活環境整備・調整」（７９分)、「組織化及び活動支援」（７１分)、「移

動・休憩等」（６７分)、「援助計画立案」（５８分)、「所属施設・機関の運営・管理面

の活動」（５７分)、「社会福祉制度・サービスの拡充のための働きかけ」（５５分)、「評

価」（50分)、「日常生活や作業に関する援助」（４８分）の順となった。

保健医療機関での勤務者とそれ以外の施設機関勤務者を比較すると、「記録・書

類の作成｣､、「情報提供｣、「情報収集｣、「心理的援助｣、「施設・機関内外における

連携」において、保健医療機関での勤務者の実施率が高く、平均所要時間も高かっ

た。「記録・書類の作成」と「移動・休憩等」において、保健医療機関とそれ以外

の勤務者では実施率に大きな差は見られず、双方とも実施率が高かった。保健医療

機関での勤務者の実施率がそれ以外の勤務者を下回った項目としては、「日常生活

や作業に関する援助｣、「所属施設・機関の運営・管理面の活動｣、「人材育成」の三

項目であった。ただし「人材育成」のうち「実習生の指導」は、平均所要時間では

302分と全体の１位を占めた。実施率で最も大きな差がみられたのは、「情報提供」

であった。差がほとんどなかったのは、「組織化及び活動支援」であり、双方とも

実施率は低かった。「評価」は保健医療機関での実施率はそれ以外を上回るが、平

均所要時間は下回り、全体で１６位に位置した。

５．むすびにかえて

保健医療機関における業務は、それ以外の施設機関での業務と比べ､組織のマネ

ジメントおよび人材育成の分野等でその業務の特性を表していると言える。
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３－３

グループスーパービジョンの実践方法についての一考察

一組織外スーパーバイザーと行ったグループスーパービジョンの体験を通して一

○出雲路祥子、隈村綾子、山本玲奈、中村有里（京都大学医学部附属病院）

宮崎清恵（神戸学院大学）

＜研究の目的と意義＞

スーパービジョンとはソーシャルワーカーの養成の過程においては必要不可欠

なものであり、クライエントヘの援助の質を向上するという意味においては、援助

の方法であるとも言える。我が国では、現実的には様々なソーシャルワークの分野

において個別スーパービジョンやグループスーパービジョンが行われているが､特

にグループスーパービジョンに関してはその方法についての理論化は進んでいな

い。今後更なる事例を積み重ね、普遍的な効果的方法を現場間で共有していくこと

が必要である。

京都大学医学部附属病院地域ネットワーク医療部所属のソーシャルワーカー

は、外部からスーパーバイザーを依頼し、組織とスーパーバイザーが契約を交わし

て、２００５年５月～2006年３月にかけてグループスーパービジョンを実行した。体

験したグループスーパービジョンの一事例をスーパーバイジーとスーパーバイザ

ーが協働で分析することで､様々な知見を得ることができたのでここに発表したい。

＜グループスーパービジョンの概要＞

２００６年２月のソーシャルワーカー会議において「医療ソーシャルワーカーとし

てのスキルアップをしたい」という意識が表面化し、周知していたスーパービジョ

ンを行うため、教育機関としての利点を活かし開始することとなる。

日程 参加人数 内容 用意した資料 開催後作成資料

１回５月２３日 ５人 契約 確認事項資料 議事録、契約書等

２回６月１３日 ５人 ケース検討 ｹー ｽ検討資料 議事録、振返文書

３回７月１１日 ５人 ケース検討 ｹー ｽ検討資料 議事録・振返文醤

４回８月５日 ５人 ケース検討 ｹー ｽ検討資料 議事録・振返文書

5回９月９日 ５人 ケース検討 ｹー ｽ検討資料 議事録・振返文書

５回１１月２８日 ５人 振返り 振返り（全員） 全体の振返文書

６回３月２７日 ４人 ピアグルーブＳＶにむけ 逐語録､事例概要、

逐語録でのＳＶ ビアＳＶ資料

上記スーパービジョン終了後も継続してスキルアップを目指すためにピアスー

バービジョンを行うことにした。
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く研究の方法＞

グループスーパービジョン分析のため、５回の論考セッションを行った。研究材

料としてスーパービジョン開始までの契約等の資料､毎回セッションで用意された

資料や話し合われた内容、電話やメールでのやりとりメモ、院内の書類や部内の会

議録等を使用した。一連の過程と方法について、スーパーバイザーとスーパーバイ

ジーで詳細に振り返り論考した｡スーパーバイザーの意図した事とスーパーバイジ

ーの得た物に沿って話し合いを行い､双方またスーパーバイジー同志での疑問点や

反省点を挙げ、グループスーパービジョンの意味と課題を明らかにした。なお論考

セッションについてはすべて録音しその記録を毎回確認しつつ話し合いの足らな

い所を補っていった。

＜結果＞

①組織外スーパービジョンを実現するまでのプロセス

②契約時の留意点の確認

③グループ内の力動への配慮とスーパービジョンを受ける体制作りの重要性

④スーパーバイザーの具体的な指示の必要性の重要性

⑤スーパーバイザーとバイジーとの情報伝達方法の工夫

⑥スーパービジョンの継続方法（ピアグループスーバービジョン）における指導セ

ッションの有効性と留意点

以上の項目について検討した詳細は当日紹介する。

＜考察＞

結果を通し､組織外グループスーパービジョンの活用に際してのポイントが以下

のように明らかになった。

①組織にスーパービジョンの承認を受ける際の留意点に配慮

②組織契約締結時の留意点に配慮

③バイザー骨バイジーメンバ一間の信頼関係醸成への工夫

④バイザーーバイジーメンバー間のオープンなコミュニケーションの質と量と手

段の確保の工夫

く結論＞

上記ポイントを踏まえて行えば､日本の現実的なスーパービジョンのあり方とし

て､組織外からのスーパーバイザーにグループスーパービジョンを受ける事は実際

的であり有効である。

＜今後の課題＞

今後はスーパービジョンの継続可能な形としてのピアグループスーバービジョ

ンの効果的な持ち方を工夫することが必要である。
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保健医療機関における実習事前学習へ期待すること

～学生および実習指導者への調査を手がかりに～

川崎医療福祉大学竹中麻由美

１．研究目的

２００６年４月、保健医療機関が新たに社会福祉士養成課程の指定実習施設に加

えられた。それまで、教育機関および実習受け入れ先となる保健医療機関は、それ

ぞれの機関で独自のカリキュラムや実習プログラムを持ち､社会福祉士とは別立て

での実習を行ってきた。

ソーシャルワークの専門職性については、多くの議論・研究がなされており、専

門職性測定指標も開発されている。では、保健医療機関でこうしたソーシャルワー

カー専門職性を発揮するためには、どのような教育が必要であろうか。医療ソーシ

ャルワーカー養成課程は､専門的資質をもつスペシフィックなソーシャルワーカー

を養成するものであり、社会福祉士養成過程において、医療ソーシャルワーカー養

成をいかに実現していくかについては、今後さらなる検討が必要であろう。そして

当然その養成過程においては、“養成施設での事前学習→現場実習→養成施設での

事後学習”が、医療ソーシャルワーカー養成という共通の目標に向かって実践され

るべきであり、両者の適切な連携が不可欠である。

本報告では､社会福祉士養成過程の指定実習施設となる以前に保健医療機関で実

習を行った学生および実習指導者への調査をもとに､大学での事前学習に対する評

価や意見を調査した結果について報告する。

２．研究の視点および方法

2-1．調査対象：平成１５年・’６年・’７年の８月・９月に、保健医療機関において

現場実習を行ったＡ大学の学生４２人（男：１１人、女：３１人）および実習指導者

４２人（男：１９人、女２３人）に対して調査を実施した。

2-2．調査方法：①学生への調査は、実習前に質問紙を配布し、調査目的などを説

明した上で、１０月の初回講義時に回収した。実習指導者への調査は、実習巡回訪

問時に、訪問担当教員から口頭による質問を行った。

2-3.調査内容:①学生に対してｌ)実習で困ったこと２)実習で注意を受けたこ
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と３)実習前に大学で学んで役立ったこと・実習前に大学で教えておいてほしかっ

たことを無記名・自由記述で回答｡②実習指導者に対してｌ)大学側に対して事

前学習の内容も含めて要望することを自由に回答。

３．結果および考察

3-1学生が大学で教えてほしいと望んでいたこと

l)制度の実際：制度を活用する際のポイント、どのように優先順位や組み合わせを

決定していくのか、実践に即した社会資源の活用方法

2)記録の書き方ケース記録・日誌の書き方

3)疾患や医学知識：カルテの読み方、略語、診療科目と疾患、リハビリテーション

4)医療をめぐる動向：病院の機能やソーシャルワーカーの役割、最新の医療情報、

急性期医療と慢性期医療、

5)実践に即した学習：面接のロールプレイ

3-2実習指導者が大学で教えておいてほしいと感じていること

l）ソーシャルワーカーの業務全体:面接だけがソーシャルワーカー業務ではないこ

と、面接やケアプランだけではなく、ソーシャルワーカー全体の仕事についての理

解

2)対人関係能力:クライエントのみならず､他者と適切に接することができる準備、

適切に自分をアピールする方法、生活感が希薄である

3)社会的関心：現在の福祉課題や社会問題への関心

4)組織論：組織の中での業務を意識する

5)その他：他職種の実習生と比較して「学生だからできなくても仕方がない｡」と

指導者側がつい甘くなってしまっているのではないか、高齢者分野では、介護の体

験や理解も重要

学生は、当然ながら実習中に理解できなかったことがら、困ったことがらに対し

て「事前に大学で知識を教えておいてほしかった｡」と感じている。実習指導者は、

ソーシャルワーカー業務全体､組織や社会というより広い視野を持つことを事前学

習に求めていることが示唆された。養成施設における事前学習では、こうした深さ

と拡がりを検討することが必要であると考える。
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ソーシャルワークにおけるリフレクティブ･ラーニング教育の可能性

一リフレクティブ･プラクティショナーとしての

ソーシャルワーカーを養成するために一

天理大学南彩子

1．研究目的･視点･方法

英・米におけるソーシャルワーク教育においてリフレクテイブ・ラーニング

が提唱される発端となったのは、Yelloly、Ｍ、＆Henke１，Ｍ．（1995）やGould、

N、＆Taylor、Ｉ．（1996)らによる研究成果であろう。特に後者の研究では、ソ

ーシャルワーク教育における経験とリフレクションからの学びやリフレクテ

イブ・プロセスとしてのソーシャルワーク教育等について詳述され、ソーシャ

ルワークにリフレクティブ・ラーニングを取り入れることへの関心が高まって

いることが読み取れる。これらの研究の契機は、専門職教育における学習ツー

ルとしてのリフレクシヨンを強調したＳｃh６，，，．による研究である。

Sch6n(1983)は、知識を適用しスキルを身につける“見える実践'’を重視す

る「技術的熟達者モデル」（technicalexpertmodel)から、その場その時の意

味を読み取り即興的に対応していく反省的思考や判断という“見えない実践”

を重視する「反省的実践家モデル」（reflectivepractitionermodel)への転

換を強調した。その理由は、反省的実践の成果が、実践家の力量形成や成長に

つながると考えたからである。Sch6nは、リフレクテイブ・プラクテイシヨナ

ーの例として、Etzioni、Ａ・（1969)がセミプロフェッションと指摘した教師

や看護師や社会福祉士などを想定した（Sch6n、1983=200l佐藤・秋田訳：９)。

これらの職種は、実践状況の複雑さゆえに「行為しながらの省察」を基礎とし

つつ「行為の後に全体を省察する」とともに、「自分の実践を対象化し検討し

て今後につなげる」専門家であると捉えられている.つまり状況と対話しつつ、

それと併行して自己との対話をも展開する専門家をリフレクテイブ・プラクテ

ィショナーと捉えている。

ソーシャルワークにおいても人と問題状況のアセスメントや自己覚知の重

要性はずっと言われていることであり、＜リフレクテイブ・プラクテイショナ

ー＞という概念をソーシャルワークにも援用することが可能ではないかと考

える。そこで本研究では、文献研究を通して、反省的思考、リフレクション、
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リフレクテイブ・プラクティス、リフレクテイブ・ラーニングの概念を整理し

た上で、「リフレクティブ・ラーニング教育」研究の基礎となる概念づくりを

行うことを目的とする（文献レビューの詳細は当日提示)。

２.研究結果

“reflectivethinking”の概念については、Dewey．』・の研究に遡り、

“reflection”の定義についてはDewey．の思想を発展させたBoy｡.＆Fales．

(1983)、Boud､Keogh､Walker．（1985)、Rie｡(1993）、“reflectivepractice”

の構成要素についてはSch6n、“reflectiveprocessmodel'，についてはBoud、

Keogh、Walker(1985)、Gibbs(1988)、Atkins．＆Murphy.（1993)、“reflective

learning”の定義についてはBaker,等を参考にしつつ概念の整理を行った。

その結果、省察力に影響を及ぼす要因と、リフレクティブ・ラーニング教育が

果たすべき内容についての概念図（仮説モデル）を作成した(当日提示)。

3.考察

先行研究等の精査によって導き出した省察力の定義は、「自分が直面した、

困った（気にかかる）状況から生じる“経験'，や“関わり場面（実践場面)”

における言動をふりかえって、自分の感情に気づき、その経験を宣語化するこ

とによって経験を対象化するとともに 里験したことの意味を明確化 し、準拠す

べき知識や理論に照らしての批判的分析を行なう。その結果、これでよかった

のかあるいは他に何ができたのかという」t替案を検討する。そして、視点の

転換と改善への方策を立案して将来につなげる努力を、意識的・自覚的に行な

うこと」であると考えた（アンダーライン部分は首､察力の織凌概念)。

1990年以降2006年までの文献件数は、表１の通りであるが、福祉教育の領

域においては未だほとんど注目されておらず、今後の研究課題と言える。

表１．リフレクテイブ･ラーニング教育に関する領域別の文献の件数(計100件）

F1

h』

(1990～2006年国立情報学研究所及びNICHIGAI/MAGAZINEPLUS雑誌記事検索による）
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「実践報告」投稿の呼びかけ
「医療社会福祉研究」誌の編集委員会では，「実践報告」という新たな投稿枠を設けることにしまし

た。主な目的は，実践現場の会員の投稿がより促進され，実践と研究の相互交流が強化されることに

よって，医療社会福祉学の発展に寄与することです。実践現場では，従来の書物や論文等に整理された

知識や理論だけでは対応しきれない問題が次々に生じ,試行錯誤的な取り組みが行われているはずです。

また，介護保険制度の施行や今後の医療改革によって，実践上の課題や活動の枠組みに変化が生じるこ

とも予想されます。医療社会福祉は，純粋科学ではなく，人々の直面する現実の健康・生活問題に向き

合い，その問題解決に寄与しようという実践科学です。実践の現場での情報提供や課題提起を促進し，

実践と研究の密接な関係に立って，医療社会福祉を発展させるために，実践現場の方々からの積極的な

投稿を期待します。

「実践報告」

目的：主として現場の会員の実践経験に関わる各種の情報の紹介を行ったり，今後の理論化のために論

議の必要な課題を提起することにより，今後の医療社会福祉の理論化・体系化に寄与すること。

内容：医療社会福祉の対象の理解や実践活動に関わる報告，広く会員の実践家・研究者に知らせる価値

があると思われるものならどんなものでも可。また，今後の理論化や価値判断に関わる問題提起

など。内容については，多岐にわたると予想されるが，たとえば，次のような報告が考えられる。

一従来あまり紹介されていない新しい特殊なタイプの疾病・問題に関わる情報

例．高度脳機能障害患者・家族の生活困難の具体的状況

外国人や中国からの帰国子女等へのソーシャルワーク援助事例

虐待が疑われる児童患者ケースへの病院とソーシャルワークの対応事例

一制度の改変等に伴う新しいタイプの問題や実践課題の変化について

例．介護保険の施行に伴う院内における退院計画業務の再編

一実践の場の変化に伴うソーシャルワーク業務の変化や共通性について

例．病院から在宅介護支援センターへの配置転換によるソーシャルワーク業務の変化

一技術革新や社会の変動に伴い新たに価値判断を求められる課題について

例．脳死からの臓器移植に関わる倫理的問題について

構成：構成および形式については，以下の「研究論文」に準じることが望ましいと思われますが，内容

により柔軟に適用したい考えていますので，投稿時にご相談下さい。

「研究論文」

内容：医療社会福祉に関わる何らかの研究課題について，実証的データや理論的考察によって，何らか

の結論を明示するもの。

構成：研究内容によって多少の相違がありうるが，概ね次のような構成となる。

１．緒言（序論，はじめに）研究の背景・意義，研究目的，研究課題

１１．研究方法（調査方法）研究・調査の方法に関する記述や使用するデータの出所等

Ⅲ、研究結果（調査結果）研究・調査の結果・成績（考察や結論に関わる研究・調査の結果を

できるだけ解釈を交えずに客観的に提示する）

Ⅳ、考察（考案，討論）研究結果の評価，解釈，予想される異論に関する討論等

Ｖ・結語（結論，おわりに）結論，今後に残された研究課題

注，文献，付記など

（事例的研究等ではⅢとⅣを完全に分離することが困難な場合があり，「結果と考察」のようにまと

めて記述することもあるが，その際にも，客観的事実の部分と著者の考察・意見に関わる部分は区別

して記述することが必要）
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